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3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系の故障による停止時冷

却機能喪失) 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

① 個別プラントの停止時に関するPRA(適用可能なもの)又

はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果，上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンス

グループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす

運転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合

には，想定する運転停止中事故シーケンスグループとし

て追加すること。 

 

上記４－１(b)を踏まえて， 6 号及び 7 号炉を対象とした内

部事象停止時レベル 1PRA 評価を実施し，事故シーケンスグル

ープの検討を行った。 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※1 で評

価した停止時 PRA の結果を用いた。 

 

 

 

 

 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（ＲＨＲの故障による停止時冷却機能

喪失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

①個別プラントの停止時に関するＰＲＡ（適用可能なもの）

又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

②その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンスグ

ループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運

転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合に

は、想定する運転停止中事故シーケンスグループとして

追加すること。 

 

上記４－１(b) を踏まえて，内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

評価を実施し，事故シーケンスグループの検討を行った。 

 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※で評価

した停止時ＰＲＡの結果を用いた。 

 

 

 

 

 

3.1 運転停止中事故シーケンスグループの分析について 

解釈において，運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策

の有効性評価に係る運転停止中事故シーケンスグループの個

別プラント評価による抽出に関し，以下のとおり記載されてい

る。 

４－１ 

(a) 必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ 

・崩壊熱除去機能喪失（RHRの故障による停止時冷却機能喪

失） 

・全交流動力電源喪失 

・原子炉冷却材の流出 

・反応度の誤投入 

(b) 個別プラント評価により抽出した運転停止中事故シーケ

ンスグループ 

① 個別プラントの停止時に関するＰＲＡ（適用可能なも

の）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。 

② その結果、上記４－１(a)の運転停止中事故シーケンス

グループに含まれない有意な頻度又は影響をもたらす運

転停止中事故シーケンスグループが抽出された場合には、

想定する運転停止中事故シーケンスグループとして追加

すること。 

 

上記４－１(b)を踏まえて，内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

評価を実施し，事故シーケンスグループの検討を行った。 

 

 

 

なお，事故シーケンスグループの選定は，炉心損傷防止対策

に係る事故シーケンスグループの分析と同様，従来の設置許可

取得時の設計で考慮していた設備のみ期待できる条件※１で評

価した内部事象停止時レベル１ＰＲＡの結果を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「ＲＨ

Ｒ」について，解釈の

記載をそのまま記載し

ているが，内容は同様

である 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単独の

申請のため号炉を記載

していない 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は「内部

事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡ」と記載（以下，

同様な相違は記載を省
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※1 従来から整備してきた AM 策や福島第一原子力発電所事故

以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備する重

大事故等対処設備等を含めない条件 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの検

討・整理 

定期検査中はプラントの状態が大きく変化することから，停

止時レベル1PRA においては，定期検査における評価対象期間

を設定し，原子炉の水位，温度，圧力等のプラントパラメータ

の類似性，保守点検状況等に応じた緩和設備の使用可能性，起

因事象，成功基準に関する類似性によって，評価対象期間を幾

つかのプラント状態(以下「POS」という。)に分類し評価を行

う。分類したプラント状態を，状態ごとのプラントの主要なパ

ラメータとともに第3-2 図に示す。また，POS ごとの期間及び

系統の待機状態を示した工程表を第3-3 図に示す。 

 

 

 

 

停止時 PRA においては，原子炉停止後の運転停止中の各 POS 

において燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象について，

マスターロジックダイヤグラム，過去の国内プラントのトラブ

ル事例等から選定し，ここから燃料損傷に至ることを防止する

ための緩和手段の組み合わせ等を第 3-4 図のイベントツリー

で分析し，燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出している。

抽出した起因事象と発生頻度を第 3-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の燃料損傷頻度を整理し，審査

ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」

に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであるかを

確認すると共に，燃料損傷状態を分類した。事故シーケンスグ

 

※ 従来から整備してきたＡＭ策や福島第一原子力発電所事

故以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備する

重大事故等対処設備等を含めない条件 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽

出，整理 

施設定期検査中はプラントの状態が大きく変化することか

ら，停止時レベル１ＰＲＡにおいては，施設定期検査における

評価対象期間を設定し，原子炉の水位，温度，圧力等のプラン

トパラメータの類似性，保守点検状況等に応じた緩和設備の使

用可能性，起因事象，成功基準に関する類似性によって，評価

対象期間を幾つかのプラント状態（以下「ＰＯＳ」という。）

に分類し評価を行う。分類したＰＯＳを，状態ごとのプラント

の主要なパラメータとともに第3－2図に示す。また，ＰＯＳご

との期間及び系統の待機状態を示した工程表を第3－3図に示

す。 

 

 

 

停止時ＰＲＡにおいては，原子炉停止後の運転停止中の各Ｐ

ＯＳにおいて燃料損傷へ波及する可能性のある起因事象につ

いて，マスターロジックダイヤグラム，過去の国内プラントの

トラブル事例等から選定し，ここから燃料損傷に至ることを防

止するための緩和手段の組合せ等を第3－4図のイベントツリ

ーで分析し，燃料損傷に至る各事故シーケンスを抽出してい

る。 

 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の炉心損傷頻度を整理し，審査

ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグループ」

に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであるかを

確認するとともに，燃料損傷状態を分類した。事故シーケンス

 

※１ 従来から整備してきたＡＭ策や福島第一原子力発電所

事故以降に実施した各種対策，新規制基準に基づき配備

する重大事故等対処設備等を含めない条件。 

 

3.1.1 燃料損傷に至る運転停止中事故シーケンスグループの抽

出・整理 

定期事業者検査中はプラントの状態が大きく変化することか

ら，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいては，定期事業者検

査における評価対象期間を設定し，原子炉の水位，温度，圧力

等のプラントパラメータの類似性，保守点検状況等に応じた緩

和設備の使用可能性，起因事象，成功基準に関する類似性によ

って，評価対象期間を幾つかのプラント状態（以下「ＰＯＳ」

という。）に分類し評価を行う。分類したＰＯＳを，状態ごと

のプラントの主要なパラメータとともに第3－2図に示す。ま

た，ＰＯＳごとの期間及び系統の待機状態を示した工程表を第

3－3図に示す。 

 

 

 

内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいては，原子炉停止後の

運転停止中の各ＰＯＳにおいて燃料損傷へ波及する可能性の

ある起因事象について，マスターロジックダイヤグラム，過去

の国内プラントのトラブル事例等から選定し，ここから燃料損

傷に至ることを防止するための緩和手段の組合せ等を第3－4

図のイベントツリーで分析し，燃料損傷に至る各事故シーケン

スを抽出している。抽出した起因事象と発生頻度を第3－1表に

示す。 

 

 

 

 

抽出された事故シーケンス別の燃料損傷頻度を整理し，停止

中審査ガイドの「必ず想定する運転停止中事故シーケンスグル

ープ」に含まれるか，それ以外の事故シーケンスグループであ

るかを確認するとともに，燃料損傷状態を分類した。その結果，

略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「プラ

ント状態」を「ＰＯＳ」

に読み替えている（以

下，同様な相違は記載

を省略） 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

で抽出した起因事象及

び発生頻度を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は停止時

においては「燃料損傷
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ループ別の燃料損傷頻度を第 3-2 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起因事象別の燃料損傷頻度への寄与割合を第 3-5 図に，事故

シーケンスグループ別の燃料損傷頻度への寄与割合を第 3-6 

図に示す。 

 

 

 

＜選定した起因事象＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 崩壊熱除去機能喪失(残留熱除去系機能喪失[フロントラ

イン]，代替除熱機能喪失[フロントライン]，補機冷却系機

能喪失) 

 

 

 

 

 

グループ別の炉心損傷頻度を第3－1表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故シーケンスグループ別の炉心損傷頻度への寄与割合を

第3－5図に示す。 

 

 

 

 

3.1.2 抽出した事故シーケンスの整理 

3.1.2.1 必ず想定する事故シーケンスグループとの対応 

第3－1表に示す停止時ＰＲＡにより抽出した各事故シーケ

ンスについて，緩和機能の喪失状況，プラントの状態及び燃料

損傷に至る要因の観点で必ず想定する事故シーケンスグルー

プに対応する(1)から(3)の事故シーケンスグループとして整

理した。 

 

 

 

 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

今回実施したＰＲＡでは，必ず想定する事故シーケンスグルー

プに含まれない事故シーケンスは抽出されなかった。そのた

め，解釈に基づき想定する事故シーケンスグループに追加すべ

き新たな事故シーケンスグループはないと判断した。事故シー

ケンスグループ別の燃料損傷頻度を第3－2表に示す。 

 

 

 

 

 

起因事象別の燃料損傷頻度への寄与割合を第3－5図に，事故

シーケンスグループ別の燃料損傷頻度への寄与割合を第3－6

図に示す。 

 

 

 

＜選定した起因事象＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系機能喪失[フロントラ

イン]，補機冷却系機能喪失) 

 

 

 

 

 

 

頻度」と記載 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は追加す

べき新たな事故シーケ

ンスがないことについ

て記載しているが，柏

崎 6/7 及び東海第二と

整理は同様である 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象別の燃料損傷頻度の

寄与割合を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は抽出した

事故シーケンスグルー

プについて整理し，島

根２号炉は選定した起

因事象について整理し

ている。起因事象か事

故シーケンスグループ

かの違いはあるが同等

の内容である 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失を起因
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運転中の除熱・代替除熱設備が弁やポンプの故障により機

能喪失する事象。 

 

 

 

 

b. 外部電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

送電系統のトラブル等により外部電源が喪失する事象。発

生した場合には，非常用所内電源設備(非常用ディーゼル発

電機)が起動して交流電源を供給するが，非常用ディーゼル

発電機の起動に失敗した場合に注水又は崩壊熱除去機能が

喪失する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

c. 一次冷却材バウンダリ機能喪失(再循環ポンプ（以下「RIP」

という。）・CRD・LPRM 点検時及び CUW ブロー時における作

業・操作誤りによる冷却材流出) 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の残留熱除去系の故障が発生した後，崩壊熱除去・

炉心冷却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈４

－１(a)に記載の「崩壊熱除去機能喪失」に分類する。 

 

 

 

(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に失

敗する等，全交流動力電源喪失の発生後に，崩壊熱除去・炉

心冷却の失敗により，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈

４－１(a)に記載の「全交流動力電源喪失」に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転中の除熱設備が弁やポンプの故障により機能喪失す

る事象。 

 

 

 

 

ｂ．外部電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

送電系統のトラブル等により外部電源が喪失する事象。発

生した場合には，非常用交流電源設備（非常用ディーゼル発

電機）が起動して交流電源を供給するが，非常用ディーゼル

発電機の起動に失敗した場合に注水又は崩壊熱除去機能が

喪失する可能性がある。 

 

 

 

 

 

 

ｃ．原子炉冷却材の流出（制御棒駆動機構点検時・局部出力領

域モニタ交換時及び原子炉浄化系ブロー時の冷却材流出） 

 

 

 

 

 

事象として想定してな

い 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

 

・記載名称の相違 

【東海第二】 

東海第二は事故シー

ケンスグループ「全交

流動力電源喪失」を記

載しているが，島根２

号炉は起因事象名「外

部電源喪失」を記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

・設備名称の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「非常

用交流電源設備」と記

載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「一次

冷却材バウンダリ機能

喪失」を「原子炉冷却

材の流出」と記載して

いるが，同等の内容で
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配管破断や運転員の弁の誤操作，点検時の人的過誤等によ

り原子炉冷却材が系外へ流出する事象。停止時には配管破断

による原子炉冷却材の流出の可能性は低いため，弁の誤操作

等による原子炉冷却材流出を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操作

等により原子炉冷却材が系外に流出後，崩壊熱除去・炉心冷

却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンスを解釈４－１

(a)に記載の「原子炉冷却材の流出」に分類する。 

 

 

なお，必ず想定する事故シーケンスグループのうち「反応度

の誤投入」については，プラント停止時には原則として全制御

棒が挿入されており，複数の人的過誤や機器故障が重畳しない

限り反応度事故に至る可能性はないこと，万一反応度事故が起

こり臨界に至った場合でも，局所的な事象で収束し，燃料の著

しい損傷に至ることは考え難いことから，今回の停止時ＰＲＡ

では考慮していない。 

ただし，万一上記のような反応度事故が起こった場合におい

ても，実際に局所的な事象で収束し，燃料の著しい損傷に至ら

ないことを確認するため，「反応度の誤投入」については，有

効性評価の評価対象とする事故シーケンスグループとした。 

 

3.1.2.2 追加すべき事故シーケンスグループの検討 

今回実施したＰＲＡでは，緩和機能の喪失状況，プラントの

状態及び燃料損傷に至る要因の観点で解釈４－１(a)に示され

ている必ず想定する事故シーケンスグループに対応しない事

故シーケンスは抽出されなかった。そのため，解釈に基づき想

定する事故シーケンスグループに追加すべき新たな事故シー

ケンスグループはないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配管破断や運転員の弁の誤操作，点検時の人的過誤等によ

り原子炉冷却材が系外へ流出する事象。運転停止中には配管

破断による原子炉冷却材の流出の可能性は低いため，弁の誤

操作等による原子炉冷却材の流出を対象とする。 

 

ある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検時の作業

誤りはＡＢＷＲ特有の

事象であり，島根２号

炉はＢＷＲ－５のため

起因事象としていない 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象の観点で記載してい

る 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「反応度の誤投入」

を停止時ＰＲＡでは考

慮していないが，有効

性評価の評価対象とす

る事故シーケンスグル

ープとすることについ

て，島根２号炉は「3.2

重要事故シーケンスの

選定について」で記載 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「追加すべき事故シ

ーケンスの検討の結

果」については，「3.1.1 

燃料損傷に至る運転停

止中事故シーケンスグ

ループの抽出・整理」

で記載 
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3.2 重要事故シーケンスの選定について 

設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料

損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては，3.1 で抽出

した 3 つの運転停止中事故シーケンスグループに，必ず想定す

る運転停止中事故シーケンスグループである「反応度の誤投

入」※2 を追加した 4 つのグループについて重要事故シーケン

スの選定を実施した。 

 

※2 プラント停止時には原則として全制御棒が挿入されてお

り，複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事

故に至る可能性はない。万一，反応度事故が起こり臨界に

至った場合でも局所的な事象で収束し，燃料の著しい破損

又は大規模な炉心損傷に至ることは考え難いことから停

止時 PRA の起因事象から除外した。 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

重要事故シーケンスの選定に当たっては，以下に示す審査ガ

イドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討内容

を以下に示す(第 3-3 表)。 

【審査ガイドに記載の着眼点】 

a．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

b．燃料損傷回避に必要な設備容量(流量等)が大きい。 

c．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

a. 余裕時間 

プラントの状態や起因事象等によって燃料損傷までの余

裕時間は異なるものの，いずれも緩和措置の実施までに掛か

る時間に比べて十分時間がある。反応度の誤投入について

は，事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，

それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である

(第3-3, 3-4 表)。 

 

 

 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンス選定の考え方 

重要事故シーケンスの選定に当たっては，以下に示す審査ガ

イドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討内容

を以下に示す(第3-3表)。 

【審査ガイドに記載の着眼点】 

ａ．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｂ．燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

ｃ．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

ａ．余裕時間 

余裕時間については，事故シーケンスグループ内での燃

料損傷に至るまでの余裕時間の長さに応じて「高」，「中」，

「低」と3つに分類した。燃料損傷までの余裕時間を第3－2

表に示す。なお，反応度の誤投入については，事象発生後

も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和

措置実施までの余裕時間の考慮は不要である（第3-2表，第

3-3表）。 

 

 

 

3.2 重要事故シーケンスの選定について 

設置変更許可申請における運転停止中原子炉における燃料

損傷防止対策設備の有効性評価の実施に際しては，「3.1 運転

停止中事故シーケンスグループの分析について」で抽出した３

つの運転停止中事故シーケンスグループに，必ず想定する運転

停止中事故シーケンスグループである「反応度の誤投入」※２

を追加した４つのグループについて重要事故シーケンスの選

定を実施した。 

※２ 運転停止中には原則として全制御棒が挿入されており，

複数の人的過誤や機器故障が重畳しない限り反応度事

故に至る可能性はない。万一，反応度事故が起こり臨界

に至った場合でも局所的な事象で収束し，燃料の著しい

損傷に至ることは考え難いことから内部事象停止時レ

ベル１ＰＲＡの起因事象から除外している。 

 

 

3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方 

重要事故シーケンス選定に当たっては，以下に示す停止中審

査ガイドに記載の着眼点に沿って実施しており，具体的な検討

内容を以下に示す。（第3－3表） 

【停止中審査ガイドに記載の着眼点】 

ａ．燃料損傷防止対策の実施に対する余裕時間が短い。 

ｂ．燃料損傷回避に必要な設備容量（流量等）が大きい。 

ｃ．運転停止中事故シーケンスグループ内のシーケンスの特

徴を代表している。 

ａ．余裕時間 

プラントの状態や起因事象等によって燃料損傷までの余

裕時間は異なるものの，いずれも緩和措置の実施までに掛か

る時間に比べて十分時間がある。反応度の誤投入について

は，事象発生後も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，

それらの緩和措置実施までの余裕時間の考慮は不要である。

(第3－3，3－4 表) 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

「反応度の誤投入」

を停止時ＰＲＡでは考

慮していないが，有効

性評価の評価対象とす

る事故シーケンスグル

ープとすることについ

て ， 東 海 第 二 は

「3.1.2.1 必ず想定

する事故シーケンスグ

ループとの対応」で記

載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は緩和措

置の実施まで十分時間

があることを考慮して

いる 
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b. 設備容量 

プラントの状態や起因事象等によって必要となる注水量

は異なるものの，いずれも緩和措置の設備容量に比べて十分

あり，反応度の誤投入については，事象発生後も崩壊熱除去

や注水機能は喪失しないため，それらの緩和措置実施までの

余裕時間の考慮は不要である(第3-3, 3-4 表)。 

 

c. 代表シーケンス 

第3-2 表の主要シーケンスごとの燃料損傷頻度を比較し，

事故シーケンスグループ内での寄与割合が支配的なものを

「高」，支配的ではないが1%以上のものを「中」，1%に満たな

いものを「低」と3 つに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設備容量 

設備容量については，事故シーケンスグループ内での必

要な設備容量の大きさに応じて「高」，「中」，「低」と3つに

分類した。なお，反応度の誤投入については，事象発生後

も崩壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和

措置実施までの余裕時間の考慮は不要である（第3-2表，第

3-3表）。 

ｃ．代表性 

第3－1表の事故シーケンスごとの炉心損傷頻度を比較

し，事故シーケンスグループの中で最も炉心損傷頻度の高

いドミナントシーケンスを「高」，事故シーケンスグループ

別炉心損傷頻度に対して1％以上の事故シーケンスを「中」，

1％未満の事故シーケンスを「低」とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．設備容量 

設備容量については，事故シーケンスグループ内での必要

な設備容量の大きさに応じて「高」，「中」，「低」と3つに分

類した。なお，反応度の誤投入については，事象発生後も崩

壊熱除去や注水機能は喪失しないため，それらの緩和措置実

施までの余裕時間の考慮は不要である。(第3－3，3－4表) 

 

ｃ．代表性 

第3－2表の事故シーケンスごとの燃料損傷頻度を比較し，

事故シーケンスグループ内での寄与割合が支配的なものを

「高」，支配的でないが１％以上のものを「中」，１％に満た

ないものを「低」と３つに分類した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・分析の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，設備

容量の観点も考慮して

いる 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は c.の観

点を「1.炉心損傷防止

対策の有効性評価の事

故シーケンスグループ

抽出及び重要事故シー

ケンス選定について」

に合わせ「代表性」で

統一しているが内容は

同等である（以下，同

様の相違は記載を省

略） 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，「主要

シーケンス」を「事故

シーケンス」と記載し

ているが，内容は同等

である 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はドミナ

ントシーケンスに対し

「支配的なもの」と記

載しているが，同等の

内容である 
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3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

 

 

 

 

 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事故シーケンス： 

          崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系

機能喪失[フロントライン]）＋崩壊

熱除去・注水系失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

3.2.1の選定の着眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグループに

複数の事故シーケンスが含まれる場合には，事象進展が早いもの

等，より厳しい事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定

した。各事故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの

選定理由及び選定結果について，第3－3表及び以下に示す。 

 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

ⅰ) 事故シーケンス 

①残留熱除去系の故障（ＲＨＲ喪失）＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

②残留熱除去系の故障（ＲＨＲＳ喪失）＋崩壊熱除去・

炉心冷却失敗 

③外部電源喪失＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，運転中の残留熱除去系に故障等が発生した後，崩壊熱

除去・炉心冷却に失敗し，燃料損傷に至る事故シーケンス

である。 

 

【以下，比較のため，ⅳ)，ⅴ)，ⅲ)の順に記載，(2),(3)に

おいても同様とする】 

ⅳ) 重要事故シーケンス 

①残留熱除去系の故障（ＲＨＲ喪失）＋崩壊熱除去・炉

心冷却失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 重要事故シーケンスの選定結果 

「3.2.1 重要事故シーケンスの選定の考え方」の選定の着

眼点を踏まえ，同じ事故シーケンスグループに複数の事故シー

ケンスが含まれる場合には，事象進展が早いもの等，より厳し

い事故シーケンスを重要事故シーケンスとして選定した。各事

故シーケンスグループに対する重要事故シーケンスの選定理

由及び選定結果について，第3－3表及び以下に示す。 

(1) 崩壊熱除去機能喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系機能喪失[フロン

トライン]）＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定の

考え方を記載 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事故シーケンス名称

の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「残留

熱除去系の故障（ＲＨ

Ｒ喪失）」を崩壊熱除去

機能喪失（残留熱除去

系機能喪失[フロント

ライン]）と記載してい

るが内容は同等である 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は「注水

系失敗」を「炉心冷却
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選定理由： 

 

 

 

 

 

     代表性の観点から，残留熱除去系機能喪失[フ

ロントライン]を起因事象とする事故シーケン

スを選定した。 

有効性評価では外部電源喪失との重畳を考

慮しており，外部電源喪失時に原子炉補機冷却

水系(海水ポンプを含む)が故障した場合につ

いては事象進展が全交流動力電源喪失と同様

となるため，「補機冷却系機能喪失」及び「外

部電源喪失」を起因事象とする事故シーケンス

の対策の有効性については全交流動力電源喪

失の事故シーケンスにて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・待機中の残留熱除去系[低圧注水モード] 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

余裕時間については事故シーケンス間で差異がなく，燃

料損傷防止対策の実施に必要な時間を保守的に見積もっ

た時間（約2時間）に比べて十分な余裕時間がある。また，

原子炉への注水に必要な設備容量についても事故シーケ

ンス間で差異がなく，ＥＣＣＳ・低圧代替注水系（常設）

の設備容量に比べて十分小さい。代表性の観点からは①の

事故シーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

なお，残留熱除去系海水系の喪失により崩壊熱除去機能

が喪失した場合については，「全交流動力電源喪失」にて

燃料損傷防止対策の有効性を確認する。 

 

 

 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水系） 

 

 

 

② 選定理由 

余裕時間の観点からは，異常の認知や待機中のＥＣＣ

Ｓ・低圧原子炉代替注水系（常設）による注水といった緩

和措置の実施までに掛かる時間（約２時間）に比べて十分

時間がある。設備容量の観点からは，待機中のＥＣＣＳ・

低圧原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の設備容

量に比べて蒸発量は十分小さい。代表性の観点からは，崩

壊熱除去機能喪失を起因事象とする事故シーケンスグル

ープに対する寄与割合が支配的である。 

有効性評価では外部電源喪失との重畳を考慮しており，

外部電源喪失時に原子炉補機冷却系（海水ポンプを含む。）

が故障した場合については事象進展が全交流動力電源喪

失と同様となるため，「補機冷却系機能喪失」及び「外部

電源喪失」を起因事象とする事故シーケンスの対策の有効

性については全交流動力電源喪失の事故シーケンスにて

確認する。 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水モード） 

 

失敗」と記載している

が，内容は同等である 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

選定した事故シーケ

ンス①について記載

（以下，同様の相違は

記載を省略） 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は原子炉

補機冷却水系の喪失時

については，上記に記

載 
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(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要事故シーケンス： 

          外部電源喪失＋交流電源喪失＋崩

壊熱除去・注水系失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

選定理由： 

 

 

 

 

     代表性の観点から外部電源喪失とともに非常

用ディーゼル発電機が機能喪失し，全交流動力

電源喪失に至る事故シーケンスを選定する。 

「外部電源喪失＋直流電源喪失」は燃料損傷

頻度が低く，常設代替交流電源設備や可搬型代

替直流電源設備，常設代替直流電源設備による

電源供給，隣接プラントからの電源供給，低圧

(2) 全交流動力電源喪失 

ⅰ) 事故シーケンス 

①外部電源喪失＋交流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

②外部電源喪失＋直流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，外部電源喪失の発生時に非常用交流電源の電源確保に

失敗して全交流動力電源喪失に至り，その後，崩壊熱除

去・炉心冷却の失敗によって，燃料損傷に至る事故シーケ

ンスである。 

 

ⅳ) 重要事故シーケンス 

①外部電源喪失＋交流電源失敗＋崩壊熱除去・炉心冷却

失敗 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅴ) 選定理由 

余裕時間については事故シーケンス間で差異がなく，燃

料損傷防止対策の実施に必要な時間を保守的に見積もっ

た時間（約2時間）に比べて十分な余裕時間がある。また，

原子炉への注水に必要な設備容量についても事故シーケ

ンス間で差異がなく，低圧代替注水系（常設）の設備容量

に比べて十分小さい。代表性の観点からは①の事故シーケ

ンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

(2) 全交流動力電源喪失 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「外部電源喪失＋交流電源喪失」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 選定理由 

余裕時間の観点からは，常設代替交流電源設備の起動，

低圧原子炉代替注水系（常設）による注水といった緩和措

置の実施までに掛かる時間（約２時間）に比べて十分時間

がある。設備容量の観点からは，待機中のＥＣＣＳ・低圧

原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の設備容量に

比べて蒸発量は十分小さい。代表性の観点からは，外部電

源喪失とともに非常用ディーゼル発電機が機能喪失し，全

交流動力電源喪失に至る事故シーケンスが支配的である。 

なお，「外部電源喪失＋直流電源喪失」は燃料損傷頻度

が低く，常設代替交流電源設備や可搬型直流電源設備，所

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は今回の

停止時ＰＲＡにおい

て，交流電源喪失後に，

ディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

イベントツリーに相違

が生じている 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

 

 

 

・設備名称等の相違 
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代替注水系(可搬型)による注水等により燃料

損傷が防止できることから選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・常設代替交流電源設備 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替原子炉補機冷却系 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

なお，直流電源が喪失する②の事故シーケンスについて

は，炉心損傷頻度が低く，ⅲ）に示した対策により①の事

故シーケンスと同様に燃料損傷防止が可能であり，さらに

可搬型代替直流電源設備による非常用ディーゼル発電機

の起動による対応にも期待できることから選定しない。 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・常設代替交流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・低圧代替注水系（常設） 

・緊急用海水系を用いた残留熱除去系（原子炉停止時冷

却系） 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

ⅰ) 事故シーケンス 

①原子炉冷却材の流出（ＲＨＲ系統切替時のＬＯＣＡ）

＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

②原子炉冷却材の流出（ＣＵＷブロー時のＬＯＣＡ）＋

崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

③原子炉冷却材の流出（ＣＲＤ点検時のＬＯＣＡ）＋崩

壊熱除去・炉心冷却失敗 

④原子炉冷却材の流出（ＬＰＲＭ点検時のＬＯＣＡ）＋

崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

内常設蓄電式直流電源設備による電源供給，低圧原子炉代

替注水系(可搬型)による注水等により燃料損傷が防止で

きることから選定しない。 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・常設代替交流電源設備 

・低圧原子炉代替注水系（常設） 

・原子炉補機代替冷却系 

 

 

 

(3) 原子炉冷却材の流出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【柏崎 6/7】 

単独プラントの申請

であり，隣接プラント

からの電源供給は記載

していないが，燃料損

傷頻度が低く，燃料損

傷を防止できる設備が

多いため，選定しない

ことは同等である 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は直流電

源が喪失する事故シー

ケンスについては，上

記に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は第3－3表

に記載している事故シ

ーケンス等の内容を本

文にも記載している 
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            原子炉冷却材流出(残留熱除去系系

統切替え時のミニマムフロー弁操

作誤り)＋崩壊熱除去・注水系失敗 

 

選定理由： 

     「残留熱除去系系統切替え時のミニマムフロー

弁操作誤り」は，発生しても燃料の露出に至ら

ないために PRA で起因事象の選定の際に除外

した事象であるが審査ガイドにおける有効性

評価の評価項目である「放射線の遮蔽が維持さ

れる水位を確保すること」を考慮し，改めて重

要事故シーケンスの選定対象として追加した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 事故シーケンスグループの特徴 

本事故シーケンスグループに含まれる事故シーケンス

は，原子炉冷却材圧力バウンダリに接続された系統の誤操

作等により原子炉冷却材が系外に流出後，崩壊熱除去・炉

心冷却の失敗によって，燃料損傷に至る事故シーケンスで

ある。 

ⅳ) 選定した重要事故シーケンス 

①原子炉冷却材の流出（ＲＨＲ系統切替時のＬＯＣＡ）

＋崩壊熱除去・炉心冷却失敗 

 

 

ⅴ) 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余裕時間の観点からは，①，②の事故シーケンスが厳し

く，設備容量の観点からは，流出流量の大きい③，④の事

故シーケンスが厳しい。また，代表性の観点からは①の事

故シーケンスの炉心損傷頻度が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重要事故シーケンス 

「原子炉冷却材の流出(残留熱除去系切替時の冷却材流

出)＋流出隔離・炉心冷却失敗」 

 

 

② 選定理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

余裕時間の観点からは，異常の認知，漏えい箇所の隔離

や待機中のＥＣＣＳ・低圧原子炉代替注水系（常設）の起

動といった緩和措置の実施までにかかる時間（最大２時

間）に比べて長い。設備容量の観点からは，待機中のＥＣ

ＣＳ・低圧原子炉代替注水系（常設）といった緩和設備の

設備容量に比べて原子炉冷却材流出流量は十分小さいが，

その中で最も大きい「残留熱除去系切替時の冷却材流出」

の事故シーケンスが 94m3/hと他の漏えい事象より厳しい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

「残留熱除去系系統

切替え時のミニマムフ

ロー弁操作誤り」につ

いて，島根２号炉では

同事象をＰＲＡでもモ

デル化している（ＡＢ

ＷＲと違いＢＷＲ－５

は，残留熱除去系配管

の接続部が燃料有効長

頂部より低いため，残

留熱除去系から冷却材

が流出した場合，燃料

有効長頂部の露出に至

る可能性がある） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は重要事

故シーケンスの選定理

由を各着眼点の観点か

ら記載 

・分析の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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「RIP 点検時の作業誤り」等の点検作業に伴

う冷却材流出事象は，運転操作に伴う冷却材流

出事象と異なり，作業・操作場所と漏洩発生箇

所が同一であるため，認知が容易であること， 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また「残留熱除去系系統切替え時のミニマムフ

ロー弁操作誤り」は流出流量が 87m3/h とほか

の漏洩事象より大きいことから，事故シーケン

スを重要事故シーケンスとして選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②の事故シーケンスについては，原子炉水位を低下させ

る操作であるため，原子炉水位は適宜監視されており，中

央制御室の運転員の他にＲ／Ｗの運転員も廃液収集タン

ク等の水位高により認知することができるため，認知が容

易であることから選定しないこととする。 

 

 

 

 

また，③，④の事故シーケンスについては，流出流量と

比較して燃料損傷防止対策となる待機中のＥＣＣＳ・低圧

代替注水系（常設）の設備容量が十分大きいこと，作業・

操作場所と漏えい発生箇所が同一であるため認知が容易

代表性の観点からは「原子炉浄化系ブロー時の冷却材流

出」が 2.7×10－10／定期事業者検査と最も大きいが，「残留

熱除去系切替時の冷却材流出」は 8.4×10－11／定期事業者

検査となり，どちらも燃料損傷頻度としては非常に低く大

きな差はない。 

 

 

 

 

 

 

 

「制御棒駆動機構点検時の冷却材流出」等の点検作業に

伴う原子炉冷却材流出事象は，運転操作に伴う原子炉冷却

材流出事象と異なり，作業・操作場所と漏えい発生箇所が

同一であるため，認知が容易であること， 

 

 

 

 

 

 

 

「原子炉浄化系ブロー時の冷却材流出」については，原子

炉水位を低下させる操作であるため，原子炉水位は適宜監

視されており，原子炉冷却材流出発生時には，ブロー水の

排水先である機器ドレンタンクの水位高等によっても認

知することができるため，認知は容易である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備設計等の違いか

ら各事故シーケンスに

おける流出流量等に相

違があるが，事故シー

ケンスの選定において

は，下記に記載の検知

性の要素も踏まえて検

討することにより，「残

留熱除去系切替時の冷

却材流出」を選定する

結果は同様である 

 

・例示する設備の相違 

【柏崎 6/7】 

「ＲＩＰ点検時の作

業誤り」はＡＢＷＲ特

有の事象であり，島根

２号炉では起因事象と

していないので，「制御

棒駆動機構点検時の冷

却材流出」を例示して

いる 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では「原

子炉浄化系ブロー時の

冷却材流出」の検知性

の観点からの分析につ

いても記載した（東海

第二と同様） 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

冷却材流出流量と設

備容量を考慮している
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燃料損傷防止対策(有効性評価で主に考慮) 

・待機中の残留熱除去系[低圧注水モード] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

重要事故シーケンス：反応度の誤投入 

 

 

 

 

選定理由： 

     代表性の観点から停止余裕検査や停止時冷温

臨界試験等の制御棒が 2 本以上引き抜ける試

験時に，制御棒 1 本が全引き抜きされている状

態から，ほかの 1 本の制御棒が操作量の制限を

超える誤った操作によって引き抜かれ，臨界近

接を認知できずに臨界に至る事象を想定する。 

 

 

 

 

 

 

であることから選定しないこととする。 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

ⅲ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

ⅰ) 事故シーケンスグループの特徴 

反応度事故により，燃料損傷に至る事故シーケンスであ

る。 

 

【以下，比較のため，ⅲ)を記載】 

ⅲ) 選定理由 

代表性の観点から，停止中に実施される検査等により，

最大反応度価値を有する制御棒1本が全引き抜きされてい

る状態から，他の1本の制御棒が操作量の制限を超える誤

った操作によって引き抜かれ，異常な反応度の投入を認知

できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。 

 

 

ⅱ) 有効性を確認する主な燃料損傷防止対策 

・起動領域モニタペリオド短（10秒）による原子炉スク

ラム 

 

 

 

 

 

以上より，①の事故シーケンスを重要事故シーケンスと

して選定した。 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・待機中の残留熱除去系（低圧注水モード） 

・原子炉冷却材流出箇所の隔離操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 反応度の誤投入 

① 重要事故シーケンス 

「反応度の誤投入」 

 

 

 

② 選定理由 

代表性の観点から，運転停止中に実施される検査等によ

り，最大反応度価値を有する制御棒１本が全引き抜きされ

ている状態から，他の１本の制御棒が操作量の制限を超え

る誤った操作によって引き抜かれ，異常な反応度の投入を

認知できずに燃料の損傷に至る事故を想定する。 

 

 

③ 燃料損傷防止対策（有効性評価で主に考慮） 

・中性子束高スクラム信号によるスクラム 

 

 

 

点は同じであり島根２

号炉は上記に記載して

いる  

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は燃料損

傷防止対策において，

漏えいを防ぐための冷

却材流量の隔離操作に

ついても記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は有効性

評 価 の 記 載 表 現

（5.4.2(1)）に整合す

るように記載 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は反応度

誤投入の燃料損傷防止

対策についても記載 

・設備名称の相違 
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なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シーケン

スについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展

開し，燃料損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主

要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確

認している(別紙4)。 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シー

ケンスについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベ

ルまで展開し，事故シーケンスの炉心損傷頻度に対する寄

与割合の観点で分析した結果，主要なカットセットに対し

て重大事故等対策がおおむね有効であることを確認して

いる（別紙6）。 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループに分類される事故シーケン

スについて，燃料損傷に至る要因をカットセットレベルまで展

開し，燃料損傷頻度の事故シーケンスに占める割合の観点で主

要なカットセットに対する重大事故等対策の整備状況等を確

認している（別紙５）。 

 

【東海第二】 

島根２号炉は「中性

子束高スクラム信号に

よるスクラム」と記載 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

重大事故等対策の確

認に関する記載表現の

相違があるが，同等の

確認をしている 
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第

3-
1 
表

 内
部
事
象
停
止
時
レ
ベ
ル

1P
RA
 に

お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

 

第
3
－
1
表
 
内
部
事
象
停
止
時
レ
ベ
ル
１
Ｐ
Ｒ
Ａ

に
お
け
る
起
因
事
象
と
発
生
頻
度
 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はＰＲＡ

の起因事象と発生頻度

について記載 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａの起因事象発生頻度

が異なる（起因事象の

集計期間等による） 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失を起因

事象として想定してな

い 

 

付録1-157



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 
第

3
-2

表
 運

転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
（
6
号
炉
）

*1
 

 

第
3－

1
表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
炉

心
損
傷
頻
度
 

 

第
3－

2表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料

損
傷
頻
度
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び燃料損傷頻度の

相違 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は第 3－4

図に示すイベントツリ

ーの各事故シーケンス

との対比ができるよう

にシーケンス No.を記

載 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡでは「崩壊熱除

去機能喪失＋崩壊熱除

去・炉心冷却失敗」の

事故シーケンスに「Ｒ

ＨＲ機能喪失[フロン

トライン]」と「補機冷

却系機能喪失」を含め

て評価している 
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【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】  

第
3-
2
表
 運

転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
（
6
号
炉
）

*1
 

 

第
3－

1
表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
炉
心
損
傷
頻
度
 

 

第
3－

2表
 
運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻
度
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の停止時

ＰＲＡ施設定期検査工

程では，常に残留熱除

去系及び補機冷却系で

除熱しているため，代

替除熱機能喪失の事故

シーケンスを想定して

ない。このため，「崩壊

熱除去機能喪失」の事

故シーケンスに差異が

ある 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検の作業誤

りはＡＢＷＲ特有の事

象であり，島根２号炉

では起因事象とはして

いない 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は備考欄

に燃料損傷防止対策が

カバーする割合を記載 
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第

3-
2
表

 運
転
停
止
中
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
別
燃
料
損
傷
頻

度
（
7
号
炉
）

*1
 

 

  

・島根２号炉は単一プ

ラントの申請のた

め，該当なし 

【柏崎 6/7】 
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第

3-
3
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ

い
て
（
1
/
2）

 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
１
／
２
）
 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時レベル１ＰＲ

Ａによる事故シーケン

ス及び燃料損傷頻度並

びに主要な燃料損傷防

止対策の相違 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，「崩壊

熱除去機能喪失＋崩壊

熱除去・炉心冷却失敗」

の事故シーケンスに

「ＲＨＲ機能喪失[フ

ロントライン]」と「補

機冷却系機能喪失」を

含めて評価しているこ

とや，交流電源喪失後

にディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

事故シーケンスが異な

っているが，重要事故

シーケンスの選定理由

（代表性）及び選定さ

れた重要事故シーケン

スは同様である 
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 【以下，比較のため再掲】   

第
3
-3

表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ
い
て
（
2
/2
）
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
２
／
２
）
 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検の作業誤

りはＡＢＷＲ特有の事

象であり，島根２号炉

では起因事象とはして

いない 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

残留熱除去系切替時

の冷却材流出は，柏崎

6/7号炉では，ＡＢＷＲ

であるため，燃料の露

出には至らず，ＰＲＡ

で除外された事象であ

るが，島根２号炉は，

ＢＷＲ－５のため，Ｐ

ＲＡで除外していない 
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【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】 【以下，比較のため再掲】  

第
3-
3
表
 重

要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
(運

転
停
止
中

)の
選
定
に
つ
い
て
（
2
/
2）

 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
 

 

第
3－

3表
 
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
（
運
転
停
止
中
）
の
選
定
に
つ
い
て
（
２
／
２
）
 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

着眼点 a.において，

東海第二は余裕時間の

長さから「高」「中」「低」

を設定しているが，島

根２号炉は，柏崎 6/7

号同様に緩和措置の実

施まで十分時間がある

ことを考慮し「低」と

している 

【柏崎 6/7】 

「原子炉冷却材の流

出」で冷却材流出流量

が大きい事象を選定し

た点は同じである。島

根２号炉では，柏崎 6/7

号炉の分析に加えて

「原子炉浄化系ブロー

時の冷却材流出」の検

知性，頻度の観点から

の分析についても記載

した 
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第

3-
4
表
 燃

料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

第
3－

2表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
（

1／
2）

第
3－

4表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

・「(b)原子炉冷却材の

流出を起因事象とす

る場合」の比較につ

いては次頁に記載 

・解析結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備の相違等によ

り，燃料損傷までの余

裕時間に相違がある 

・記載表現の相違

【東海第二】 

東海第二はプラント

状態の推移及び原子炉

水位について表中に記

載しているが，島根２

号炉においても考慮し

ている内容は同様であ

り，第 3－2図に記載し

ている 
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【以下，比較のため再掲】  【以下，比較のため再掲】  

第
3-
4
表
 燃

料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

 

 
第
3－

2表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
（

2／
2）

 

 

第
3－

4表
 
燃
料
損
傷
ま
で
の
余
裕
時
間
に
つ
い
て
 

  

 ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

設備設計等の相違に

よる流出量及び余裕時

間の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

ＲＩＰ点検はＡＢＷ

Ｒ特有の事象であり，

島根２号炉では起因事

象としていない 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

残留熱除去系切替時

の冷却材流出は，柏崎

6/7号炉では，ＡＢＷＲ

であるため，燃料の露

出には至らず，ＰＲＡ

で除外された事象であ

るが，島根２号炉はＰ

ＲＡで考慮しているた

め，ＰＲＡの評価で用

いた流出流量を記載 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

東海第二は原子炉水

位についても表中に記

載しているが，島根２

号炉は原子炉水位につ

いて第3－2図に記載し

ている 
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第
3-
1 
図
 運

転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
抽
出
及
び
重
要
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
選
定
の
全
体
プ
ロ
セ
ス
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・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は「個別

プラント評価により抽

出するもの」について，

「ＰＲＡに代わる方法

による評価」について

も記載している。詳細

を別紙１に記載してい

ることについては東海

第二と同様である 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

設備の相違による主

要パラメータの相違 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は主要操

作についても記載して

いるが，考慮している

内容は同様である 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時ＰＲＡの施設

定期検査工程の相違 

島根２号炉は停止時

ＰＲＡにおいて原子炉

浄化系，高圧炉心スプ

レイ系等に期待してい

ない。また，復水輸送

系は，施設定期検査に

先行して点検を実施し

ている 
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第 3-4図 運転停止時における燃料損傷に至る事故シーケンスの

グループ化 

(停止時 PRAイベントツリー) 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3－4図 停止時ＰＲＡにおけるイベントツリー 

  

 

 

 

 

第3－4図 内部事象停止時レベル１ＰＲＡイベントツリー 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部

電源復旧，除熱機能（原

子炉浄化系），注水機能

（高圧炉心スプレイ系

等）に期待しておらず，

イベントツリー及び注

釈に相違が生じている 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は今回の

停止時ＰＲＡにおい

て，交流電源喪失後に，

ディーゼル駆動ポン

プ，高圧炉心スプレイ

ディーゼル発電機等に

期待していないため，

イベントツリーに相違

が生じている 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は第 3－2

表に示すイベントツリ

ーの各事故シーケンス

との対比ができるよ

う，シーケンス No.を記

載 
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第 3-5 図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

 

第 3-6 図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第3－5図 事故シーケンスグループごとの寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料損傷頻度：6.0E-06／定期事業者検査） 

 

 

第3－5図 起因事象別の寄与割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（燃料損傷頻度：6.0E-06／定期事業者検査） 

 

第3－6図 事故シーケンスグループ別の寄与割合 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は起因事

象別の寄与割合につい

ても記載 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は停止時

ＰＲＡにて崩壊熱除去

機能喪失の起因事象に

崩壊熱除去機能喪失

[フロント系]と補機冷

却系機能喪失を含めて

いる 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

停止時ＰＲＡの燃料

損傷頻度の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉及び東海

第二は外部電源の復旧

に期待していないた

め，「外部電源喪失」及

び「全交流動力電源喪

失」の寄与割合が大き

くなる 

 

 

全交流動力電源喪失 

約 100％ 

外部電源喪失 

約 100％ 

崩壊熱除去機能喪失 <0.1％ 

 

原子炉冷却材の流出 <0.1％ 

崩壊熱除去機能喪失 <0.1％ 

 

原子炉冷却材の流出 <0.1％ 
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4 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定に

活用した PRAの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能とした PRA は，一般社団法人 日本原子力学

会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらの PRA について，PRA の実施プロセスの確認及び更な

る品質向上を目的とし，一般社団法人 日本原子力学会の実施

基準への対応状況及び PRA の手法の妥当性について，海外のレ

ビュアーを含む専門家によるピアレビューを実施した。なお，

本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「PSA ピ

アレビューガイドライン」(平成 21 年 6 月 一般社団法人 日

本原子力技術協会)を参考にした。ピアレビューの結果，実施

した PRA において，事故シーケンスグループ及び重要事故シー

ケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問題点が

ないことを確認した。その結果を別紙 9 に示す。 

また，各実施項目について「PRA の説明における参照事項」

(平成 25 年 9 月原子力規制庁)において参照すべき事項として

挙げられているレベル１PRA（内部事象，内部事象（停止時），

外部事象（地震及び津波），レベル 1.5PRA（内部事象），外部事

象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙 10に示す。 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能としたＰＲＡは，一般社団法人 日本原子力

学会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらのＰＲＡについて，ＰＲＡの実施プロセスの確認及び

更なる品質向上を目的とし，一般社団法人 日本原子力学会の

実施基準への対応状況及びＰＲＡの手法の妥当性について，海

外のレビュアーを含む専門家によるピアレビューを実施した。

なお，本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「Ｐ

ＳＡピアレビューガイドライン」（平成 21年 6月 一般社団法

人 日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果，

実施したＰＲＡにおいて，事故シーケンスグループ及び重要事

故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問

題点がないことを確認した。 

また，各実施項目について「ＰＲＡの説明における参照事項」

（平成 25 年 9 月 原子力規制庁）において参照すべき事項と

して挙げられているレベル１ＰＲＡ（内部事象，内部事象（停

止時），外部事象（地震及び津波）），レベル１．５ＰＲＡ（内

部事象，外部事象（地震））の対応状況を確認した。 

4. 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に活用したＰＲＡの実施プロセスについて 

 

事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定

に際して適用可能としたＰＲＡは，一般社団法人日本原子力学

会において標準化された実施基準を参考に実施した。 

これらのＰＲＡについて，ＰＲＡ実施プロセスの確認及び更

なる品質向上を目的とし，一般社団法人日本原子力学会の実施

基準への対応状況及びＰＲＡの手法の妥当性について，海外の

レビューアを含む専門家によるピアレビューを実施した。な

お，本ピアレビューでは，第三者機関から発行されている「Ｐ

ＳＡピアレビューガイドライン」（平成21年６月 一般社団法

人 日本原子力技術協会）を参考にした。ピアレビューの結果，

実施したＰＲＡにおいて，事故シーケンスグループ及び重要事

故シーケンス等の選定結果に影響を及ぼすような技術的な問

題点がないことを確認した。その結果を別紙10に示す。 

また，各実施項目について「ＰＲＡの説明における参照事項」

（平成25年９月 原子力規制庁）において参照すべき事項とし

て挙げられているレベル１ＰＲＡ（内部事象，内部事象（停止

時），外部事象（地震及び津波）），レベル1.5ＰＲＡ（内部事象，

外部事象（地震））の対応状況を確認した。その結果を別紙11

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【東海第二】 

島根２号は関連する

別紙について記載 
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別紙1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ選定における 

外部事象の考慮について 

 

重大事故の有効性評価に関わる個別プラントの事故シーケン

スグループ選定に際しては，「実用発電用原子炉及びその附属施

設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に「個別プラントの内部事象に関する確率論的リ

スク評価（PRA）及び外部事象に関するPRA（適用可能なもの）又

はそれに代わる方法で評価すること。」と記載されている。 

 

今回の申請書作成に当たって，外部事象に関してはPRA手法が

適用可能な段階にあると判断した地震，津波を対象に出力運転時

レベル1PRAを実施した。 

内部溢水，内部火災及びその他の外部事象に関するレベル1PRA 

及び外部事象レベル1.5PRA 並びに外部事象に関する停止時レベ

ル1PRA については，PRA手法の確立に向けた検討が進められてい

る段階であったり，現実的な定量評価の実施に向けて必要なデー

タ整備を進めていく段階であることから，現段階では「適用可能

なもの」に含まれないと判断し，「それに代わる方法」とし 

て，これらの外部事象に誘発される起因事象について検討するこ

とで，これらの外部事象の影響を考慮した場合の事故シーケンス

グループ選定への影響について以下のとおり，整理した。 

 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループの選定に関わる

検討 

1.1 内部溢水，内部火災の影響 

今回はPRAの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につい

てはレベル1PRA の手法確立・個別プラントへの展開に関わる検

討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，PRA を念頭に

して，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される可能性があ

別紙1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定に際して

の外部事象の考慮について 

 

重大事故の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケン

スグループの選定に際しては，「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈」（以下「解

釈」という。）に，「個別プラントの内部事象に関する確率論的リ

スク評価（ＰＲＡ）及び外部事象に関するＰＲＡ（適用可能なも

の）又はそれに代わる方法で評価を実施すること。」と記載され

ている。 

今回の申請に当たって，外部事象に関しては手法が適用可能な

段階にあると判断した地震，津波を対象に出力運転時レベル１Ｐ

ＲＡを実施した。 

内部溢水，内部火災及びその他外部事象に関するレベル１ＰＲ

Ａ及び外部事象レベル１．５ＰＲＡ並びに停止時レベル１ＰＲＡ

については，ＰＲＡ手法の確立に向けた検討が進められている段

階又は現実的な定量評価の実施に向けて必要なデータ整備を進

めていく段階であることから，現段階では「適用可能なもの」に

含まれないと判断し，「それに代わる方法」として，これら外部

事象の影響を考慮した場合の事故シーケンスグループ選定への

影響について以下のとおり整理した。 

 

 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ抽出に係る検

討 

1.1 内部溢水，内部火災の影響 

今回はＰＲＡの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につ

いてはレベル１ＰＲＡの手法確立・個別プラントへの展開に係る

検討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，ＰＲＡを念

頭にして，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される可能性

別紙１ 

 

有効性評価の事故シーケンスグループ等の選定における 

外部事象の考慮について 

 

 重大事故等の有効性評価に係る個別プラントでの事故シーケ

ンスグループの選定に際しては，解釈に「個別プラントの内部事

象に関する確率論的リスク評価（ＰＲＡ）及び外部事象に関する

ＰＲＡ（適用可能なもの）又はそれに代わる方法で評価を実施す

ること。」と記載されている。 

 

 

 今回の申請に当たっては，外部事象に関しては，ＰＲＡ手法が

適用可能な段階にあると判断した地震，津波を対象にレベル１Ｐ

ＲＡを実施した。 

 内部溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する運転時レベ

ル１ＰＲＡ，外部事象運転時レベル1.5ＰＲＡ並びに外部事象停

止時レベル１ＰＲＡについては，ＰＲＡ手法の確立に向けた検討

を実施中の段階であること，又は現実的な定量評価の実施に向け

て必要なデータ整備を進めていく段階であることから，現段階で

は「適用可能なもの」に含まれないものと判断し，「それに代わ

る方法」として，これらの外部事象に誘発される起因事象につい

て検討することで，これらの外部事象の影響を考慮した場合の事

故シーケンスグループ及び格納容器破損モード選定への影響に

ついて，以下のとおり整理した。 

 

 

 

 

1. 炉心損傷防止対策の事故シーケンスグループ選定に係る検

討 

(1) 内部溢水，内部火災の影響 

 今回はＰＲＡの適用を見合わせたが，内部溢水，内部火災につ

いては運転時レベル１ＰＲＡの手法確立・個別プラントへの展開

に係る検討作業がある程度進んでいる。このことを踏まえ，ＰＲ

Ａを念頭にして，内部溢水，内部火災の発生によって誘発される

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，検討

する項目として，格納

容器破損モード選定を

記載 
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る起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出結果を第1 

表に示す。 

第1表に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている

安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これ

らを起因とする事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操

作を想定する内部事象出力運転時レベル1PRA に用いた起因事象

に含まれている。 

また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策が図られることで，異なる区画等，広範囲における

重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

したがって，内部溢水，内部火災を起因とした炉心損傷頻度の

定量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結

果から想定される事故シーケンスは，内部事象出力運転時レベル

1PRA の検討から得られる事故シーケンスの一部として分類でき

るため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生

する可能性は低いと考える。 

 

第1 表 内部溢水／内部火災により誘発される起因事象の例 

 

 

1.2 その他の外部事象の影響 

その他の外部事象としては，設置許可基準の解釈第6条第2項に

具体的な自然現象として以下が記載されている。 

がある起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出結果を

表1に示す。 

表1に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている安

全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これら

に起因する事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を

想定する内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡにおいて評価対象

とした起因事象に含まれている。 

また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止が図られることで，異なる区画等，広範囲における重畳

的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

したがって，内部溢水・内部火災に起因した炉心損傷頻度の定

量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結果

から想定される事故シーケンスは，内部事象出力運転時レベル１

ＰＲＡの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類で

きるため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発

生する可能性は低いと考える。 

 

表1 内部溢水及び内部火災により誘発される起因事象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 その他の外部事象の影響 

その他の外部事象としては，解釈第６条第２項に自然現象及び

第８項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

可能性がある起因事象を，定性的な分析によって抽出した。抽出

結果を第１表に示す。 

 第１表に示す起因事象が発生した場合，屋内に設置されている

安全機器の機能喪失を経て炉心損傷に至る可能性があるが，これ

らを起因とする事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操

作を想定する内部事象運転時レベル１ＰＲＡに用いた起因事象

に含まれている。 

 また，設計基準対象施設によって，内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策が図られることで，異なる区画等，広範囲における

重畳的な安全機器の同時機能喪失発生を防止できると考える。 

 したがって，内部溢水，内部火災を起因とした炉心損傷頻度の

定量化には上記の課題が残るものの，定性的な起因事象の抽出結

果から想定される事故シーケンスは，内部事象運転時レベル１Ｐ

ＲＡの検討から得られる事故シーケンスの一部として分類でき

るため，新たに追加が必要となる事故シーケンスグループが発生

する可能性は低いと考える。 

 

第１表 内部溢水，内部火災により誘発される起因事象の例 

 

 

(2) その他の外部事象の影響 

 その他の外部事象としては，解釈第六条第二項に自然現象及び

第八項に発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるお

起因事象 起因事象を誘発する要因の例 

過渡事象 内部溢水，内部火災による過渡変化 

外部電源喪失 
内部溢水，内部火災による常用母線の機能

喪失 

手動停止 
内部溢水，内部火災による緩和設備の機能

喪失に伴う手動停止 

サポート系喪失 
内部溢水，内部火災によるサポート系の機

能喪失 

ＬＯＣＡ 
内部溢水，内部火災による逃がし安全弁制

御回路の誤作動 

インターフェイス

システムＬＯＣＡ 

内部溢水，内部火災による隔離弁制御回路

の誤作動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・起因事象の分類の相

違 
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島根２号炉は「非隔

離事象」，「隔離事象」，

「全給水喪失」等を過

渡事象として記載 

またＩＳＬＯＣＡに

ついても記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付録1-173



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 敷地の自然環境を基に，洪水，風（台風），竜巻，凍結，降水，

積雪，落雷，地滑り，火山の影響，生物学的事象又は森林火災等

から適用されるものをいう。 

 

また，設置許可基準の解釈第6 条第8 項に具体的な人為事象と

して以下が記載されている。 

 

 敷地及び敷地周辺の状況をもとに選択されるものであり，飛来

物(航空機落下等)，ダムの崩壊，爆発，近隣工場等の火災，有毒

ガス，船舶の衝突又は電磁的障害等 

 

 

 

 

 

これらの地震，津波以外の自然現象及び人為事象がプラントに

与え得る影響について，設計基準及びそれを超える場合，現象等

の重畳も含めて定性的に分析した結果を別紙1(補足1)に示す。 

 

地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，事故シーケ

ンスの発生可能性を検討した結果，出力運転時を対象として実施

した内部事象，地震及び津波レベル1PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

 

2. 格納容器破損モード選定に関わる検討 

外部事象レベル1.5PRA については，地震PRA のみ学会標準に

一部関連する記載があるものの，その他の事象については標準的

なPRA 手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況では

ないことから，以下のとおり定性的な検討を実施した。 

 

2.1 地震の影響 

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「外部人為事象」という。）として，具体的に以下が

記載されている。 

第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

（中略） 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の

自然環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、

積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林

火災等から適用されるものをいう。 

（中略） 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわ

せる原因となるおそれがある事象であって人為によるも

の（故意によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の

状況をもとに選択されるものであり、飛来物（航空機落下

等）、ダムの崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、

船舶の衝突又は電磁的障害等をいう。 

 

 

これらの地震，津波を除く各種自然現象及び外部人為事象が

プラントに与え得る影響について，設計基準及びそれを超える

場合，現象等の重畳を含めて定性的に分析した結果を添付1に

示す。 

地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象について，起因

事象発生の可能性を検討した結果，出力運転時を対象として実

施した内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡにて抽出した起

因事象を誘発する要因による事故シーケンスグループ以外に

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないもの

と判断した。 

 

2. 格納容器破損防止対策の格納容器破損モードの抽出に係る

検討 

外部事象レベル１．５ＰＲＡについては，地震ＰＲＡのみ学会

標準に一部関連する記載があるものの，その他の事象については

標準的なＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施できる

状況ではないことから，以下のとおり定性的な検討を実施した。 

2.1 地震の影響 

それがある事象であって人為によるもの（故意によるものを除

く。）（以下「人為事象」という。）として，具体的に以下が記載

されている。 

第６条（外部からの衝撃による損傷の防止） 

  （中略） 

２ 第１項に規定する「想定される自然現象」とは、敷地の自然

環境を基に、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又は森林火災等か

ら適用されるものをいう。 

  （中略） 

８ 第３項に規定する「発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）」とは、敷地及び敷地周辺の状況をもと

に選択されるものであり、飛来物（航空機落下等）、ダムの

崩壊、爆発、近隣工場等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は

電磁的障害等をいう。 

  （略） 

 

 これらの地震，津波以外の自然現象及び人為事象がプラントに

与え得る影響について，設計基準及びそれを超える場合，自然現

象及び人為事象の重畳も含めて定性的に分析した結果を別紙１

（補足資料１）に示す。 

 地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，事故シーケ

ンスの発生可能性を検討した結果，運転時を対象として実施した

内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケ

ンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグ

ループはないものと判断した。 

 

 

2. 格納容器破損モード選定に係る検討 

 外部事象運転時レベル1.5ＰＲＡについては，地震ＰＲＡのみ

学会標準に一部関連する記載があるものの，その他の事象につい

ては標準的なＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施で

きる状況ではないことから，以下のとおり定性的な検討を実施し

た。 

(1) 地震の影響 
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地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を別紙1(補足2)に示す。 

また，出力運転時を対象として実施した地震時レベル1PRA の

結果からは，地震特有の炉心損傷モードとして原子炉建屋の破損

や原子炉格納容器の破損等の炉心損傷直結事象が抽出されてい

る。これらの事象では原子炉格納容器も破損に至るが，この場合

の原子炉格納容器の破損は事象進展によって原子炉格納容器に

負荷が加えられて破損に至るものではなく，地震による直接的な

原子炉格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについて原子

炉格納容器の破損防止の観点での対策は，緩和系による収束では

なく耐震補強等による発生防止によって達成されるものであり，

有効性評価における評価事故シーケンスとしては適切でないと

考える。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.2 津波の影響 

津波がプラントに与え得る特有の影響について，建屋外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，原子炉格納容器が津

波による物理的負荷(波力・漂流物の衝撃力)によって直接破損す

ることは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物

理化学現象についても内部事象出力運転時レベル1.5PRA で想定

するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.3 内部溢水・内部火災の影響 

1.1に示したレベル1PRAの観点での起因事象の検討からも，炉

心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象出力運

転時レベル1PRA で用いた事象以外に追加すべきものは発生しな

いものと判断しており，原子炉格納容器が直接破損することも想

地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を添付2に示す。 

また，出力運転時を対象として実施した地震時レベル１ＰＲＡ

の結果からは，地震特有の事象として原子炉建屋損傷や格納容器

損傷等の炉心損傷直結事象が抽出されている。これらの事象につ

いては，深刻な事故の場合には格納容器も破損に至るが，この場

合の格納容器破損は事象進展によって格納容器に負荷が加えら

れて破損に至るものではなく，地震による直接的な格納容器の閉

じ込め機能喪失である。これらについては，耐震補強等による事

象の発生防止を図ること，あるいは大規模損壊対策として可搬型

のポンプ・電源，放水砲等を駆使した対応により影響緩和を試み

ることで対応していく事象であり，有効性評価において取り扱う

事象としては適切でないと考える。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.2 津波の影響 

津波がプラントに与え得る特有の影響について，建物外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，格納容器が津波によ

る物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接損傷するこ

とは想定し難い。また，炉心損傷後の格納容器内の物理化学現象

についても内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡで想定するも

のと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.3 内部溢水，内部火災の影響 

1.1に示した起因事象の検討からも，炉心損傷に至る事故シー

ケンスグループとしては内部事象出力運転時レベル１ＰＲＡで

用いた事象以外に追加すべきものは発生しないと推定しており，

格納容器が直接破損することは想定し難い。また，炉心損傷後の

 地震がプラントに与え得る特有の影響について，新たに有効性

評価の対象として追加すべき格納容器破損モードの観点で定性

的に分析した結果を別紙１（補足資料２）に示す。 

 また，運転時を対象として実施した地震レベル１ＰＲＡの結果

からは，地震特有の炉心損傷モードとして原子炉建物の損傷や原

子炉格納容器の破損等の炉心損傷直結事象が抽出されている。こ

れらの事象では原子炉格納容器も破損に至るが，この場合の原子

炉格納容器の破損は事象進展によって原子炉格納容器に負荷が

加えられて破損に至るものではなく，地震による直接的な原子炉

格納容器の閉じ込め機能喪失である。これらについて，耐震補強

等による事象の発生防止を図ること，あるいは大規模損壊対策と

して可搬型のポンプ，電源，放水砲等を駆使した対応により影響

緩和を試みることで対応していく事象であり，有効性評価におけ

る評価事故シーケンスとしては適切でないと考える。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(2) 津波の影響 

 津波がプラントに与え得る特有の影響について，建物外部の設

備が機能喪失することは想定されるものの，原子炉格納容器が津

波による物理的負荷（波力・漂流物の衝撃力）によって直接破損

することは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の

物理化学現象についても内部事象運転レベル1.5ＰＲＡで想定す

るものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(3) 内部溢水・内部火災の影響 

 1.(1)に示した運転時レベル１ＰＲＡの観点での起因事象の検

討からも，炉心損傷に至る事故シーケンスグループとしては内部

事象運転時レベル１ＰＲＡで用いた事象以外に追加すべきもの

は発生しないと判断しており，原子炉格納容器が直接破損するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載表現の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緩和

系の収束によるもので

はない事象として，同

じ意味合いの大規模損

壊対策による事象を記
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定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化学現象

についても内部事象出力運転時レベル1.5PRA で想定するものと

同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

2.4 その他の外部事象の影響 

1.2 に示したプラントに与える影響の検討からは，屋外施設の

損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損傷

に至る事故シーケンスグループとしては内部事象出力運転時レ

ベル1PRAの結果抽出されたシーケンスグループに追加すべきも

のは発生しないものと判断している。また，炉心損傷後の原子炉

格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベ

ル1.5PRA で想定するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル1.5PRA にて抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

 

3. 運転停止中の原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ抽出に関わる検討 

停止時レベル1PRA については，地震，津波，内部溢水，内部

火災及びその他の外部事象に関するレベル1PRA の標準的なPRA 

手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にない。こ

のため，出力運転時の地震，津波レベル1PRA の評価結果，内部

溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する整理，第1図に示

す内部事象停止時レベル1PRA のマスターロジックダイヤグラム

を参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他の外部事

象によって発生する起因事象を以下のとおり定性的に分析し起

因事象の抽出結果を第2表にまとめた。 

さらに抽出した起因事象をもとに，内部事象停止時レベル1PRA 

にて抽出した事故シーケンスグループ以外に，新たに追加が必要

となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 

 

格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レベ

ル１．５ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納

容器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モ

ードはないものと判断した。 

 

2.4 その他の外部事象の影響 

1.2に示したプラントに与え得る影響の検討からは，屋外施設

の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損

傷に至る事故シーケンスグループとしては，内部事象出力運転時

レベル１ＰＲＡにて抽出された事故シーケンスグループに追加

すべきものは発生しないものと推定している。また，炉心損傷後

の格納容器内の物理化学現象についても内部事象出力運転時レ

ベル１．５ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードとし

て，内部事象出力運転時レベル１．５ＰＲＡにて抽出した格納容

器破損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モー

ドはないものと判断した。 

 

3. 停止時原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケンス

グループ抽出に係る検討 

停止時レベル１ＰＲＡについては，地震，津波，内部溢水，内

部火災及びその他外部事象に関するレベル１ＰＲＡの標準的な

ＰＲＡ手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にな

い。このため，出力運転時の地震・津波レベル１ＰＲＡの評価結

果，内部溢水・内部火災及びその他の外部事象に関する整理，図

1に示す内部事象停止時レベル１ＰＲＡのマスターロジックダイ

ヤグラムを参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他

の外部事象により発生する起因事象を以下のとおり定性的に分

析し，表2にまとめた。 

さらに，抽出した起因事象を基に，内部事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新たに追加が

必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 

 

とは想定し難い。また，炉心損傷後の原子炉格納容器内の物理化

学現象についても，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡで想定する

ものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

(4) その他外部事象の影響 

 1.(2)に示したプラントに与える影響の検討からは，屋外施設

の損傷によるサポート系の機能喪失が想定されるものの，炉心損

傷に至る事故シーケンスグループとしては内部事象運転時レベ

ル１ＰＲＡの結果抽出された事故シーケンスグループに追加す

べきものは発生しないものと判断している。また，炉心損傷後の

原子炉格納容器内の物理化学現象についても，内部事象運転時レ

ベル1.5ＰＲＡで想定するものと同等と考えられる。 

 したがって，有効性評価の対象とすべき格納容器破損モードと

して，内部事象運転時レベル1.5ＰＲＡにて抽出した格納容器破

損モード以外に新たに追加が必要となる格納容器破損モードは

ないものと判断した。 

 

3. 運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループ選定に係る検討 

 停止時レベル１ＰＲＡについては地震，津波，内部溢水，内部

火災及びその他の外部事象に関するレベル１ＰＲＡの標準的な

手法が確立されておらず，定量評価を実施できる状況にない。こ

のため，運転時の地震及び津波レベル１ＰＲＡの評価結果，内部

溢水，内部火災及びその他の外部事象に関する整理並びに第１図

に示す内部事象停止時レベル１ＰＲＡのマスターロジックダイ

ヤグラムを参考に，地震，津波，内部溢水，内部火災及びその他

の外部事象によって発生する起因事象を以下のとおり定性的に

分析し，起因事象の抽出結果を第２表にまとめた。 

 さらに抽出した起因事象をもとに，内部事象停止時レベル１Ｐ

ＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に，新たに追加が

必要となる事故シーケンスグループの有無を確認した。 
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3.1 出力運転時と運転停止中のプラント状態等の差異 

運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグル

ープの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を参考

に評価を行ったが，評価に当たってはその前提として，出力運転

時と運転停止中のプラント状態等の差異を把握することが重要

と考え，その整理を行った。整理にあたり，一般的な出力運転時

と運転停止中の違いとして以下の観点に着目し，それぞれについ

て事故シーケンスグループの抽出において，考慮が必要であるか

確認した。 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

 運転停止中の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時

と比べ，小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シー

ケンスグループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

 運転停止中の燃料損傷防止に必要となる機能は，出力運転時と

異なり，原子炉停止機能，高圧注水機能等が不要となる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につ

いて考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器・原子炉格納容器の状態 

 原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループ抽出には影響しない。 

 運転停止中は原子炉圧力容器・原子炉格納容器が開放されてい

る状態も考えられるが，これらの状態に依らず，必要な機能は崩

壊熱除去又は注水機能であり変わらない。そのため，事故シーケ

ンスグループの抽出において考慮不要である。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

 運転停止中において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点

検又は試験によりその機能に期待できない状態も想定される。た

だし，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は保安規

定により担保されるものであり，また既に内部事象停止時レベル

1PRA でこれらの設備の点検又は試験により機能に期待できない

ことは考慮されている。そのため，本観点は事故シーケンスグル

ープの抽出において考慮不要である。 

3.1 出力運転時と停止時のプラント状態等の差異 

停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグループ

の抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を参考に評

価を行ったが，評価に当たってはその前提として，出力運転時と

停止時のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え，そ

の整理を行った。整理に当たり，一般的な出力運転時と停止時の

違いとして以下の観点に着目し，それぞれについて事故シーケン

スグループの抽出において，考慮が必要であるか確認した。 

 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

停止時の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は出力運転時と比

べ小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シーケンス

グループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

停止時の燃料損傷防止に必要となる機能は，出力運転時と異な

り，原子炉停止機能，高圧注水機能が不要となる。そのため，事

故シーケンスグループの抽出においては，これらの差異について

考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器・格納容器の状態 

原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループ抽出には影響しない。 

停止時は原子炉圧力容器・格納容器が開放されている状態も考

えられるが，これらの状態に依らず，停止時の必要な機能は変化

しないため，事故シーケンスグループの抽出において考慮不要で

ある。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

停止時において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点検又

は試験によりその機能に期待できない状態も推定される。ただ

し，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は原子炉施

設保安規定により担保されるものであり，また既に内部事象停止

時レベル１ＰＲＡでこれらの設備の点検又は試験により期待で

きないことは考慮されている。そのため，本観点は事故シーケン

スグループの抽出において考慮不要である。 

(1) 運転時と運転停止中のプラント状態等の差異 

 運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケンスグル

ープの抽出においては，運転時を対象に実施した整理を参考に評

価を行ったが，評価に当たってはその前提として，運転時と運転

停止中のプラント状態等の差異を把握することが重要と考え，そ

の整理を行った。整理に当たり，一般的な運転時と運転停止中の

違いとして以下の観点に注目し，それぞれについて事故シーケン

スグループの抽出において，考慮が必要であるか確認した。 

 

・崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力 

 運転停止中の崩壊熱，原子炉冷却材の温度・圧力は運転時に比

べ小さくなるため，事象進展は緩やかになるが，事故シーケンス

グループの抽出においては影響しない。 

 

・燃料損傷防止に必要となる機能 

 運転停止中の燃料損傷防止に必要となる機能は，運転時と異な

り，原子炉停止機能，高圧注水機能等が不要となる。そのため，

事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につい

て考慮する必要がある。 

 

・原子炉水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器の状態 

 原子炉水位の変化は時間余裕へ影響するものの，事故シーケン

スグループの抽出には影響しない。 

 運転停止中は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器が開放され

ている状態も考えられるが，これらの状態によらず，必要な機能

は崩壊熱除去又は注水機能であり変わらない。そのため，事故シ

ーケンスグループの抽出において考慮不要である。 

 

・緩和設備・サポート系設備の状態 

 運転停止中において，一部の緩和設備及びサポート系設備の点

検又は試験によりその機能に期待できない状態も想定される。た

だし，期待できる設備は少なくなるものの，必要な機能は原子炉

施設保安規定により担保されるものであり，また，既に内部事象

停止時レベル１ＰＲＡでこれらの設備の点検又は試験により機

能に期待できないことは考慮されている。そのため，本観点は事

故シーケンスグループの抽出において考慮不要である。 
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・停止時特有の作業の影響 

 運転停止中において，出力運転時と異なり，点検作業等に伴う

開口箇所の発生等現場の状態が異なることが考えられる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につ

いて考慮する必要がある。 

 

以上より，運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整

理を参考にする際は「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止

時特有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

3.2 地震の影響 

個々の機器が地震を受けた際に損傷する可能性は運転時と停

止時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラントに与

える影響の観点では運転時と停止時で異なり，停止時には，燃料

の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。 

地震により原子炉補機冷却水系又は残留熱除去系が機能喪失

すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，また，碍子，

所内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起

因事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設

置されている安全機器の機能喪失を経て燃料損傷に至る可能性

があるが，事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を

想定する内部事象運転停止時レベル1PRA にて抽出されたものに

含まれる。 

地震特有の事象として，原子炉建屋，原子炉格納容器等の建

屋・構築物の破損， 格納容器バイパス， 原子炉冷却材圧力バウ

ンダリ喪失（Excessive-LOCA），計測制御電源喪失の発生が挙げ

られるが，これらについては出力運転時を対象とした炉心損傷に

至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様，損傷の規模に

応じて，機能を維持した設計基準事故対処設備や重大事故等対処

設備，可搬型の機器等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一

 

・停止時特有の作業の影響 

停止時において，出力運転時とは異なり，点検作業等に伴う開

口箇所の発生など現場の状態が異なることが考えられる。そのた

め，事故シーケンスグループの抽出においては，これらの差異に

ついて考慮する必要がある。 

 

以上より，停止時における燃料損傷防止対策の事故シーケンス

グループの抽出においては，出力運転時を対象に実施した整理を

参考にする際は，「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止時特

有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

3.2 地震の影響 

地震により個々の機器が損傷する可能性は出力運転時と停止

時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラントに与え

る影響の観点では出力運転時と停止時で異なり，停止時は燃料の

崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は，残留熱除去系及

びそのサポート系である残留熱除去系海水系，外部電源から給電

される所内電源設備である。 

 

地震により残留熱除去系又は残留熱除去系海水系が機能喪失

すると「残留熱除去系の故障」の起因事象が発生し，碍子又は所

内電源設備等の送受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因

事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設置

されている安全機能を有する系統が機能喪失した場合は燃料損

傷に至るが，この事故シーケンスは，同じ系統がランダム故障等

で発生することを想定している内部事象停止時レベル１ＰＲＡ

にて抽出される事故シーケンスと同じである。 

地震特有の事象として，原子炉建屋損傷，格納容器損傷，原子

炉圧力容器損傷，格納容器バイパス，原子炉冷却材圧力バウンダ

リ喪失（Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ），計装・制御系喪失が

発生すると，直接炉心損傷に至る事象が発生するが，これらにつ

いては出力運転時を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンス

の抽出における考え方と同様，損傷の規模に応じて，機能を維持

した設計基準事故対処設備や重大事故等対処設備，可搬型の機器

 

・停止時特有の作業の影響 

 運転停止中において，運転時と異なり，点検作業等に伴う開口

箇所の発生等，現場の状態が異なることが考えられる。そのため，

事故シーケンスグループの抽出においてはこれらの差異につい

て考慮する必要がある。 

 

 以上より，運転停止中における燃料損傷防止対策の事故シーケ

ンスグループの抽出においては，運転時を対象に実施した整理を

参考にする際は，「燃料損傷防止に必要となる機能」，「停止時特

有の作業の影響」について考慮する必要がある。 

 

(2) 地震の影響 

 個々の機器が地震を受けた際に損傷する可能性は運転時と運

転停止中で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプラント

に与える影響の観点では運転時と運転停止中で異なり，運転停止

中には燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

 運転停止中に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は，崩壊熱

除去に関する系統及びそのサポート系であり，フロントライン系

としては残留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却系及

び電源系が該当する。 

 地震により原子炉補機冷却系又は残留熱除去系が機能喪失す

ると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，また，碍子，

所内電源設備等の受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因

事象が発生する。これらの起因事象が発生した場合，屋内に設置

されている安全機器の機能喪失を経て燃料損傷に至る可能性が

あるが，事故シーケンスは，同機器のランダム故障・誤操作を想

定する内部事象運転停止時レベル１ＰＲＡにて抽出したものに

含まれる。 

 地震特有の事象として，原子炉建物損傷，原子炉格納容器損傷，

原子炉圧力容器損傷，Ｅｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，制御室建

物損傷，廃棄物処理建物損傷，計装・制御系喪失，格納容器バイ

パスの発生が挙げられるが，これらについては運転時を対象とし

た炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出における考え方と同様，

損傷の規模に応じて，機能を維持した設計基準事故対処設備や重

大事故等対処設備等で炉心損傷防止を試みるものと考える。一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，原

子炉格納容器損傷と原

付録1-178



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

方，損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備又は重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，建屋

以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図

ることで対応するべきものと考える。 

 

したがって，運転停止時の地震の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ以

外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないも

のと判断した。 

 

 

3.3 津波による影響 

停止時には点検等に伴い，運転時にはない開口が生じている可

能性が考えられるが，運転時の津波PRAにおいても，地下開口部

からの浸水を考慮していることから，浸水及びその伝播経路につ

いては運転時と停止時において相違はないものと考えるが，各系

統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止

時で異なり，停止時には，燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重

要となる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。外部電源について，運転時の津波PRA では期待し

ていないことから，停止時においても期待しないものとすると，

そのバックアップとなる非常用電源が重要となる。 

 津波により海水が建屋内へ浸水すると，海水が機器の設置高さ

に到達した時点で，原子炉補機冷却水系の機能喪失が発生し，「崩

壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生する。以降，海水の浸水高

さに応じて「全交流動力電源喪失」「直流電源喪失」が発生する

と考えられる。浸水高さに応じて発生する起因事象が異なるとい

う考え方は，出力運転時を対象とした津波PRA と同様である。ま

た，燃料損傷防止対策も出力運転時を対象とした津波PRA と同

様，津波による浸水防止である。 

 

 

 

等で燃料損傷防止を試みるものと考える。一方，損傷の程度が大

きく，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に期待でき

ない場合には，大規模損壊対策を含め，原子炉建屋以外に分散配

置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図ることで対応

するべきものと考える。 

したがって，停止時の地震の発生を考慮しても，内部事象停止

時レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと

判断した。 

 

 

3.3 津波の影響 

停止時においては，点検作業等に伴い，出力運転時にはない開

口（大物搬入口の水密扉等の建屋開口部，防潮堤貫通部の止水防

止対策の点検に伴う一時的な開口部）が発生することが考えら

れ，事故シーケンス選定においては，この差異について考慮する

必要がある。 

 

 

大物搬入口の水密扉等については，出力運転時の津波レベル１

ＰＲＡにおいて期待しておらず，防潮堤を超え敷地に遡上する津

波が原子炉建屋1階床面に到達すると「原子炉建屋内浸水による

複数の緩和機能喪失」の事故シーケンスとして取り扱っている。

停止時においてもこの考え方を適用すると，大物搬入口の水密扉

等の建屋開口部の有無による事故シーケンス選定への影響はな

い。 

一方，防潮堤については，出力運転時の津波レベル１ＰＲＡに

おいて期待しているが，停止時における防潮堤貫通部の止水対策

の点検作業に伴い，一時的に開口部が生じている間に防潮堤高さ

未満の津波が発生した場合は，津波が開口部から敷地内に浸水す

ることが考えられる。この場合でも，敷地内に浸水する津波の量

が限定的であり，非常用海水ポンプの健全性は維持されると考え

られるものの，非常用海水ポンプが没水，被水により機能喪失し

た場合は「最終ヒートシンク喪失」の起因事象が発生する。ただ

し，これを起因とする事故シーケンスに対しては，内部事象停止

時レベル１ＰＲＡから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故

方，損傷の程度が大きく，設計基準事故対処設備又は重大事故等

対処設備に期待できない場合には，大規模損壊対策を含め，建物

以外に分散配置した設備や可搬型の機器を駆使し，影響緩和を図

ることで対応すべきものと考える。 

 

 したがって，運転停止中の地震の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンスグルー

プ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはな

いものと判断した。 

 

 

(3) 津波の影響 

 運転停止中には点検等に伴い，運転時にはない開口が生じてい

る可能性が考えられるが，運転停止中においても防波壁の機能は

維持されることから，防波壁を超えて敷地に遡上する津波による

プラントへの影響は，運転時と運転停止中において相違はないも

のと考えるが，各系統の機能喪失がプラントに与える影響の観点

では運転時と運転停止中で異なり，運転停止中には燃料の崩壊熱

除去に関連する系統が重要となる。 

 津波特有の事象として，直接炉心損傷に至る事象が発生する

と，緩和系の機能に期待できず炉心損傷に至るが，これらについ

ては運転時を対象とした炉心損傷に至る事故シーケンスの抽出

における考え方と同様，損傷の規模に応じて，機能を維持した設

計基準事故対処設備や重大事故等対処設備等で炉心損傷防止を

試みるものと考える。一方，損傷の程度が大きく，設計基準事故

対処設備又は重大事故等対処設備に期待できない場合には，大規

模損壊対策を含め，建物以外に分散配置した設備や可搬型の機器

を駆使し，影響緩和を図ることで対応すべきものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

子炉圧力容器損傷を分

割し，さらに制御室建

物損傷及び廃棄物処理

建物損傷を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・津波ＰＲＡの想定の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は防波壁

を考慮した津波ＰＲＡ

を実施 

【東海第二】 

島根２号炉は水密扉

等を考慮した津波ＰＲ

Ａを実施 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，津波

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，直
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を記載 
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したがって，運転停止時の津波の発生を考慮しても，内部事象停

止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ以外

に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないもの

と判断した。 

なお，プラント停止時において，必要な浸水防止対策がすべて

喪失することがないように複数の同時点検等は実施しない等，少

なくとも1 区分は機能維持可能な運用とする。 

 

 

 

 

 

3.4 内部溢水，内部火災の影響 

個々の機器が内部溢水又は内部火災の影響を受けた際に損傷

する可能性は運転時と停止時で異なるものではないが，各系統の

機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と停止時で

異なり，停止時には，燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要と

なる。 

停止時に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は崩壊熱除去

に関する系統及びそのサポート系であり，フロント系としては残

留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却水系及び外部電

源が該当する。 

内部溢水，内部火災により原子炉補機冷却水系又は残留熱除去

系が機能喪失すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生し，

外部電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起因事象が発

生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同機器のラン

ダム要因による同系統の機能喪失を想定する内部事象運転停止

シーケンスグループと同様，常設代替高圧電源装置，低圧代替注

水系（常設）等により燃料損傷を防止できる。 

また，防潮堤高さを超える津波に対しては，防潮堤貫通部の止

水対策の点検作業の有無に関わらず，非常用海水ポンプが没水，

被水により機能喪失し「最終ヒートシンク喪失」の起因事象が発

生する。ただし，この場合においても，内部事象停止時レベル１

ＰＲＡから抽出される「全交流動力電源喪失」の事故シーケンス

グループと同様，常設代替高圧電源装置，低圧代替注水系（常設）

等により燃料損傷を防止できる。 

以上より，停止時の津波の発生を考慮しても，内部事象停止時

レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループ以外に新

たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないものと判

断した。 

なお，停止時は，常設代替高圧電源装置等の重大事故等対処設

備が点検に伴い待機除外となる場合もあるものの，燃料損傷防止

対策が全て喪失するような複数の同時点検は実施しない運用と

するとともに，その対策の機能維持に必要な浸水防止設備を維持

する運用とする。 

 

 

 

3.4 内部溢水，内部火災の影響 

内部溢水，内部火災により個々の機器が損傷する可能性は出力

運転時と停止時で異なるものではないが，各系統の機能喪失がプ

ラントに与える影響の観点では出力運転時と停止時で異なり，停

止時は燃料の崩壊熱除去に関連する系統が重要となる。 

 

停止時に燃料の崩壊熱を除去している系統は，残留熱除去系及

びそのサポート系である残留熱除去系海水系，外部電源から給電

される所内電源設備である。 

 

内部溢水，内部火災により運転中の残留熱除去系又は残留熱除

去系海水系が機能喪失すると「残留熱除去系の故障」の起因事象

が発生し，所内電源設備が機能喪失すると「外部電源喪失」の起

因事象が発生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同

系統の機器のランダム故障による機能喪失を想定する内部事象

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 したがって，運転停止中の津波の発生を考慮しても，内部事象

停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンスグルー

プ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはな

いものと判断した。 

なお，運転停止中において，必要な浸水防止対策がすべて喪失

することがないように複数の同時点検等は実施しない等，少なく

とも１区分は機能維持可能な運用とする。 

 

 

 

 

 

(4) 内部溢水，内部火災の影響 

 個々の機器が内部溢水又は内部火災の影響を受けた際に損傷

する可能性は運転時と運転停止中で異なるものではないが，各系

統の機能喪失がプラントに与える影響の観点では運転時と運転

停止中で異なり，運転停止中には燃料の崩壊熱除去に関連する系

統が重要となる。 

 運転停止中に燃料の崩壊熱除去を継続している系統は，崩壊熱

除去に関する系統及びそのサポート系であり，フロントライン系

としては残留熱除去系，サポート系としては原子炉補機冷却系及

び電源系が該当する。 

 内部溢水又は内部火災により原子炉補機冷却系又は残留熱除

去系が機能喪失すると「崩壊熱除去機能喪失」の起因事象が発生

し，また，受電設備が損傷すると「外部電源喪失」の起因事象が

発生するが，これらを起因とする事故シーケンスは，同機器のラ

ンダム故障・誤操作を想定する内部事象運転停止時レベル１ＰＲ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，停止

時の点検において，設

計基準対処設備が少な

くとも１区分は維持可

能な運用としている 
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時レベル1PRA にて抽出された事故シーケンスに含まれている。 

したがって，運転停止時の内部溢水又は内部火災の発生を考慮

しても，内部事象停止時レベル1PRA において抽出した事故シー

ケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンス

グループはないものと判断した。 

なお，停止時においても必要な内部溢水，内部火災の影響拡大

防止対策を講じ，異なる区画等，広範囲における重畳的な安全機

器の同時機能喪失の発生を防止する※。 

 

※内部溢水：定期検査時等でのハッチ開放時の運用として異区

分の安全機器の点検中に当該ハッチを開放しない

等，内部溢水が複数の安全機能に影響しないよう対

応を実施する 

内部火災：原子炉停止時も必要な防護処置等は実施される 

 

3.5 その他の外部事象の影響 

地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，出力運転時

の整理（別紙1（補足1））を参考に起因事象が発生し得るかを確

認した。確認の結果，出力運転時と運転停止中を比較し，プラン

ト状態，必要な機能の違いが評価に影響しないことを確認した。 

 

その他の自然現象の発生に伴う起因事象は，内部事象停止時レ

ベル1PRAにおいて抽出される起因事象に包含されるため，内部事

象停止時レベル1PRA において抽出した事故シーケンスグループ

以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはない

ものと判断した。 

 

4. まとめ 

今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階で

PRA を適用可能と判断した出力運転時地震レベル1PRA，出力運転

時津波レベル1PRA 以外の外部事象について，定性的な分析・推

定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ等は発生しな

いものと評価した。 

なお，今回定性的な分析とした各PRA や地震発生時に想定され

る地震随伴津波，地震随伴火災および地震随伴溢水を対象とした

PRA については，手法整備の研究及び実機プラントへの適用の検

停止時レベル１ＰＲＡで考慮している起因事象に含まれている。 

したがって，停止時の内部溢水，内部火災による起因事象の発

生を考慮しても，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにて抽出した事

故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シー

ケンスグループはないものと判断した。 

なお，停止時においても，燃料損傷防止に必要な機能を全て喪

失することのないよう，必要な内部溢水，内部火災の影響拡大防

止対策を維持する運用とする。 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 その他の外部事象の影響 

地震，津波以外の自然現象及び外部人為事象について，出力運

転時を対象とした整理を参考に，停止時に起因事象が発生し得る

かを確認した。その結果，その他の外部事象の発生に伴う起因事

象は，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した起因事象

に包含されるため，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにて抽出した

事故シーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シ

ーケンスグループはないものと判断した。 

 

 

 

 

4. まとめ 

今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階でＰ

ＲＡを適用可能と判断した出力運転時地震レベル１ＰＲＡ，出力

運転時津波レベル１ＰＲＡ以外の外部事象について，定性的な分

析・推定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ及び格納

容器破損モードはないものと評価した。 

なお，今回定性的な分析とした各ＰＲＡや地震発生時に想定さ

れる地震随伴津波，地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象とした

ＰＲＡについては，手法整備の研究及び実機プラントへの適用の

Ａにて抽出したものに含まれる。 

 したがって，運転停止中の内部溢水又は内部火災の発生を考慮

しても，内部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シ

ーケンスグループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケン

スグループはないものと判断した。 

なお，運転停止中においても必要な内部溢水，内部火災の影響

拡大防止対策を講じ，異なる区画等，広範囲における重畳的な安

全機器の同時機能喪失の発生を防止する※。 

 

※内部溢水：定期事業者検査時等でのハッチ開放時の運用とし

て異区分の安全機器の点検中に当該ハッチを開放

しない等，内部溢水が複数の安全機能に影響しない

よう対応を実施する。 

内部火災：原子炉停止時も必要な防護処置等は実施される。 

 

(5) その他外部事象の影響 

 地震，津波以外の自然現象及び人為事象について，運転時の整

理（別紙１（補足資料１））を参考に起因事象が発生し得るかを

確認した。確認の結果，出力運転時と運転停止中を比較し，プラ

ント状態，必要な機能の違いが評価に影響しないことを確認し

た。 

 その他の自然現象の発生に伴う起因事象は，内部事象停止時レ

ベル１ＰＲＡにおいて抽出される起因事象に包含されるため，内

部事象停止時レベル１ＰＲＡにおいて抽出した事故シーケンス

グループ以外に新たに追加が必要となる事故シーケンスグルー

プはないものと判断した。 

 

4. まとめ 

 今回の事故シーケンスグループ等の選定に際して，現段階でＰ

ＲＡが適用可能と判断した運転時地震レベル１ＰＲＡ，運転時津

波レベル１ＰＲＡ以外の外部事象について，定性的な分析及び推

定から新たに追加すべき事故シーケンスグループ並びに格納容

器破損モードはないものと評価した。 

 なお，今回定性的な評価とした各ＰＲＡや地震発生時に想定さ

れる地震随伴津波，地震随伴火災及び地震随伴溢水を対象とした

ＰＲＡについては，評価手法整備に向けた研究及び実機プラント
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討を順次進めていく予定である。 

以 上 

 

検討を順次進めていく予定である。 

 

への適用の検討を順次進めていく予定である。 

以上 
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第1 図 炉心損傷に至る可能性のある異常事象 

マスターロジックダイヤグラム 

 

 

 

 

 

図1 内部事象停止時レベル１ＰＲＡの 

マスターロジックダイヤグラム 

  

第１図 燃料損傷に至る可能性のある異常事象 

マスターロジックダイヤグラム 

（内部事象停止時レベル１ＰＲＡ） 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，地震

ＰＲＡの事故シーケン

スの分類に基づき，原

子炉格納容器損傷と原

子炉圧力容器損傷を分

割し，さらに制御室建

物損傷及び廃棄物処理

建物損傷を記載。また，

津波ＰＲＡの事故シー

ケンスの分類に基づ

き，直接炉心損傷に至

る事象を記載 
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別紙1（補足1） 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震・津

波以外の外部事象の考慮について 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈」（原規技発第1306193号（平成２５年

６月１９日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では，運転

時の異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性

を損なうことがないよう設計することを求められる構築物，系統

及び機器がその安全機能を喪失した場合であって，炉心の著しい

損傷に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを

抽出するため，個別プラントのPRA又はそれに代わる方法で評価

を実施することが求められている。 

外部事象の内，日本原子力学会標準として実施基準が定められ

ておりPRAの適用実績がある地震及び津波については，それぞれ

PRAを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施している。（た

だし，地震随伴火災や津波随伴火災等，随伴事象の評価はまだ未

確立であり，今回，評価はできていない。） 

また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのPRA評

価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に示

す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重大

事故の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シーケ

ンスグループの有無について確認を行った。 

さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループ

の抽出を行い，重大事故の有効性評価において新たに追加が必要

となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

 

 

 

 

 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

 設計基準を設定する自然現象の選定は，一般的な事象に加え，

添付1 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震，津

波以外の外部事象の考慮について 

 

「実用発電用原子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の

基準に関する規則の解釈（原規技発第1306193号（平成２５年６

月１９日原子力規制委員会決定））第37条第1-1項では，運転時の

異常な過渡変化及び設計基準事故に対して原子炉の安全性を損

なうことがないよう設計することを求められる構築物，系統及び

機器がその安全機能を喪失した場合であって，炉心の著しい損傷

に至る可能性があると想定する事故シーケンスグループを抽出

するため，個別プラントのＰＲＡ又はそれに代わる方法で評価を

実施することが求められている。 

外部事象のうち，日本原子力学会標準として実施基準が定めら

れておりＰＲＡの適用実績がある地震及び津波については，それ

ぞれＰＲＡを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施して

いる。 

 

また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのＰＲＡ

評価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に

示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重

大事故等対策の有効性評価において新たに追加が必要となる事

故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

さらに外部人為事象についても定性的に事故シーケンスグル

ープの抽出を行い，重大事故等対策の有効性評価において新たに

追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確認

を行った。 

また，自然現象，外部人為事象が重畳することによる影響につ

いても，定性的な評価を行い，重大事故等対策の有効性評価にお

いて新たに追加が必要となる事故シーケンスグループの有無に

ついて確認を行った。 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」とい

別紙１（補足資料１） 

 

有効性評価の事故シーケンスグループの選定に際しての地震，津

波以外の外部事象の考慮について 

 

 解釈第37条第１－１項では，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故に対して原子炉の安全性を損なうことがないよう設計

することを求められる構築物，系統及び機器がその安全機能を喪

失した場合であって，炉心の著しい損傷に至る可能性があると想

定する事故シーケンスグループを抽出するため，個別プラントの

ＰＲＡ又はそれに代わる方法で評価を実施することが求められ

ている。 

 

 

 外部事象の内，日本原子力学会標準として実施基準が定められ

ておりＰＲＡの適用実績がある地震及び津波については，それぞ

れＰＲＡを実施し事故シーケンスグループの抽出を実施してい

る。（ただし，地震随伴火災や津波随伴火災等，随伴事象の評価

はまだ未確立であり，今回，評価はできていない。） 

 また，地震，津波以外の自然現象については現段階でのＰＲＡ

評価は実施困難であるため，「それに代わる方法」として以下に

示す方法にて定性的に事故シーケンスグループの抽出を行い，重

大事故等の有効性評価において新たに追加が必要となる事故シ

ーケンスグループの有無について確認を行った。 

 さらに人為事象についても定性的に事故シーケンスグループ

の抽出を行い，重大事故等の有効性評価において新たに追加が必

要となる事故シーケンスグループの有無について確認を行った。 

 

 また，自然現象，人為事象が重畳することによる影響について

も，定性的な評価を行い，重大事故等の有効性評価において新た

に追加が必要となる事故シーケンスグループの有無について確

認を行った。 

 

1. 前提条件 

(1) 評価対象事象 

 設計基準を設定する自然現象（以下「設計基準設定事象」とい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，外部

事象の重畳の確認につ

いても記載 
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国内外の規格基準から収集した様々な自然現象に対し，そもそも

柏崎刈羽原子力発電所において発生する可能性があるか，非常に

苛酷な状況を想定した場合，プラントの安全性が損なわれる可能

性があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かと

いった観点でスクリーニングを実施している。 

 設計基準の設定を行っていないものについては，そもそもプラ

ントの安全性が損なわれる可能性がないか（もしくは有意な頻度

では発生しないか），影響度の大きさがほかの自然現象に包絡さ

れるものである。 

 したがって，事故シーケンスの有無の確認は，設計基準を設定

している以下の7事象を対象に実施するものとする。 

 

＜設計基準設定事象＞ 

 

 ・風（台風） 

 ・竜巻 

 ・低温（凍結） 

 ・降水 

 ・積雪 

 ・落雷 

 

 ・火山 

 

 

 

 

 なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはない（もしくは，有意な頻度

では発生しない）と判断しているものの，各自然現象により想定

される発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え

得る起因事象について整理しており，その結果からも上記7事象

に加え詳細評価が必要な事象はないことを確認している。（添付

資料1-1） 

 

 

 

う。）の設定は，一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収

集した様々な自然現象に対し，そもそも東海第二発電所において

発生する可能性があるか，プラントの安全性が損なわれる可能性

があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かとい

った観点でスクリーニングを実施している。 

したがって，設計基準設定事象以外のものについては，そもそ

もプラントの安全性が損なわれる可能性がないか，有意な頻度で

は発生しないか，若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包

絡されるものであるため，事故シーケンスの有無の確認は，設計

基準設定事象である以下の11事象を対象に実施するものとする。 

 

 

 

・洪水 

・風（台風） 

・竜巻 

・凍結 

・降水 

・積雪 

・落雷 

 

・火山の影響 

・生物学的事象 

・森林火災 

・高潮 

 

なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはないか，有意な頻度では発生

しないか，若しくは影響度の大きさから他の自然現象に包絡され

るものであると判断しているものの，各自然現象により想定され

る発電所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る

起因事象について整理しており，その結果からも上記11事象に加

え詳細評価が必要な事象は無いことを確認している。なお，この

うち5事象については，他事象に包絡される（洪水，風（台風），

降水，高潮）か，起因事象の発生はない（生物学的事象）ことを

確認している。（補足1） 

う。）の選定は，一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収

集した様々な自然現象に対し，そもそも島根原子力発電所におい

て発生する可能性があるか，プラントの安全性が損なわれる可能

性があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かと

いった観点でスクリーニングを実施している。 

 設計基準設定事象以外のものについては，そもそもプラントの

安全性が損なわれる可能性がないか，有意な頻度では発生しない

か，又は影響度の大きさが他の自然現象に包含されるものであ

る。 

 したがって，事故シーケンスの有無の確認は，設計基準設定事

象である以下の11事象を対象に実施するものとする。 

 

＜設計基準設定事象＞ 

 ・洪水 

 ・風（台風） 

 ・竜巻 

 ・凍結 

 ・降水 

 ・積雪 

 ・落雷 

 ・地滑り・土石流 

 ・火山の影響 

 ・生物学的影響 

 ・森林火災 

 

 

 なお，設計基準設定事象以外については，上述のとおり，基本

的には事故シーケンスに至ることはないか，有意な頻度では発生

しないか，又は影響度の大きさが他の自然現象に包含されるもの

であると判断しているものの，各自然現象により想定される発電

所への影響（損傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事

象について整理しており，その結果からも上記11事象に加え詳細

評価が必要な事象はないことを確認している。さらに，設計基準

設定事象のうち５事象については，他事象に包含される（風（台

風））か，起因事象の発生はない（洪水，降水，地滑り・土石流，

生物学的事象）ことを確認している。（添付資料１－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

「洪水」，「地滑り・土

石流」，「生物学的影

響」，「森林火災」を選

定したうえで，添付資

料１－１により，他事

象に包含される又は起

因事象の発生はないこ

とを確認している 

【東海第二】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

「地滑り・土石流」を

選定 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は設計上

考慮する事象として

「洪水」，「地滑り・土

石流」，「生物学的影
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 また，各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機

能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整理して

おり，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影響とし

て設計基準設定自然現象に包絡されることを確認している。（添

付資料1-2） 

 

 

(2) 想定範囲 

 上記自然現象については，それぞれ考慮すべき最も苛酷と考え

られる条件を設計基準として設定している。具体的には，既往最

大や年超過確率10-4～10-5を目安としていることから，それよりも

低頻度（10-7/年）で発生する規模を仮定する。 

 

 

 

2. 評価方法 

2.1 起因事象の特定 

(1)構築物，系統及び機器（以下，設備等）の損傷・機能喪失モ

ードの抽出 

 1.にて示した風，積雪等の自然現象が既往最大や年超過確率

10-4～10-5といった設計基準よりも低頻度（10-7/年）となる規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

(2)評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性がある設備等の内，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

(3)起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選定

した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリ

オを選定する。 

また，各外部人為事象により想定される発電所への影響（損

傷・機能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整

理しており，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影

響として設計基準設定事象に包絡されることを確認している。 

（補足2） 

 

 

(2) 想定範囲 

上記設計基準設定事象については，それぞれ考慮すべき最も過

酷と考えられる条件を設定している。具体的には，設計基準設定

を超えた規模を仮定する。 

 

 

 

 

2. 評価方法 

2.1 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

1.にて示した風，積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性がある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

(3) 起因事象となり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定した

評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオを

選定する。 

 また，各人為事象により想定される発電所への影響（損傷・機

能喪失モード）を踏まえ，考え得る起因事象についても整理して

おり，その結果から新たな起因事象がないこと，事象の影響とし

て設計基準設定事象に包含されることを確認している。（添付資

料１－２参照） 

 

 

(2) 想定範囲 

 上記自然現象については，それぞれ考慮すべき最も過酷と考え

られる条件を設計基準として設定している。具体的には，設計基

準を超える規模を仮定する。 

 

 

 

 

2. 評価方法 

(1) 起因事象の特定 

a. 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 1.にて示した風，積雪等の自然現象が設計基準を超える規模で

発生した場合に，発電所に与える影響は地震，津波ほど十分な知

見がない。そこで，ここでは国外の評価事例，国内のトラブル事

例及び規格・基準にて示されている発電所の影響を収集し，対象

とする自然現象が発生した場合に設備等へどのような影響を与

えるか（設備等への損傷・機能喪失モード）の抽出を行う。 

 

 

b. 評価対象設備の選定 

 a.項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性がある設備等の内，プラントの運転継続や安全性に影響を及

ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 

c. 起因事象になり得るシナリオの選定 

 a.項で抽出した損傷・機能喪失モードに対して，b.項で選定し

た評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシナリ

オを選定する。 

響」，「森林火災」を選

定したうえで，添付資

料１－１により，他事

象に包含される又は起

因事象の発生はないこ

とを確認している 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は評価に

年超過確率は用いてい

ない（以下，②の相違） 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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 シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

 なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所

の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準（レベル1 PSA編）：2008」（以下，学会標準）等に示される

考え方等を参考に行う。 

 

(4)起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事

故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特

定を行う。 

 なお，過去の観測実績や統計的な評価結果等をもとに発生可能

性を評価可能なものについては，有意な頻度（10-7/年）又は影響

のある事故シーケンスの要因となる可能性について考察を行う。 

 

2.2 事故シーケンスの特定 

2.1(4)項にて特定した起因事象について，内部事象レベル1PRA

や地震，津波レベル1PRAにて考慮しておらず，重大事故の有効性

評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつながる可能

性のあるものの有無について確認を行う。 

また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

上，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認

を行う。 

事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法等

を参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

1.に示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る可

能性について検討を実施した結果（添付資料2参照），内部事象，

地震及び津波レベル1PRAにて抽出した事故シーケンスグループ

に対して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループは発

生しないものと判断した。 

 

 

シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所の

出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準：2008（レベル１ＰＳＡ編）」（以下「学会標準」という。）に

示される考え方などを参考に行う。 

 

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行う。 

なお，過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なもの

については，影響のある事故シーケンスの要因となる可能性につ

いて考察を行う。 

 

2.2 事故シーケンスの特定 

2.1(4)にて特定した起因事象について，内部事象レベル１ＰＲ

Ａや地震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮しておらず，重大事故の

有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつなが

る可能性のあるものの有無について確認を行う。 

また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

上，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確認

を行う。 

事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法な

どを参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

1.にて示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る

可能性のある起因事象について特定した結果（補足1-1～6参照），

内部事象や地震，津波レベル１ＰＲＡで考慮している起因事象に

包含されることを確認した。また，各評価対象事象によって機能

喪失する可能性のある緩和設備について確認し，起因事象が発生

した場合であっても，緩和設備が機能維持すること等により，必

要な機能を確保することは可能であることを確認した（補足

 シナリオの選定に当たっては，事故シーケンスグループ抽出に

当たって考慮すべき起因事象となり得るシナリオを選定する。 

 なお，起因事象の選定は，日本原子力学会標準「原子力発電所

の出力運転状態を対象とした確率論的安全評価に関する実施基

準（レベル1 PSA編）：2008」等に示される考え方等を参考に行う。 

 

 

d. 起因事象の特定 

 c.項で選定した各シナリオについて発生可能性を評価し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行う。 

 なお，過去の観測実績等をもとに発生可能性を評価可能なもの

については，影響のある事故シーケンスの要因となる可能性につ

いて考察を行う。 

 

(2) 事故シーケンスの特定 

 (1)d.項にて特定した起因事象について，内部事象レベル１Ｐ

ＲＡや地震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮しておらず，重大事故

等の有効性評価において追加すべき新たな事故シーケンスにつ

ながる可能性のあるものの有無について確認を行う。 

 また，新たな事故シーケンスにつながる可能性のある起因事象

が確認された場合，事故シーケンスに至る可能性について評価の

うえ，有意な影響のある事故シーケンスとなり得るかについて確

認を行う。 

 事故シーケンスに至る可能性の評価については，旧原子力安

全・保安院指示に基づき実施したストレステストでの評価方法等

を参考に実施するものとする。 

 

3. 個別事象評価のまとめ 

 1.に示した各評価対象事象について，事故シーケンスに至る可

能性のある起因事象について特定した結果（添付資料２－１～６

参照），内部事象，地震及び津波レベル１ＰＲＡで考慮している

起因事象に包含されることを確認した。また，各評価対象事象に

よって機能喪失する可能性のある緩和設備について確認し，起因

事象が発生した場合であっても，緩和設備が機能維持すること等

により，必要な機能を確保することは可能であることを確認した

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，各評

価対象事象における起
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4. 設計基準を超える自然現象・人為事象の重畳の考慮について 

(1)自然現象の重畳影響 

 自然現象の重畳評価においては，損傷・機能喪失モードの相違

に応じて，以下に示す影響を考慮する必要がある。また，事象の

想定範囲は，自然現象の重ね合わせが設計基準より低頻度（10-7/

年）で発生する規模を仮定する。 

Ⅰ. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の重

ね合わせ） 

Ⅱ. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪

失することにより，影響が増長するケース（例：地震により

止水機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増

長するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加（降水

時は，降下火砕物自体が発電所へ届きにくくなると考えられ

るため，堆積後の降水を想定）） 

Ⅲ-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケー

ス（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により

滑り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる

状態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2)自然現象の重畳によるシナリオの選定 

設計基準を設定する自然現象の選定において収集した自然現

象を対象に，2つの異なる事象が重畳した際の影響を，(1)に示す

Ⅰ～Ⅲ-2に分類した（添付資料3参照）。ただし，以下の観点か

ら明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるもの

については重畳の影響を考慮する必要がないものと判断し確認

対象から除外した。 

○柏崎刈羽原子力発電所及びその周辺では発生しない（もしく

は，発生が極めて稀）と判断した事象。 

 No.8：結氷板，流氷，氷壁，No.11：砂嵐，No.22：洪水，No.23：

池・河川の水位低下，No.24：河川の迂回，No.25：干ばつ，No.39：

1-7）。したがって，内部事象や地震，津波レベル１ＰＲＡにて抽

出した事故シーケンスに対して新たに追加すべき事故シーケン

スは発生しないものと判断した。 

 

4. 設計基準を超える自然現象の重畳の考慮について 

(1) 自然現象の重畳影響 

自然現象の重畳評価については，損傷・機能喪失モードの相違

に応じて，以下に示す影響を考慮する。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の増

加） 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより影響が増長するケース（例：地震により浸水防

止機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加） 

 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース

（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑

り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状

態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定 

基本的には一般的な事象に加え，国内外の規格基準から収集し

た自然現象について(1)Ⅰ～Ⅲ-2に示した重畳影響の確認を実施

した。 

ただし，以下の観点から明らかに事故シーケンスにはつながら

ないと考えられるものについては重畳影響を考慮不要と判断し

確認対象から除外した。 

○東海第二発電所及びその周辺では発生しない（若しくは，発生

が極めて稀）と判断した事象（No.は補足1参照） 

 No.2：隕石，No.9：土壌の収縮又は膨張，No.14：雪崩，No.24：

草原火災，No.28：ハリケーン，No.31：氷壁，No.32：土砂崩れ

（添付資料２－７参照）。したがって，内部事象，地震及び津波

レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに対して新たに追

加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。 

 

4. 設計基準を超える自然現象，人為事象の重畳の考慮について 

(1) 自然現象の重畳影響 

 自然現象の重畳評価においては，損傷・機能喪失モードに応じ

て，以下に示す影響を考慮する必要がある。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース（例：積雪と降下火砕物による堆積荷重の重

ね合わせ） 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース（例：地震により止水

機能が喪失して浸水量が増加） 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース（例：降水による降下火砕物密度の増加） 

 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース

（例：斜面に降下火砕物が堆積した後に大量の降水により滑

り，プラント周辺まで降下火砕物を含んだ水が押し寄せる状

態。単独事象としては想定していない。） 

 

(2) 自然現象の重畳によるシナリオの選定 

 設計基準を設定する自然現象の選定において収集した自然現

象を対象に，２つの異なる事象が重畳した際の影響を，(1)に示

すⅠ～Ⅲ-2に分類した（添付資料３参照）。ただし，以下の観点

から明らかに事故シーケンスにはつながらないと考えられるも

のについては重畳の影響を考慮する必要がないものと判断し確

認対象から除外した。 

〇島根原子力発電所及びその周辺では発生しない（又は，発生が

極めて稀）と判断した事象（No.は，添付資料１－１参照） 

 No.15：隕石，No.19：雪崩，No.22：カルスト，No.23：地下水

による浸食，No.32：氷結（水面の凍結），No.34：氷壁， No.44：

因事象発生時の緩和設

備による対応について

記載 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 
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隕石，衛星の落下，No.41：土石流 

 

 

○単独事象での評価において設備等への影響が無い（もしくは，

非常に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮して

も明らかに設備等への影響が無いと判断した事象。 

 

 No.7：霜，霜柱，No.12：霧，靄，No.16：低温水（海水温低） 

 

 

 

 

 

 

重畳事象については，(1)に示すⅠ～Ⅲ-2の影響が考えられる

ものの，以下に示す理由から，単独事象での評価において抽出さ

れたシナリオを超えるシナリオが生じることはなく，新たなシナ

リオは確認されない。 

 

 

 

 

 

Ⅰ. 各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

 重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，元々，単独事

象で設計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行ってい

ることを踏まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ. ある自然現象の防護施設がほかの自然現象によって機能喪

失することにより，影響が増長するケース 

 単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

越える事象を評価対象としているということは，つまり設備耐力

や防護対策に期待していないということであり，単独事象の評価

において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

（山崩れ，がけ崩れ），No.42：地滑り，No.43：カルスト，No.44：

地下水による浸食，No.47：地下水による地滑り，No.53：土石流，

No.54：水蒸気 

○単独事象での評価において設備等への影響がない（若しくは，

非常に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮して

も明らかに設備等への影響が無いと判断した事象（No.は補足1参

照） 

No.4：河川の迂回，No.16：海岸浸食，No.17：干ばつ，No.21：

濃霧，No.23：霜・白霜，No.26：極高温，No.34：湖又は河川の

水位低下，No.36：陥没・地盤沈下・地割れ，No.38：もや，No.39：

塩害・塩雲，No.40：地面の隆起，No.51：低温水（海水温低），

No.52：泥湧出（液状化） 

 

 

確認した結果としては，重畳影響Ⅰ～Ⅲ-1については，以下に

示す理由から，単独事象での評価において抽出されたシナリオ以

外のシナリオが生じることはなく，重畳影響Ⅲ-2についても，他

事象にて抽出したシナリオであり，新たなものが確認されなかっ

た。個別自然現象の重畳影響の確認結果を補足3に示す。また，

外部人為事象との重畳影響については，補足4に示すとおり自然

現象の重畳影響に包絡されると判断した。 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，単独で設計基

準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていることを踏

まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース 

単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

超える事象を評価対象としているということは，つまり設備耐力

や防護対策に期待していないということであり，単独事象の評価

において抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

ハリケーン，No.47：陥没，No51：土砂崩れ（山崩れ，崖崩れ），

No.53：水蒸気・熱湯噴出，No.54：土壌の収縮又は膨張 

 

〇単独事象での評価において設備等への影響がない（又は，非常

に小さい）と判断した事象で，他の事象との重畳を考慮しても明

らかに設備等への影響がないと判断した事象（No.は，添付資料

１－１参照） 

 No.3：高温，No.9：もや，No.10：霜，No.11：干ばつ，No.12:

塩害・塩雲，No.24：海岸浸食，No.25：湖又は河川の水位低下，

No.26：湖又は河川の水位上昇，No.30：低水温（海水温低），No.40：

濃霧，No.45：河川の迂回 

 

 

 

 重畳事象については，(1)に示すⅠ～Ⅲ-1の影響が考えられる

ものの，以下に示す理由から，単独事象での評価において抽出さ

れたシナリオ以外のシナリオが生じることはなく，重畳影響Ⅲ-2

についても，他事象にて抽出したシナリオであり，新たなシナリ

オは確認されなかった。個別自然現象の重畳影響の確認結果を添

付資料３に示す。 

 

 

 

Ⅰ．各自然現象から同じ影響がそれぞれ作用し，重ね合わさって

増長するケース 

 重畳により影響度合いが大きくなるのみであり，単独事象で設

計基準を超える事象に対してシナリオの抽出を行っていること

を踏まえると，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅱ．ある自然現象の防護施設が他の自然現象によって機能喪失す

ることにより，影響が増長するケース 

 単独の自然現象に対するシナリオの選定において，設計基準を

超える事象を評価対象としていることは，つまり設備耐力や防護

対策に期待していないということであり，単独事象の評価におい

て抽出された以外の新たなシナリオは生じない。 

 

柏崎 6/7 は自然現象

55 事象を類似・随伴事

象に整理後，44 事象と

して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象の評価を実施し

ていることによる相違

及び評価内容の相違 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

立地条件等の相違に

伴う事象想定の考え方

の相違 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，人為

事象の重畳について

は，後述の(3)に記載 
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Ⅲ-1. ほかの自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増

長するケース 

 一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象により変化し，

元の自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ.と同様，単

独事象で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行って

いるため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2. ほかの自然現象の作用により影響が及ぶようになるケー

ス 

 単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組み合わせのみであったが，屋外設備（変圧器，軽油タンク

等）の損傷を想定しても，起因事象としては外部電源喪失，全交

流動力電源喪失であり，新しいシナリオが生じるものではない。 

 

 

 

 

 

(3)人為事象の重畳影響 

 外部人為事象の重畳影響については，添付資料4に示すとおり

自然現象の重畳影響に包絡されると判断した。 

 

 

(4)重畳事象評価のまとめ 

 事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象・人為事象が重畳することにより，単独事象の評価で選

定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現

象・人為事象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスはな

いと判断した。 

 

5. 全体まとめ 

 地震，津波以外の自然現象，人為事象について，事故シーケン

スに至る可能性を検討した結果，内部事象，地震及び津波レベル

1PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに追加

が必要となる事故シーケンスグループはないと判断した。 

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース 

一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象により変化し，

元の自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ．と同様，単

独で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行っている

ため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース 

 

単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組合せのみであったが，屋外設備（外部電源系，海水ポンプ

等）の損傷を想定しても，起因事象としては外部電源喪失，全交

流動力電源喪失及び最終ヒートシンク喪失であり，新しいシナリ

オは生じない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重畳影響評価まとめ 

事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象が重畳することにより，単独事象の評価で特定されたシ

ナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現象の重畳に

より新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断

した。 

 

5. 全体まとめ 

地震，津波以外の自然現象，外部人為事象について，事故シー

ケンスに至る可能性のある起因事象について特定した結果，内部

事象や地震，津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに

対して新たに追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判

Ⅲ-1．他の自然現象の作用により前提条件が変化し，影響が増長

するケース 

 一方の自然現象の前提条件が，他方の自然現象により変化し，

元の自然現象の影響度が大きくなったとしても，Ⅰ．と同様，単

独事象で設計基準を超える事象に対してシナリオ抽出を行って

いるため，新たなシナリオは生じない。 

 

Ⅲ-2．他の自然現象の作用により影響が及ぶようになるケース 

 

 単独事象では影響が及ばない評価であったのに対し，事象が重

畳することにより影響が及ぶようになるものは，降下火砕物と降

水の組合せのみであったが，屋外設備（送受電設備等）の損傷を

想定しても，起因事象としては外部電源喪失であり，新しいシナ

リオは生じない。 

 

 

 

 

 

(3) 人為事象の重畳影響 

 外部人為事象の重畳影響については，添付資料４に示すとおり

自然現象の重畳影響に包含されると判断した。 

 

 

(4) 重畳事象評価のまとめ 

 事故シーケンスの抽出という観点においては，上述のとおり，

自然現象，人為事象が重畳することにより，単独事象の評価で選

定されたシナリオに対し新たなものが生じることはなく，自然現

象，人為事象の重畳により追加すべき新たな事故シーケンスはな

いと判断した。 

 

5. 全体まとめ 

 地震，津波以外の自然現象，人為事象について，事故シーケン

スに至る可能性を検討した結果，内部事象，地震及び津波レベル

１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループに対して新たに

追加が必要となる事故シーケンスグループはないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉のディー

ゼル燃料貯蔵タンクは

地下設置のため，また，

海水ポンプは斜面から

離れているため評価対

象外 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，人為事

象の重畳については，

上記(2)に記載 
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 また，地震，津波を含む，各自然現象の重畳影響についても確

認を実施した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象，地震

及び津波レベル1PRAにて抽出した事故シーケンスグループに対

して新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないと

判断した。 

 

（添付資料） 

 添付資料1-1 各自然現象について考え得る起因事象の抽出 

 

 添付資料1-2 各人為事象について考え得る起因事象の抽出 

 

 

 

 添付資料2-1 設計基準を超える積雪事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-2 設計基準を超える低温（凍結）事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-3 設計基準を超える落雷事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 添付資料2-4 設計基準を超える火山事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 添付資料2-5 設計基準を超える風（台風）事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 添付資料2-6 設計基準を超える竜巻事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

断した。 

また，地震，津波を含む，各自然現象の重畳影響についても確

認を実施した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスに対して新た

に追加すべき事故シーケンスは発生しないものと判断した。 

 

 

補足資料 

補足1 過酷な自然現象により考え得る起因事象等 

 

 

 

 

 

補足1-1 凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-2 積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-3 火山の影響に対する事故シーケンス抽出 

 

補足1-4 竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補足1-5 森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 また，地震，津波を含む各自然現象の重畳影響についても確認

した結果，単独事象での評価と同様に，内部事象，地震及び津波

レベル１ＰＲＡにて抽出した事故シーケンスグループに対して

新たに追加が必要となる事故シーケンスグループはないと判断

した。 

 

（添付資料） 

 添付資料１－１ 各自然現象について考え得る起因事象の 

抽出 

 添付資料１－２ 各人為事象について考え得る起因事象の 

抽出 

 

 

 添付資料２－１ 設計基準を超える竜巻事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－２ 設計基準を超える凍結事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－３ 設計基準を超える積雪事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－４ 設計基準を超える落雷事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 添付資料２－５ 設計基準を超える火山事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料２－６ 設計基準を超える森林火災事象に対する 

        事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，補足 2

に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，風（台

風）について竜巻に包

含される事象として整

理 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，森林

火災について防火帯外
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 添付資料2-7 設計基準を超える降水事象に対する 

       事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料3 自然現象の重畳マトリックス 

 

 添付資料4 外部人為事象に関わる重畳の影響について 

 

以 上 

 

 

 

補足1-6 落雷事象に対する事故シーケンス抽出 

 

 

 

 

 

 

 

補足1-7 起因事象の発生が考えられるその他の自然現象 

    と起因事象発生時の対応 

 

補足2 過酷な外部人為事象により考え得る起因事象等 

 

 

 

補足3 自然現象の重畳確認結果 

 

補足4 外部人為事象に関わる重畳の影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 添付資料２－７ 起因事象の発生が考えられるその他の 

       自然現象と起因事象発生時の対応 

 

 

 

 

 

 添付資料３   自然現象の重畳マトリックス 

 

 添付資料４   外部人為事象に係る重畳の影響について 

 

以上 

 

の送電線が火災により

損傷すると想定 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，降水

による設備に対する影

響は大きくないと整理 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，添付

資料１－２に記載 
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＜
各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
＞
 

 

補
足

1 

過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等
 

 

添
付
資
料
１
－
１
 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
１
／
1
1）

 

 

 

「各自然現象について

考え得る起因事象の抽

出」の相違点は，以下

のとおり 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・プラント固有の設備

に対する影響の相違 

・選定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は自然現象

55 事象を類似・随伴事

象に整理後，44 事象と

して評価しているが，

島根２号炉は自然現象

55 事象の評価を実施し

ていることによる相違

及び評価内容の相違 

（以下，記載は省略） 
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過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
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考
え
得
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起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
２
／
1
1
）
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過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
３
／
1
1
）
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に
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え
得
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等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
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考
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得
る
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因
事
象
の
抽
出
（
４
／
1
1
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現
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得
る
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事
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等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
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起
因
事
象
の
抽
出
（
５
／
1
1
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過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
６
／
1
1
）
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過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
７
／
1
1
）
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過
酷
な
自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
８
／
1
1
）
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過
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現
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考
え
得
る
起
因
事
象
等

 

 

各
自
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現
象
に
つ
い
て
考
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得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
９
／
1
1
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過
酷
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自
然
現
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
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事
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等

 

 

各
自
然
現
象
に
つ
い
て
考
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得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（
10
／
1
1
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（
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／
1
1
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＜
各
人
為
事
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
＞
 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
補
足

2 

過
酷
な
外
部
人
為
事
象
に
よ
り
考
え
得
る
起
因
事
象
等
 

 

 

 
添
付
資
料
１
－
２
 

各
人
為
事
象
に
つ
い
て
考
え
得
る
起
因
事
象
の
抽
出
（

１
／
４
）
 

 

 

「各人為事象について

考え得る起因事象の抽

出」の相違点は，以下の

とおり 

【柏崎 6/7】 

・プラント固有の設備に

対する影響の相違 

・選定事象の相違 

島根２号炉は意図的

な人為事象については

選定していないことに

よる相違 

（以下，記載は省略） 
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添付資料2-6 

 

設計基準を超える竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1)構築物，系統及び機器（以下，設備等）の損傷・機能喪失モ

ードの抽出 

 竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

 ②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 ③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

 ④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

 ⑤竜巻襲来後のガレキ散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

(2)評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置の設備等を評価対象

設備として選定した。ただし，屋内設備については，飛来物の建

屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えら

れるが，個別機器としては特定せず，地上 1階以上かつ原子炉格

納容器外の機器については破損を前提とする。 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋，廃棄物処理建

屋 

＜屋外設備＞ 

・送変電設備，軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送

系 

補足1-4 

 

竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

竜巻事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた

荷重による建屋や設備等の損傷 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取

水口閉塞 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す建屋，屋外及び屋内設置の設備等を評

価対象設備として選定した。ただし，屋内設備については，飛来

物の建屋外壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が

考えられるため，飛来物が直接衝突する壁は損傷し，そのひとつ

内側の壁との間に設置されている設備等を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

添付資料２－１ 

 

設計基準を超える竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 竜巻事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例，国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

 ②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 ③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建物や設備等の損傷 

 ④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

 ⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受け

る可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影

響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定した。 

 具体的には，以下に示す建物及び屋外設置の設備等を評価対象

として選定した。ただし，屋内設備については，飛来物の建物外

壁貫通を考慮すると屋内設備に影響が及ぶ可能性が考えられる

ため，飛来物が直接衝突する壁は損傷し，その一つ内側の壁との

間に設置されている設備等を対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は飛来物

が壁を貫通した際の損

傷範囲を限定したうえ

で，他事象と同様に，

評価対象とする設備を

特定し評価を実施 

付録1-209



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系 

・復水貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気ファン，吸気口等） 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

＜屋内設備＞ 

 

・中央制御室換気系 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備 

・ディーゼル燃料移送ポンプ 

・排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 

・復水貯蔵タンク 

 

 

 

 

 

 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

＜屋内設備＞ 

・原子炉建物付属棟空調換気系 

・中央制御室換気系 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物付属棟空調換気

系は＜屋内設備＞とし

て整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 
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＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

 

・主排気筒 

・非常用ガス処理系 

・復水貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機等の付属設備（排気ファン，吸気口等） 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

＜屋内設備＞ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉建屋ガス処理系 

・ほう酸水注入系 

 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備 

・ディーゼル燃料移送ポンプ 

・排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 

・復水貯蔵タンク 

 

 

 

 

 

 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

＜屋内設備＞ 

・原子炉補機冷却系サージタンク 

・原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 

 

 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系 

・原子炉建物付属棟空調換気系 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物付属棟空調換気

系は＜屋内設備＞とし

て整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉のほう酸

水注入ポンプは壁２枚

以上ある区画に設置 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，非常用

ディーゼル発電機等の

付属設備は＜屋外設備

＞として整理 

 

・設置場所の相違 
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(3)起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，(2)項で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

 シナリオの作成に関しては，「原子力発電所の地震を起因とし

た確率論的安全評価に関する実施基準：2007」（(社)日本原子力

学会）及び地震 PRA の結果から，地震により発生する起因事象を

参照し，竜巻での発生可能性のある起因事象となり得るシナリオ

について検討した。 

 竜巻の影響としては，飛来物の建屋外壁貫通が考えられるもの

の，原子炉建屋等の大規模破損に至ることは考えられないこと，

さらには原子炉格納容器及び原子炉格納容器内の設備まで影響

を及ぼすことは考えられないことから，地震 PRA にて考慮してい

 

 

・中央制御室換気系 

・原子炉建屋給排気隔離弁 

・気体廃棄物処理施設 

・タービン補機冷却系サージタンク 

・タービン及び発電機 

・原子炉補機冷却系及びタービン補機冷却系熱交換器，ポンプ 

・主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

・①及び②にて選定した設備等 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

・取水口 

 

 

 

 

 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室換気系 

・原子炉建物給排気隔離弁 

・気体廃棄物処理設備 

・タービン補機冷却系サージタンク 

・タービン及び発電機 

 

・主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

・①及び②にて選定した建物や設備等 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

・取水口 

 

⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 －（アクセスルート） 

 

 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は他事象

と同様に評価対象設備

を選定し，個々の設備

に対する評価を実施 
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る起因事象のうち，原子炉格納容器の破損，原子炉圧力容器の破

損，LOCA 事象といった建屋・構造物の破損については除外した。 

 

①風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

 建屋及び屋内外設備に対する風荷重及び気圧差荷重により発

生可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

＜建屋＞ 

○原子炉建屋 

 竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

速は 90m/s 程度となるが，原子炉建屋については十分な厚さを有

した鉄筋コンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に

対して設計されていることから，この程度の極めて発生すること

が稀な風荷重に対しても建屋の頑健性は維持されると考えられ

る。また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建屋設計時の

地震荷重よりも小さいため建屋の頑健性は維持されると考えら

れる。 

 ただし，ブローアウトパネルは，建屋内外の差圧により開放す

る。 

 

 

○コントロール建屋及び廃棄物処理建屋 

 原子炉建屋同様，コントロール建屋及び廃棄物処理建屋は十分

な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり，風荷重よりも大きい

地震荷重に対して設計されていることから，この程度の極めて発

生することが稀な風荷重に対しても建屋の頑健性は維持される

と考えられる。また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合

であっても，風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，コント

ロール建屋及び廃棄物処理建屋設計時の地震荷重よりも小さい

ため建屋の頑健性は維持されると考えられる。 

 

 

 

 

○タービン建屋 

 竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

 

 

 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

 

 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋 

原子炉建屋（原子炉棟，付属棟）は十分な厚さを有した鉄筋コ

ンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計

されていることから，極めて発生することが稀な設計基準を超え

る風荷重を想定しても建屋の頑健性は維持されると考えるため，

シナリオの選定は不要である。 

また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建屋設計時の

地震荷重よりも小さく，建屋の頑健性は維持されると考えるた

め，シナリオの選定は不要である。 

ただし，原子炉建屋外側ブローアウトパネルは建屋内外の差圧

による開放に至る場合に「計画外停止」に至るシナリオを選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・タービン建屋 

タービン建屋については，建屋上層部は鉄骨造である。万が

 

 

 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

 建物及び屋内外設備に対する風荷重及び気圧差荷重により発

生可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

＜建物＞ 

○原子炉建物 

 原子炉建物は十分な厚さを有した鉄筋コンクリート造であり，

風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計されており，極めて発

生することが稀な設計基準を超える風荷重を想定しても建物の

頑健性は維持されると考えられることからシナリオの選定は不

要である。 

 また，風荷重に加えて気圧差荷重が作用した場合であっても，

風荷重と気圧差荷重を組み合わせた荷重は，原子炉建物設計時の

地震荷重よりも小さく，建物の頑健性は維持されると考えられる

ことからシナリオの選定は不要である。 

 ただし，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，建物内

外の差圧による開放に至る場合に手動停止に至るシナリオを選

定する。 

 

○制御室建物 

 制御室建物は周囲をより高い建物で囲まれているため，直接風

荷重及び気圧差荷重が作用することは考えられないことからシ

ナリオの選定は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン建物 

 タービン建物上層部が風荷重及び気圧差荷重により破損に至

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所及び記載場

所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の制御室

建物は建物に囲まれて

いるため荷重影響を受

けないと評価 

それに伴い廃棄物処

理建物については，別

途以下に記載 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・評価方法の相違 
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速は 90m/s 程度となり，タービン建屋はこの程度の風荷重及び気

圧差荷重で損傷に至ることはないが，建屋上層部が鉄骨造のた

め，仮にこれを上回る風荷重及び気圧差荷重が生じた場合には破

損に至る可能性が高いと考えられる。その場合の影響範囲として

は，タービンや発電機が想定され，シナリオとしてはタービント

リップが考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備 

 風荷重により送変電設備が損傷した場合，外部電源が喪失す

る。 

 

○軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下，軽

油タンク等という。） 

 

 竜巻の最大風速については，年超過確率評価上，10-7 となる風

速は 90m/s 程度となるが，この程度の風荷重に対しても軽油タン

ク等が損傷に至ることはないものの，仮にこれを上回る風荷重に

対し軽油タンク等が損傷した場合で，かつ送変電設備の損傷によ

り外部電源喪失に至っているとすると，非常用ディーゼル発電設

備（ディタンク）の燃料枯渇により全交流動力電源喪失に至るシ

ナリオが考えられる。 

 

 

 

 

 

一，風荷重及び気圧差荷重による破損に至るような場合に，建

屋最上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び，「非

隔離事象」に至るシナリオ 

また，タービン補機冷却系サージタンクに影響が及び，「タ

ービン・サポート系故障」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

風荷重及び気圧差荷重により超高圧開閉所，特別高圧開閉

所，変圧器又は送電線に影響が及び「外部電源喪失」に至るシ

ナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・主排気筒 

主排気筒は風荷重に対して裕度を持った設計がなされてい

ることから，発生することが極めて稀な設計基準を超える風荷

重を想定しても主排気筒の頑健性は維持されると考えるため，

シナリオの選定は不要である。 

る場合は，影響としてタービンや発電機の破損が想定され，非隔

離事象に至るシナリオ。 

 

 また，タービン補機冷却系サージタンクに影響が及び，タービ

ン・サポート系故障に至るシナリオ。 

 

○廃棄物処理建物 

 原子炉建物同様，廃棄物処理建物は十分な厚さを有した鉄筋コ

ンクリート造であり，風荷重よりも大きい地震荷重に対して設計

されており，極めて発生することが稀な設計基準を超える風荷重

を想定しても建物の頑健性は維持されると考えられることから

シナリオの選定は不要である。また，風荷重に加えて気圧差荷重

が作用した場合であっても同様と考えられることからシナリオ

の選定は不要である。 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 送受電設備が風荷重により損傷した場合に，外部電源喪失に至

るシナリオ。 

 

○ディーゼル燃料移送ポンプ 

 

 

 ディーゼル燃料移送ポンプが気圧差荷重により損傷し，ディー

ゼル発電設備が燃料枯渇により機能喪失した場合に，上記の外部

電源喪失の同時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に至る

シナリオ。 

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 排気筒及び非常用ガス処理系排気管が風荷重により損傷した

場合に，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

・記載場所の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7 は廃棄物処

理建屋についてコント

ロール建屋と合わせて

記載をしているが，評

価内容は同様 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，排気

筒と非常用ガス処理系

排気管をまとめて記載 
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・非常用ガス処理系 

非常用ガス処理系排気筒及び配管は風荷重に対して裕度を

持った設計がなされていることから，発生することが極めて稀

な設計基準を超える風荷重を想定しても非常用ガス処理系排

気筒及び配管の頑健性は維持されると考えるため，シナリオの

選定は不要である。 

 

・復水貯蔵タンク 

風荷重及び気圧差荷重により復水貯蔵タンクが損傷した場

合，補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

風荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷

した場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に外部電

源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に

至るシナリオ 

 

 

・残留熱除去系海水系 

風荷重により残留熱除去系海水系が損傷した場合，残留熱除

去系海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪失」に至る

シナリオ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

風荷重により高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

系が損傷した場合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失による「計

画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

風荷重により非常用ディーゼル発電機用海水系が損傷した

場合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，仮に外部電源喪失

及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪

失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪失」に至る

シナリオ 

・補機冷却系海水系 

風荷重により補機冷却系海水系が損傷した場合，タービン補

機冷却系喪失による「タービン・サポート系故障」に至るシナ

リオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 復水貯蔵タンクが風荷重及び気圧差荷重により損傷した場合

に，復水輸送系の喪失により，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 原子炉補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷した場合に，原

子炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷し

た場合に，高圧炉心スプレイ系が喪失し，手動停止に至るシナリ

オ。 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 タービン補機海水ポンプが気圧差荷重により損傷した場合に，

タービン補機冷却系が喪失し，タービン・サポート系故障に至る

シナリオ。 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，評価

対象設備として，排気

筒と非常用ガス処理系

排気管を想定 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物付属棟空調換気

系は＜屋内設備＞とし

て整理 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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＜屋内設備＞ 

・タービン建屋上層部が風荷重及び気圧差荷重により破損に至っ

た場合，タービンや発電機への影響が想定され，シナリオとして

はタービントリップが考えられる。 

 

 

 

・非常用電気品区域換気空調設備は，原子炉建屋内に設置されて

おり風荷重の影響を直接受けないが，気圧差荷重によりダクト，

ファン，ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の損傷によ

り，非常用ディーゼル発電機室の換気が困難になった場合，非常

用ディーゼル発電機室温度の上昇に伴い，非常用ディーゼル発電

機が機能喪失，交流動力電源喪失に至るシナリオが考えられる。

また，その状況下において，送変電設備の損傷により外部電源喪

失にも至っているとすると，全交流動力電源喪失となる。 

 

 

・中央制御室換気空調設備は，コントロール建屋に設置されてお

り，気圧差荷重によりダクト，ファン，ダンパ等への影響が考え

られる。それら設備の損傷により中央制御室の換気が困難になっ

た場合，中央制御室内の温度が上昇するが，即，中央制御室内の

機器へ影響が及ぶことはなく，また，竜巻の影響は一時的であり

竜巻襲来後の対応は十分可能であるため計測・制御系喪失により

制御不能に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 建屋及び建屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生

可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建屋＞ 

・循環水系 

風荷重により循環水系が損傷した場合，復水器真空度喪失に

よる「隔離事象」に至るシナリオ 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系は，原子炉建屋付属棟内に設置されており風

荷重の影響を受けないが，気圧差荷重によりダクト，ファン，ダ

ンパ等の損傷が考えられる。中央制御室換気系が損傷した場合，

中央制御室換気系が機能喪失し，「計画外停止」に至るシナリオ 

なお，それらの設備の損傷により中央制御室の換気が困難にな

った場合，中央制御室の温度が上昇するが，即，中央制御室の機

器へ影響が及ぶことはなく，また，竜巻の影響は瞬時であり，竜

巻襲来後の対応は十分可能であるため計測・制御系喪失により制

御不能に至るシナリオの選定は不要である。 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

建屋及び屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生可

能性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建屋＞ 

○循環水ポンプ 

 循環水ポンプが風荷重により損傷した場合に，復水器真空度低

により隔離事象に至るシナリオ。 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

○原子炉建物付属棟空調換気系 

 原子炉建物付属棟空調換気系は，原子炉建物内に設置されてお

り風荷重の影響を直接受けないが，気圧差荷重によりダクト，フ

ァン，ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の損傷により，

ディーゼル発電機室の換気が困難になった場合，ディーゼル発電

機室温度の上昇に伴い，ディーゼル発電設備が機能喪失し，さら

に上記の送受電設備損傷による外部電源喪失の同時発生を想定

した場合，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

 

○中央制御室換気系 

 中央制御室換気系は，廃棄物処理建物内に設置されており風荷

重の影響を直接受けないが，気圧差荷重によりダクト，ファン，

ダンパ等の損傷が考えられる。それらの設備の損傷により中央制

御室の換気が困難になった場合，中央制御室内の温度が上昇する

が，即，中央制御室内の機器へ影響が及ぶことはなく，また，竜

巻の影響は一時的であり竜巻襲来後の対応は十分可能であるた

め計装・制御系喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 建物及び建物内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生

する可能性のあるシナリオは以下のとおり。 

 

＜建物＞ 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ター

ビン建物の破損は＜建

物＞に整理 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，非常用

ディーゼル発電機等の

付属機器は＜屋外設備

＞として整理 
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○原子炉建屋，コントロール建屋，タービン建屋 

 飛来物が建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の屋内設備で考慮することとする。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○軽油タンク，非常用ディーゼル発電設備燃料移送系 

 風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物が建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，＜屋内設備＞で選定する。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器，送電線） 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

 

・主排気筒 

飛来物の衝撃荷重により主排気筒が損傷した場合，「隔離事

象」に至るシナリオ 

・非常用ガス処理系 

飛来物の衝撃荷重により非常用ガス処理系排気筒及び配管

が損傷した場合，「計画外停止」に至るシナリオ 

・復水貯蔵タンク 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

 

 

 

 

・残留熱除去系海水系 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・補機冷却系海水系 

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

・循環水系 

○原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 飛来物が建物外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の＜屋内設備＞で考慮することとする。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○ディーゼル燃料移送ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

○循環水ポンプ 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は中央制

御室換気系が廃棄物処

理建物内に設置されて

いるため，評価対象 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物付属棟空調換気

系は＜屋内設備＞とし

て整理 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

付録1-217



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

＜屋内設備＞ 

 

・原子炉建屋最上階に設置している原子炉補機冷却水系のサージ

タンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失し

た場合，原子炉補機冷却水系が喪失し，最終ヒートシンク喪失に

至る可能性があるが，原子炉補機冷却水系のサージタンクは，多

重化されていることに加えて分散配置されているため原子炉補

機冷却水系のサージタンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突

して全数機能喪失する確率は極低頻度であること，さらには，竜

巻の襲来確率が極低頻度であることを考慮すると，原子炉補機冷

却水系が喪失するのは 10-7/年より小さくなることから，最終ヒー

トシンク喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋 3階に設置している非常用ディーゼル発電設備ディ

タンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失し

た場合で，かつ送変電設備の損傷により外部電源喪失に至ってい

るとすると，非常用ディーゼル発電設備（ディタンク）の燃料枯

渇により全交流動力電源喪失に至るシナリオが考えられるが，原

子炉建屋 3階の非常用ディーゼル発電設備ディタンク室のコンク

リート外壁の厚さは 70cm であり，飛来物の衝突に対して貫通を

避けるための十分な厚さであるため，貫通することはないと考え

られる。したがって，飛来物による非常用ディーゼル発電設備（デ

ィタンク）の損傷は考慮不要とする。 

 

・原子炉建屋 1 階に設置している非常用ディーゼル発電設備に建

屋扉を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失した場合や 3階に

設置している非常用ディーゼル発電設備室空調給気口に飛来物

風荷重により発生可能性のあるシナリオと同様 

 

＜屋内設備＞ 

 

原子炉建屋原子炉棟に設置している原子炉補機冷却系サージ

タンクに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場

合，「隔離事象」に至るシナリオ，原子炉建屋ガス処理系に建屋

外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停

止」に至るシナリオ，ほう酸水注入系に建屋外壁を貫通した飛来

物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」に至るシナリオ，

可燃性ガス濃度制御系に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して

機能喪失した場合，「計画外停止」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ①の風荷重等により発生可能性のあるシナリオと同様。 

 

＜屋内設備＞ 

○原子炉補機冷却系サージタンク 

 原子炉建物に設置している原子炉補機冷却系サージタンクに

建物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，原子炉補機冷却系

が機能喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

○可燃性ガス濃度制御系 

 原子炉建物に設置している可燃性ガス濃度制御系に建物外壁

を貫通した飛来物が衝突した場合に，手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

○原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 原子炉建物に設置している原子炉補機冷却水ポンプ又は熱交

換器に建物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，原子炉補機

冷却系が機能喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオが考えられ

るが，原子炉補機冷却水ポンプ及び熱交換器は多重化されている

ことに加え分散配置が図られているため，同時に２系統が機能喪

失する可能性は低いことから，補機冷却系喪失に至るシナリオは

考慮不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉建物付属棟空調換気系 

 原子炉建物付属棟空調換気系は，原子炉建物内に設置されてお

り飛来物の影響を直接受けないが，外気取入口に飛来物が衝突し

て閉塞することが考えられる。それらの設備の損傷により，ディ

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子

炉補機冷却系サージタ

ンクは影響を受けるお

それがあるものと想定 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

補機冷却水ポンプは地

上設置のため，評価対

象 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，非常用

ディーゼル発電機等の
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が衝突して閉塞し，全数機能喪失した場合で，かつ送変電設備の

損傷により外部電源喪失に至っているとすると，全交流動力電源

喪失に至るシナリオが考えられる。しかし，非常用ディーゼル発

電設備及び空調給気口は多重化されていることに加えて分散配

置されているため，非常用ディーゼル発電設備が全数機能喪失す

る確率は極低頻度であること，さらには，竜巻の襲来確率が極低

頻度であることを考慮すると，非常用ディーゼル発電設備の機能

が喪失するのは 10-7/年より小さくなることから，全交流動力電源

喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

・コントロール建屋最上階に設置している中央制御室内の計測・

制御設備に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して安全系設備の

制御に関わる設備が全数機能喪失した場合，計測制御系機能喪失

に至るシナリオが考えられるが，飛来物の衝突により安全系設備

の制御に関わる設備が全数機能喪失するのは，極低頻度であると

考えられることから飛来物による計測制御系機能喪失シナリオ

は考慮不要とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋付属棟に設置している中央制御室換気系に建屋外

壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」

に至るシナリオ，原子炉建屋給気隔離弁に建屋外壁を貫通した飛

来物が衝突して機能喪失した場合，「計画外停止」に至るシナリ

オ 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）に設置している気体廃棄物

処理施設に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した

場合，「隔離事象」に至るシナリオ，原子炉建屋排気隔離弁に建

屋外壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「隔離事

ーゼル発電機室の換気が困難になった場合，ディーゼル発電機室

温度の上昇に伴い，ディーゼル発電設備が機能喪失し，さらに同

時に上記の送受電設備の損傷が発生した場合に全交流動力電源

喪失に至るシナリオが考えられるが，ディーゼル発電機室外気取

入口は多重化されていることに加え分散配置されているため，デ

ィーゼル発電設備が全数機能喪失する可能性は低いことから，全

交流動力電源喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

 

 

○中央制御室 

 制御室建物は周囲をより高い建物で囲まれているため，直接飛

来物が衝突することは考えられないことからシナリオの選定は

不要である。 

 

 

 

 

○中央制御室換気系 

 中央制御室換気系は，廃棄物処理建物内に設置されており飛来

物の影響を直接受けないが，外気取入口に飛来物が衝突して閉塞

することが考えられる。それらの設備の損傷により，中央制御室

の換気が困難になった場合，中央制御室温度が上昇するが，即，

中央制御室内の機器に影響が及ぶことはなく，また，竜巻の影響

は一時的であり竜巻襲来後の対応は十分可能であるため計装・制

御系喪失に至るシナリオは考慮不要とする。 

 

○原子炉建物給排気隔離弁 

 原子炉建物に設置している原子炉建物給排気隔離弁に建物外

壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，手動停止に至るシナリ

オ。 

○気体廃棄物処理設備 

 廃棄物処理建物に設置している気体廃棄物処理設備に建物外

壁を貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合に，手動停止に

至るシナリオ。 

 

付属機器は＜屋外設備

＞として整理 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は評価に

年超過確率は用いてい

ない 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の制御室

建物は建物に囲まれて

いるため，荷重影響を

受けないと評価 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，空調

の喪失による中央制御

室の温度上による計

装・制御系喪失を想定

のうえ，シナリオの考

慮は不要と整理 
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・タービン建屋 2階に設置しているタービンや発電機に建屋外壁

を貫通した飛来物が衝突した場合のシナリオとしては，タービン

トリップが考えられる。 

 

 

 

 

・タービン建屋地下 1階から 1階にある循環水ポンプの 1階部分

に建屋外壁を貫通した飛来物が衝突して全数機能喪失した場合，

復水器の真空度が低下し，出力低下又は手動停止に至る。 

 ただし，上記シナリオのうち，タービントリップ以外は，飛来

物発生の要因である大規模竜巻の発生頻度が極低頻度であり，さ

らに飛来物が発生し建屋へ衝突，壁を貫通する可能性，壁を貫通

したとしてもそれにより屋内設備が機能喪失に至る可能性を考

慮すると，発生可能性は極めて小さい。加えて，安全系に関わる

設備（原子炉補機冷却水系，非常用ディーゼル発電設備ディタン

ク等）は多重化されており，複数区分の設備が同時に損傷に至ら

ない限り上述の起因事象には至らないことから，極めて稀な事象

であり詳細評価不要と判断した。 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建屋や設備等の損傷 

 建屋及び屋内外設備に対する組み合わせ荷重により発生可能

性のあるシナリオについては，①，②に包絡される。 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 竜巻により資機材，車両等が飛散して取水口周辺の海に入り取

水を閉塞させた場合，原子炉補機冷却海水ポンプの取水ができな

くなり最終ヒートシンク喪失に至るシナリオが考えられるが，取

水口を閉塞させる程の資機材や車両等の飛散は考えられないこ

象」に至るシナリオ 

 

タービン建屋に設置しているタービンや発電機に建屋外壁を

貫通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「非隔離事象」に

至るシナリオ，タービン補機冷却系サージタンクに建屋外壁を貫

通した飛来物が衝突して機能喪失した場合，「タービン・サポー

ト系故障」に至るシナリオ，原子炉補機冷却系熱交換器又はポン

プに建屋外壁を貫通した飛来物が衝突した場合，「隔離事象」に

至るシナリオ，タービン補機冷却系熱交換器又はポンプに建屋外

壁を貫通した飛来物が衝突した場合，「タービン・サポート系故

障」に至るシナリオ，主蒸気管に建屋外壁を貫通した飛来物が衝

突した場合，「隔離事象」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性の

あるシナリオについては，①，②に包絡される。 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

竜巻により飛散した資機材，車両等が取水口周辺の海に入り取

水口を閉塞させる可能性があるが，取水口は呑み口が広く，閉塞

させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから考

慮不要とする。 

 

○タービン補機冷却系サージタンク 

 タービン建物に設置しているタービン補機冷却系サージタン

クに建物外壁を貫通した飛来物が衝突した場合に，タービン補機

冷却系が機能喪失し，タービン・サポート系故障に至るシナリオ。 

○タービン及び発電機 

 タービン建物に設置しているタービン又は発電機に建物外壁

を貫通した飛来物が衝突した場合に，タービン又は発電機が機能

喪失し，非隔離事象に至るシナリオ。 

○主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 タービン建物に設置している主蒸気管に建物外壁を貫通した

飛来物が衝突した場合に，隔離事象に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

 建物及び屋内外設備に対する組合せ荷重により発生可能性の

あるシナリオについては，①，②に包含される。 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 竜巻により資機材，車両等が飛散して取水口周辺の海に入り取

水口を閉塞させた場合，原子炉補機海水ポンプの取水ができなく

なり補機冷却系喪失に至るシナリオが考えられるが，取水口を閉

塞させるほどの資機材や車両等の飛散は考えられないことから

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は 1.(4)

で選定しないと整理 
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とから考慮不要とする。 

 

⑤竜巻襲来後のガレキ散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 竜巻襲来後のガレキ散乱により屋外現場へのアクセス性や屋

外での作業性に影響が及ぶ可能性があるものの，設計基準事故対

処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外現場対

応はなく，仮にアクセス性や屋外作業へ影響がおよんだ場合であ

っても問題はない。 

 

 そのため上記①～④の影響評価の結果として，可搬型代替交流

電源設備の接続といった屋外での作業が必要となるケースが確

認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

(4)起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える風荷重，

気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象

発生可能性評価）を実施し，事故シーケンスグループ抽出に当た

って考慮すべき起因事象の特定を行った。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

 

 

 

 

 

 タービン建屋上層部は鉄骨造であり年超過確率評価上 10-7とな

る風速 90m/s 程度を超える竜巻の風荷重及び気圧差荷重が建屋

に作用した場合，建屋が損傷してタービン，発電機に影響を及ぼ

す可能性は否定できないため，タービン建屋損傷に伴うタービン

トリップについては考慮すべきシナリオとして選定するが，運転

時の内部事象，地震及び津波レベル 1PRA でも考慮しているもの

であり追加のシナリオではない。なお，原子炉建屋及びコントロ

ール建屋については，鉄筋コンクリート造であり，風荷重よりも

大きい地震荷重に対して設計されており，年超過確率評価上 10-7

となる風速 90m/s程度を超える竜巻の風荷重及び気圧差荷重が作

用した場合であっても大規模損傷に至らないことから風荷重及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて，想定を超える風荷重，気

圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重に対しての裕度評価（起因事象発

生可能性評価）を実施し，事故シーケンスグループ抽出に当たっ

て考慮すべき起因事象の特定を行った。 

① 風荷重及び気圧差荷重による建屋や設備等の損傷 

＜建屋＞ 

 

建屋内外差圧の発生に伴う原子炉建屋外側ブローアウトパネ

ルの開放による計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起

因事象として特定する。 

 

タービン建屋上層部は鉄骨造であり，風荷重に対して設計上の

配慮はなされているものの，想定を超える風荷重が建屋に作用し

た場合，建屋が損傷してタービン，発電機及びタービン補機冷却

系サージタンクに影響を及ぼす可能性は否定できず，タービン建

屋損傷に伴う非隔離事象，タービン・サポート系故障に至るシナ

リオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

考慮不要とする。 

 

⑤竜巻襲来後のがれき散乱によるアクセス性や作業性の悪化 

 竜巻襲来後のがれき散乱により屋外現場へのアクセス性や屋

外での作業性に影響を及ぼす可能性があるものの，設計基準事故

対処設備のみで対応可能なシナリオであれば基本的に屋外での

現場対応はなく，仮にアクセス性や屋外での作業性へ影響が及ん

だ場合であっても構内の道路又はアクセスルートについては，が

れき撤去を行うことから問題はない。 

 そのため上記①～④の影響評価の結果として，可搬型重大事故

等対処設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが

確認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える竜巻事象

に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行った。 

①風荷重及び気圧差荷重による建物や設備等の損傷 

＜建物＞ 

○原子炉建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 建物内外差圧の発生に伴う原子炉建物燃料取替階ブローアウ

トパネルの開放による手動停止に至るシナリオは考えられるた

め，起因事象として選定する。 

○タービン建物 

 想定を超える風荷重がタービン建物に作用した場合，建物が損

傷してタービン，発電機又はタービン補機冷却系サージタンクに

影響を及ぼす可能性は否定できないため，タービンや発電機の機

能喪失による非隔離事象，タービン補機冷却系の機能喪失による

タービン・サポート系故障は考慮すべき起因事象として選定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は原子炉

建物及び制御室建物に

ついては，(3)において
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び気圧差荷重による建屋損傷シナリオは考慮不要としている。 

 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備損傷に伴う外部電源喪失 

 風荷重に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準

を超える風荷重及び気圧差荷重に対して送変電設備の損傷を否

定できないため，送変電設備の損傷に伴う外部電源喪失について

は考慮すべきシナリオとして選定する。 

 

○軽油タンク等損傷に伴う全交流動力電源喪失 

 仮に軽油タンク等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を想

定すると全交流動力電源喪失に至るが，軽油タンク等は，年超過

確率評価上 10-7となる風速 90m/s程度を超える竜巻の風荷重及び

気圧差荷重が作用した場合であっても損傷に至らないことから，

起因事象としての発生頻度は十分小さく詳細評価は不要と判断

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

外部電源系が損傷した場合，風荷重に対して設計上の配慮はな

されているものの，想定を超える風荷重に対しては発生を否定で

きず，外部電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考

えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

復水貯蔵タンクが損傷した場合，補給水系が喪失し，計画外停

止に至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損傷した場合，非常用

ディーゼル発電機等の機能喪失，また，外部電源喪失の同時発生

による全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起

因事象として特定する。 

 

 

 

 

残留熱除去系海水系が損傷した場合，残留熱除去系の機能喪失

による最終ヒートシンク喪失に至るシナリオは考えられるため，

 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 想定を超える風荷重に対して送受電設備の損傷を否定できな

いため，送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失は考慮すべき起因

事象として選定する。 

 

 

○ディーゼル燃料移送ポンプ 

 想定を超える風荷重及び気圧差荷重に対しディーゼル燃料移

送ポンプの損傷，かつ外部電源喪失の同時発生を否定できないた

め，全交流動力電源喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 想定を超える風荷重に対して排気筒及び非常用ガス処理系排

気管の損傷を否定できないため，排気筒及び非常用ガス処理系排

気管の損傷に伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定す

る。 

 

○復水貯蔵タンク 

 想定を超える風荷重に対して復水貯蔵タンクの損傷を否定で

きないため，復水輸送系の喪失に伴う手動停止は考慮すべき起因

事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対して原子炉補機海水ポンプの損

傷を否定できないため，原子炉補機冷却系の機能喪失に伴う補機

シナリオの選定は不要

と整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所及び評価方

法の相違 

【柏崎 6/7】 

②，⑤の相違 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，想定

を超える風荷重により

損傷することを想定 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，原子

炉建物付属棟空調換気

系は＜屋内設備＞とし

て整理 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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＜屋内設備＞ 

○タービン建屋の損傷によりタービンや発電機に影響を及ぼす

ことによるタービントリップ 

 先述のとおり，タービン建屋損傷によりタービンや発電機に影

響を及ぼす可能性は否定できないため，タービン建屋損傷に伴う

タービントリップについては考慮すべきシナリオとして選定す

るが，運転時の内部事象，地震及び津波レベル 1PRA でも考慮し

ているものであり追加のシナリオではない。 

○換気空調系損傷に伴う全交流動力電源喪失 

 換気空調系（非常用ディーゼル発電機電気品区域換気空調系，

海水熱交換器区域換気空調系）のうち，気圧差の影響を受けやす

いダクトについては，設計を超える荷重が作用した場合変形する

可能性があり，一定の風量を確保することが困難になる可能性が

あるため，換気空調系の損傷に伴う非常用ディーゼル発電機の機

能喪失（外部電源喪失状況下においては全交流動力電源喪失）が

シナリオとしては考えられる。しかし，内部事象レベル 1PRA で

も考慮しており追加のシナリオではない。 

起因事象として特定する。 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系が損傷した場

合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失による計画外停止に至るシナ

リオは考えられるため，起因事象として特定する。 

非常用ディーゼル発電機用海水系が損傷した場合，非常用ディ

ーゼル発電機の機能喪失，また，外部電源喪失及び高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失の同時発生による

全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起因事象

として特定する。 

 

補機冷却系海水系が損傷した場合，タービン補機冷却系喪失に

よるタービン・サポート系故障に至るシナリオは考えられるた

め，起因事象として特定する。 

 

循環水系が損傷した場合，復水器真空度喪失に伴う隔離事象に

至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

＜屋内設備＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

冷却系喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対し高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプの損傷を否定できないため，高圧炉心スプレイ系の機能喪失

に伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 想定を超える気圧差荷重に対しタービン補機海水ポンプの損

傷を否定できないため，タービン補機冷却系の機能喪失に伴うタ

ービン・サポート故障は考慮すべき起因事象として選定する。 

○循環水ポンプ 

 想定を超える風荷重に対し循環水ポンプの損傷を否定できな

いため，復水器真空度低による隔離事象は考慮すべき起因事象と

して選定する。 

 

＜屋内設備＞ 

○タービン及び発電機 

 先述のとおり，タービン建物損傷によりタービンや発電機に影

響を及ぼす可能性は否定できないため，タービン建物損傷に伴う

非隔離事象は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

○原子炉建物付属棟空調換気系 

 想定を超える気圧差荷重に対し原子炉建物付属棟空調換気系

のダクト等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を否定できな

いため，全交流動力電源喪失は考慮すべき起因事象として選定す

る。 
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②建屋や建屋内外設備に対する飛来物の衝撃荷重により発生す

る可能性のあるシナリオ 

＜建屋＞ 

 

 原子炉建屋，コントロール建屋及びタービン建屋は，飛来物が

建屋外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影響を及ぼす

が，発生可能性のあるシナリオは，後述の屋内設備で考慮するこ

ととする。 

＜屋外設備＞ 

○送変電設備損傷に伴う外部電源喪失 

 飛来物の衝撃荷重に対して発生を否定できないため，送変電設

備の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオと

して選定するが，運転時の内部事象，地震及び津波レベル 1PRA

でも考慮しているものであり追加のシナリオではない。 

○軽油タンク等損傷に伴う全交流動力電源喪失 

 仮に軽油タンク等が損傷し，かつ外部電源喪失の同時発生を想

定すると全交流動力電源喪失に至るが，全交流動力電源喪失は運

転時の内部事象，地震及び津波レベル 1PRA でも考慮しているも

のであり追加のシナリオではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央制御室換気系が損傷した場合，中央制御室換気系が機能喪

失し，計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起因事象と

して特定する。 

 

② 飛来物の衝撃荷重による建屋や設備等の損傷 

 

＜建屋＞ 

 

原子炉建屋，タービン建屋は，飛来物が建屋を貫通することに

より，屋内設備に波及的影響を及ぼすが，＜屋内設備＞として起

因事象を特定する。 

 

＜屋外設備＞ 

 

外部電源系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に外部

電源系の損傷に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられる

ため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主排気筒が飛来物により損傷した場合，気体廃棄物処理系の機

能喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため，起因事

象として特定する。 

非常用ガス処理系排気筒及び配管が飛来物により損傷した場

合，非常用ガス処理系の機能喪失による計画外停止に至るシナリ

オは考えられるため，起因事象として特定する。 

○中央制御室換気系 

 上記(3)①のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，想定するシナリオはない。 

 

 

②飛来物の衝撃荷重による建物や設備等の損傷 

 

＜建物＞ 

○原子炉建物，タービン建物，廃棄物処理建物，制御室建物 

 飛来物が建物外壁を貫通することにより，屋内設備に波及的影

響を及ぼすことが考えられるが，発生可能性のあるシナリオにつ

いては，後述の＜屋内設備＞で考慮することとする。 

 

＜屋外設備＞ 

○送受電設備 

 飛来物の衝撃荷重に対して送受電設備の損傷を否定できない

ため，送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失は考慮すべき起因事

象として選定する。 

 

○ディーゼル燃料移送ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対してディーゼル燃料移送ポンプが損傷

し，かつ外部電源喪失の同時発生を否定できないため，全交流動

力電源喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

○排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。） 

 飛来物の衝撃荷重に対して排気筒及び非常用ガス処理系排気

管の損傷を否定できないため，排気筒及び非常用ガス処理系排気

管の損傷に伴う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，内部

事象ＰＲＡ等との比較

については 2.に記載 
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＜屋内設備＞ 

 

 

復水貯蔵タンクが飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に

補給水系が喪失し，計画外停止に至るシナリオは考えられるた

め，起因事象として特定する。 

非常用ディーゼル発電機等の付属機器が飛来物により損傷し

た場合，(4)①と同様に非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，

また，外部電源喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至る

シナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

残留熱除去系海水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同

様に残留熱除去系の機能喪失による最終ヒートシンク喪失に至

るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系が飛来物によ

り損傷した場合，(4)①と同様に高圧炉心スプレイ系の機能喪失

による計画外停止に至るシナリオは考えられるため，起因事象と

して特定する。 

非常用ディーゼル発電機用海水系が飛来物により損傷した場

合，(4)①と同様に非常用ディーゼル発電機の機能喪失，また，

外部電源喪失及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水

系の機能喪失の同時発生による全交流動力電源喪失に至るシナ

リオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

補機冷却系海水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様

にタービン補機冷却系喪失によるタービン・サポート系故障に至

るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

循環水系が飛来物により損傷した場合，(4)①と同様に復水器

真空度喪失に伴う隔離事象に至るシナリオは考えられるため，起

因事象として特定する。 

 

 

＜屋内設備＞ 

飛来物が原子炉建屋へ衝突し，貫通した場合，屋内設備の損傷

○復水貯蔵タンク 

 飛来物の衝撃荷重に対して復水貯蔵タンクの損傷を否定でき

ないため，復水輸送系の喪失に伴う手動停止は考慮すべき起因事

象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して原子炉補機海水ポンプの損傷を否

定できないため，原子炉補機冷却系の機能喪失に伴う補機冷却系

喪失は考慮すべき起因事象として選定する。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ

の損傷を否定できないため，高圧炉心スプレイ系の機能喪失に伴

う手動停止は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対してタービン補機海水ポンプの損傷を

否定できないため，タービン補機冷却系の機能喪失に伴うタービ

ン・サポート故障は考慮すべき起因事象として選定する。 

○循環水ポンプ 

 飛来物の衝撃荷重に対して循環水ポンプの損傷を否定できな

いため，復水器真空度低による隔離事象は考慮すべき起因事象と

して選定する。 

 

 

＜屋内設備＞ 

○原子炉補機冷却系サージタンク 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

東海第二は，非常用

ディーゼル発電機等の

付属機器は＜屋外設備

＞として整理 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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○飛来物がタービンや発電機に衝突することに伴うタービント

リップ 

 タービン建屋上層部は鉄骨造であり，外壁については，原子炉

建屋やコントロール建屋に比べて強度が低い材質であるため飛

来物の貫通リスクが高く，タービン建屋 2 階に設置しているター

ビンや発電機に飛来物が衝突する可能性は否定できないため，飛

来物がタービンや発電機に衝突することに伴うタービントリッ

プについては考慮すべきシナリオとして選定するが，運転時の内

の可能性を否定できないことから，原子炉補機冷却系の機能喪失

に伴う隔離事象，原子炉建屋ガス処理系の機能喪失に伴う計画外

停止，ほう酸水注入系の機能喪失に伴う計画外停止，可燃性ガス

濃度制御系の機能喪失に伴う計画外停止，中央制御室換気系の機

能喪失に伴う計画外停止，原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に

伴う計画外停止，気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象に

至るシナリオは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

飛来物がタービン建屋へ衝突，貫通した場合，(4)①と同様に

タービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象，タービン補機冷却系

の損傷に伴うタービン・サポート系故障，原子炉補機冷却系の損

傷に伴う隔離事象，主蒸気管の損傷に伴う隔離事象に至るシナリ

オは考えられるため，起因事象として特定する。 

 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると原子炉

補機冷却系サージタンクの損傷を否定できないため，原子炉補機

冷却系の機能喪失に伴う補機冷却喪失は考慮すべき起因事象と

して選定する。 

○可燃性ガス濃度制御系 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると可燃性

ガス濃度制御系の損傷を否定できないため，手動停止は考慮すべ

き起因事象として選定する。 

○原子炉補機冷却水ポンプ，熱交換器 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

○原子炉建物付属棟空調換気系 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

○中央制御室 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

○中央制御室換気系 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

○原子炉建物給排気隔離弁 

 原子炉建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると原子炉

建物給排気隔離弁の損傷を否定できないため，手動停止は考慮す

べき起因事象として選定する。 

○気体廃棄物処理設備 

 廃棄物処理建物外壁を飛来物が貫通することを想定すると気

体廃棄物処理設備の損傷は否定できないため，手動停止は考慮す

べき起因事象として選定する。 

○タービン及び発電機 

 

 タービン建物外壁を飛来物が貫通することを想定するとター

ビンや発電機の損傷を否定できないため，非隔離事象は考慮すべ

き起因事象として選定する。 

○タービン補機冷却系サージタンク 

 タービン建物外壁を飛来物が貫通することを想定するとター

ビン補機冷却系サージタンクの損傷を否定できないため，タービ

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

上記(3)②の相違理

由と同様 
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部事象，地震及び津波レベル 1PRA でも考慮しているものであり

追加のシナリオではない。 

○循環水ポンプが飛来物の衝突により損傷し，復水器の真空度が

低下することに伴い出力低下又は手動停止 

 タービン建屋の循環水ポンプエリアの外壁には，開口部（ルー

バ）があるため飛来物の侵入リスクが高く，循環水ポンプに飛来

物が衝突し，循環水ポンプが損傷する可能性がある。その場合の

影響としては，復水器真空度低下に伴う出力低下又は手動停止等

の措置が考えられるが，運転時の内部事象，地震及び津波レベル

1PRAでも考慮しているものであり追加のシナリオではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 炉心損傷事故シーケンスの特定 

 1．(3)項にて起因事象となり得るシナリオを以下のとおり選定

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○風荷重及び気圧差荷重によるタービン建屋損傷又は，飛来物が

建屋外壁を貫通し，タービンや発電機に衝突することに伴いター

ビントリップに至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷

重による建屋や設備等の損傷 

(3)③のとおり，建屋及び屋内外設備に対する組合せ荷重によ

り発生可能性のあるシナリオについては，①，②に包絡されるた

め，起因事象として特定不要であると判断した。 

 

④ 竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水

口閉塞 

(3)④のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

起因事象として特定しない。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

1.にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起

因事象として以下を選定した。 

・原子炉建屋外側ブローアウトパネルの開放に伴う計画外停止 

・原子炉補機冷却系の損傷に伴う隔離事象 

・原子炉建屋ガス処理系の損傷に伴う計画外停止 

・ほう酸水注入系の損傷に伴う計画外停止 

・可燃性ガス濃度制御系の損傷に伴う計画外停止 

・中央制御室換気系の機能喪失に伴う計画外停止 

・原子炉建屋給排気隔離弁の機能喪失に伴う計画外停止 

・気体廃棄物処理系の機能喪失に伴う隔離事象 

・タービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象 

 

 

・タービン補機冷却系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

ン補機冷却系の機能喪失に伴うタービン・サポート系故障は考慮

すべき起因事象として選定する。 

○主蒸気管（主蒸気隔離弁以降の配管） 

 タービン建物を飛来物が貫通することを想定すると主蒸気管

（主蒸気隔離弁以降の配管）の損傷を否定できないため，隔離事

象は考慮すべき起因事象として選定する。 

 

 

 

 

③風荷重，気圧差荷重及び飛来物の衝撃荷重を組み合わせた荷重

による建物や設備等の損傷 

 上記(3)③のとおり，建物及び屋内外設備に対する組合せ荷重

により発生可能性のあるシナリオについては，①，②に包含され

るため，起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

④竜巻により取水口周辺の海に飛散した資機材等による取水口

閉塞 

 上記(3)④のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える竜巻事象に対し発生可能性のある起

因事象として以下のとおり選定した。 

・原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルの開放に伴う手動停

止 

 

 

・可燃性ガス濃度制御系の機能喪失に伴う手動停止 

 

・原子炉建物給排気隔離弁の損傷に伴う手動停止 

・気体廃棄物処理設備の損傷に伴う手動停止 

・タービン，発電機の損傷に伴う非隔離事象 

 

 

・タービン補機海水ポンプ又はタービン補機冷却系サージタンク

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

1.の相違理由と同様 
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○送変電設備損傷に伴い外部電源喪失に至るシナリオ 

 

 

 

○軽油タンク等が損傷，かつ外部電源喪失している状況下におい

て，非常用ディーゼル発電設備の燃料枯渇により，全交流動力電

源喪失に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○循環水ポンプが飛来物の衝突により損傷し，復水器の真空度が

低下することに伴い出力低下又は手動停止に至るシナリオ 

 

 上記シナリオについては，運転時の内部事象，地震及び津波レ

ベル 1PRAにて考慮しており追加のシナリオはない。 

 

 また，上記シナリオのうち，全交流動力電源喪失シナリオは，

軽油タンク等の損傷可能性（年超過確率10-7未満）を考慮すると，

発生自体が非常に稀な事象であることから起因事象としてはタ

ービントリップと外部電源喪失のみを考慮すればよく，原子炉建

屋及びコントロール建屋，軽油タンク等の損傷可能性及び飛来物

の建屋貫通による屋内設備の損傷可能性を踏まえると，これら起

因事象から有意な影響のある炉心損傷事故シーケンスは生じな

いと判断した。 

以 上 

 

 

・主蒸気系の損傷に伴う隔離事象 

・送電線の損傷に伴う外部電源喪失 

・主排気筒の損傷に伴う隔離事象 

 

・復水貯蔵タンクの損傷に伴う計画外停止 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器の損傷，かつ外部電源喪

失の同時発生に伴う全交流動力電源喪失 

 

・残留熱除去系海水系の損傷に伴う最終ヒートシンク喪失 

 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の損傷に伴う計

画外停止 

・非常用ディーゼル発電機用海水系の損傷，かつ外部電源喪失及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の損傷の同

時発生に伴う全交流動力電源喪失 

・補機冷却系海水系の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

 

・循環水系の損傷に伴う隔離事象 

 

 

上記起因事象については，いずれも運転時の内部事象や地震，

津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新し

い事故シーケンスではない。 

よって，竜巻を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは新たに生じないと判断した。 

の損傷に伴うタービン・サポート系故障 

・主蒸気系（主蒸気隔離弁以降の配管）の損傷に伴う隔離事象 

・送受電設備の損傷に伴う外部電源喪失 

・排気筒（非常用ガス処理系排気管を含む。）の損傷に伴う手動

停止 

・復水貯蔵タンクの損傷に伴う手動停止 

・ディーゼル燃料移送ポンプの損傷又は原子炉建物付属棟空調換

気系の損傷，かつ外部電源喪失の同時発生に伴う全交流動力電源

喪失 

・原子炉補機海水ポンプ又は原子炉補機冷却系サージタンクの損

傷に伴う補機冷却系喪失 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプの損傷に伴う手動停止 

 

 

 

 

 

 

・循環水ポンプの損傷に伴う隔離事象 

 

 

 上記起因事象については，いずれも運転時の内部事象，地震及

び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき新

しい事故シーケンスではない。 

 よって，竜巻事象を起因とする有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは新たに生じないと判断した。 
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添付資料2-2 

 

設計基準を超える低温（凍結）事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1)構築物，系統及び機器（以下，設備等）の損傷・機能喪失モ

ードの抽出 

 柏崎刈羽原子力発電所の立地環境，国外の評価事例や国内で発

生したトラブル事例等から低温に対する発電所への影響を調査

し，その結果，以下のとおり機能喪失モードを抽出した。 

 ①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 ②ヒートシンク（海水）の凍結 

 ③着氷による送電線の相間短絡 

 

(2)評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける

可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響

を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

（屋外設備） 

・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下，

軽油タンク等） 

 

 

 

・取水設備（海水） 

 

・送変電設備 

 

(3)起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナ

リオを選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 

補足1-1 

 

凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

低温事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク及び非常用ディーゼル発電機等の燃料移送系

（以下「軽油貯蔵タンク等」という。） 

・復水貯蔵タンク及び付属配管（以下「復水貯蔵タンク等」と

いう。） 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

・取水設備（海水） 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

・送電線 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク等の凍結 

添付資料２－２ 

 

設計基準を超える凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 凍結事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 ②ヒートシンク（海水）の凍結 

 ③着氷による送受電設備の相間短絡 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受け

る可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影

響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定した。 

 具体的には，以下に示す屋外設置の設備等を評価対象設備とし

て選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル発電機燃料移送系配

管（以下「燃料貯蔵タンク等」という。） 

・復水貯蔵タンク及び附属配管（以下「復水貯蔵タンク等」とい

う。） 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

・取水設備（海水） 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

・送受電設備 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

◯燃料貯蔵タンク等 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，他事

象の記載と統一 
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 低温によって軽油タンク等内の軽油が凍結するとともに，以下

③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては，非常用

ディーゼル発電設備（ディタンク）の燃料枯渇により，全交流動

力電源喪失に至る。 

 

 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

 

 低温によって柏崎刈羽原子力発電所周辺の海水が凍結するこ

とは起こり得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失モード

は考慮しない。 

 

③着氷による送電線の相間短絡 

 送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源が喪失するシナリオ 

 

 

(4)起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える低温事象

に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行った。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

 

 低温に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える低温事象に対しては発生を否定できないため，軽油タンク

等内の軽油の凍結を想定した場合，外部電源喪失の同時発生時に

おいては，非常用ディーゼル発電設備（ディタンク）の燃料枯渇

により全交流動力電源喪失に至るシナリオは考えられる。 

 

 

 

 

 ただし，軽油タンク等内の軽油は，流動点の低い特 3号軽油へ

低温によって軽油貯蔵タンク等の軽油が凍結するとともに，

以下③に示す外部電源喪失が発生している状況下においては，

非常用ディーゼル発電機等のデイタンクの燃料枯渇により「全

交流動力電源喪失」に至るシナリオ 

・復水貯蔵タンク等の凍結 

低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合，補

給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリオ 

 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

 

低温によって東海第二発電所周辺の海水が凍結することは起

こり得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失モードについ

ては考慮しない。 

 

③着氷による送電線の相間短絡 

・送電線の地絡，短絡 

送電線や碍子へ着氷することによって相間短絡を起こし，

「外部電源喪失」に至るシナリオ 

 

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて，想定を超える低温（凍結）

事象に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，

事故シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の

特定を行った。 

① 屋外タンク及び配管内流体の凍結 

・軽油貯蔵タンク等の凍結 

燃料移送系が凍結するような低温事象は，事前に予測が可能

であり，燃料移送系の循環運転等による凍結防止対策が可能で

あることから，燃料移送系が凍結する可能性は非常に稀であ

り，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり

得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては特定不

要であると判断した。 

 

 

 

 

 低温によって燃料貯蔵タンク等の軽油が凍結した場合に，下記

③の外部電源喪失の同時発生を想定した場合，ディーゼル発電機

デイタンクの燃料枯渇により，全交流動力電源喪失に至るシナリ

オ。 

○復水貯蔵タンク等 

 低温によって復水貯蔵タンク等の保有水が凍結した場合，復水

輸送系の喪失により手動停止に至るシナリオ。 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

◯取水設備（海水） 

 低温によって島根原子力発電所周辺の海水が凍結することは

起こり得ないと考えられるため，この損傷・機能喪失モードは考

慮しない。 

 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

◯送受電設備 

 送電線や碍子への着氷によって，相間短絡を起こし，外部電源

喪失に至るシナリオ。 

 

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える凍結事象

に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

を行った。 

①屋外タンク及び配管内流体の凍結 

◯燃料貯蔵タンク等の凍結 

 ディーゼル発電機の燃料として使用している軽油は低温時の

使用環境を考慮した油種としており，また，屋外の燃料移送系配

管には保温材を取り付けていることから，有意な頻度又は影響の

ある事故シーケンスとはなり得ないと考えられるため，考慮すべ

き起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，軽油

を使用環境に考慮した

油種とし，かつ屋外の

移送配管には保温材を

取り付けることから凍

結しないと整理 
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の交換を実施しており，年超過確率 10-7に対する温度の－16.0℃

では凍結しないことから，起因事象としての発生頻度は十分に低

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

 

 上述のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

想定するシナリオはない。 

 

③送変電設備の屋外設備への着氷 

 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える低温事象に対しては発生を否定できないため，送変電設備

の損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべきシナリオとし

て選定する。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起

因事象として全交流動力電源喪失と外部電源喪失を選定したが，

いずれも運転時の内部事象や地震，津波レベル 1PRA にて考慮し

ていることから，追加すべき新しい事故シーケンスではない。 

 また，上述のとおり，軽油タンク等内の軽油が凍結に至る低温

事象は，年超過確率評価上，約 10-7未満と非常に稀な事象である

ことから，低温事象を要因とする全交流動力電源喪失についての

詳細評価は不要と考えられる。 

 よって，事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象

は，外部電源喪失のみとなるが，軽油タンク等内の軽油が凍結す

る可能性の小ささを踏まえると，有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは生じないと判断した。 

 

 

 

・復水貯蔵タンク等の凍結 

復水貯蔵タンク等の保有水が凍結するような低温事象は，事

前に予測が可能であり，復水貯蔵タンク等の循環運転等による

凍結防止対策が可能であることから，保有水が凍結する可能性

は非常に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンス

の要因にはなり得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象

としては特定不要であると判断した。 

 

② ヒートシンク（海水）の凍結 

 

(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しないため，

起因事象として特定しない。 

 

③ 着氷による送電線の相間短絡 

・送電線の地絡，短絡 

着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準

を超える低温事象に対しては発生を否定できず，送電線の損傷

に伴う外部電源喪失に至るシナリオは考えられるため，起因事

象として特定する。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

1.にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起

因事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象や地

震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき

新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

よって，凍結を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

○復水貯蔵タンク等の凍結 

 復水貯蔵タンクは凍結しない一定以上の温度に加温しており，

また，屋外の附属配管には保温材を取り付けていることから，有

意な頻度又は影響のある事故シーケンスとはなり得ないと考え

られるため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断

した。 

 

 

②ヒートシンク（海水）の凍結 

◯取水設備（海水） 

 上記(3)②のとおり，この損傷・機能喪失モードは考慮しない

ため，起因事象として選定しない。 

 

③着氷による送受電設備の相間短絡 

◯送受電設備 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える凍結事象に対して発生を否定できないため，送受電設備の

損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として

選定する。 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える低温事象に対し発生可能性のある起

因事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象，地

震及び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべ

き新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 よって，凍結事象を起因とする有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

・事象想定の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，タン

クの加温及び屋外の附

属配管には保温材を取

り付けることから凍結

しないと整理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，1.(4)

で選定しないと整理 
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以上 
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添付資料2-1 

 

設計基準を超える積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1)構築物，系統及び機器（以下，設備等）の損傷・機能喪失モ

ードの抽出 

 積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①建屋天井や屋外設備に対する荷重 

 ②送電変電設備の屋外設備への着氷 

 ③空調給気口の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

(2)評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受け

る可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影

響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備

含む）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

 

補足1-2 

 

積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1．起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

積雪事象により設備等に発生する可能性のある影響について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

② 着雪による送電線の相間短絡 

③ 給気口等の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

(1)で抽出した損傷・機能喪失モードに対し，影響を受ける可

能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影響を

及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

具体的には，以下に示す建屋及び屋外設置（屋外に面した設備

含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

添付資料２－３ 

 

設計基準を超える積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

 

1. 起因事象の特定 

(1) 構築物，系統及び機器（以下「設備等」という。）の損傷・

機能喪失モードの抽出 

 積雪事象により設備等に発生する可能性のある事象について，

国外の評価事例や国内で発生したトラブル事例も参照し，以下の

とおり，損傷・機能喪失モードを抽出した。 

 ①建物天井や屋外設備に対する荷重 

 ②送受電設備の屋外設備への着氷 

 ③空調給気口等の閉塞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 

 

 

 

(2) 評価対象設備の選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対し，影響を受け

る可能性のある設備等のうち，プラントの運転継続や安全性に影

響を及ぼす可能性のある設備等を評価対象設備として選定する。 

 具体的には，以下に示す建物及び屋外設置（屋外に面した設備

を含む。）の設備等を評価対象設備として選定した。 

 

①建物天井や屋外設備に対する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の原子炉

補機海水ポンプ，高圧

炉心スプレイ補機海水

ポンプ，タービン補機

海水ポンプ及び循環水

ポンプは屋外設置のた

め，評価対象（以下，

③の相違） 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 
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＜建屋＞ 

 ・原子炉建屋 

 ・コントロール建屋 

 ・タービン建屋 

 

 ・廃棄物処理建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 ・送変電設備 

 

 

 

 

 

 

 

 ・軽油タンク及び非常用ディーゼル発電設備燃料移送系（以下，

軽油タンク等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ・中央制御室換気空調設備 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋（原子炉棟，付属棟） 

・タービン建屋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器） 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（排気ファン，吸気口等） 

・復水貯蔵タンク 

・残留熱除去系海水系 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

・補機冷却系海水系 

・循環水系 

 

 

 

 

 

 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

・送電線 

 

③ 給気口等の閉塞 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器（給気口，吸気口） 

＜建物＞ 

・原子炉建物 

・タービン建物 

 

 

・廃棄物処理建物 

・制御室建物 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

・送受電設備のうち変圧器 

・復水貯蔵タンク 

・ディーゼル発電機燃焼用給気口 

・原子炉補機海水ポンプ 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 

・タービン補機海水ポンプ 

・循環水ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

・送受電設備 

 

③空調給気口等の閉塞 

・中央制御室換気系 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，1.(1)

で抽出した損傷・機能

喪失モード毎に評価対

象設備を選定 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の制御室

及び廃棄物処理施設は

原子炉建物とはそれぞ

れ別建物（制御室建物，

廃棄物処理建物）にあ

るため評価対象（以下，

④の相違） 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のディー

ゼル燃料貯蔵タンクは

地下設置のため，評価

対象外（以下，⑤の相

違） 
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 ・非常用ディーゼル発電機非常用給気設備（6 号炉），非常用

電気品区域空調設備（7 号炉）（以下，D/G 室空調） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードごとに，(2)項で選定

した評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリ

オを選定した。 

 

①建屋天井や屋外設備に対する荷重 

 建屋及び屋外設備に対する積雪荷重により発生可能性のある

シナリオは以下のとおり。 

＜建屋＞ 

○原子炉建屋 

 原子炉建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最上階

に設置している原子炉補機冷却水系のサージタンクが物理的に

機能喪失することで，原子炉補機冷却水系が喪失し，最終ヒート

シンク喪失に至るシナリオ。また，積雪（雪融け水含む）の影響

により，ディーゼル発電設備及び非常用電源盤が機能喪失し，全

交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

・中央制御室換気系（給気口） 

 

・残留熱除去系海水系（モータ） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系（モータ） 

・非常用ディーゼル発電機用海水系（モータ） 

・補機冷却系海水系（モータ） 

・循環水系（モータ） 

 

 

 

 

 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

(1)で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)で選定し

た評価対象設備への影響を検討の上，発生可能性のあるシナリオ

を選定した。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

 

 

＜建屋＞ 

・原子炉建屋 

原子炉建屋原子炉棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，

建屋最上階に設置している原子炉補機冷却系サージタンクが

損傷し，原子炉補機冷却系の機能喪失による「隔離事象」に至

るシナリオ 

 

 

 

 

原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建

屋最上階に設置している中央制御室換気系の機能喪失による

「計画外停止」に至るシナリオ 

 

 

・ディーゼル発電機給気系 

 

・原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口 

・高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却口 

 

・タービン補機海水ポンプのモータ冷却口 

・循環水ポンプのモータ冷却口 

 

④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 －（アクセスルート） 

 

 

 

(3) 起因事象になり得るシナリオの選定 

 (1)項で抽出した各損傷・機能喪失モードに対して，(2)項で選

定した評価対象設備への影響を検討のうえ，発生可能性のあるシ

ナリオを選定した。 

 

①建物天井や屋外設備に対する荷重 

 建物及び屋外設備に対する積雪荷重により発生可能性のある

シナリオは以下のとおり。 

＜建物＞ 

○原子炉建物 

 原子炉建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している原子炉補機冷却系サージタンクが機能喪失する

ことで，原子炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナ

リオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・想定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，雪解

け水の影響は想定して

いない 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の中央制

御室換気系は建物最上

階に設置されていない
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○タービン建屋 

 タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，タービン

や発電機に影響が及び，タービントリップに至るシナリオ。 

 

 また，タービン建屋熱交換器エリア屋上が積雪荷重により崩落

した場合に，積雪（雪融け水含む）の影響により原子炉補器冷却

系及び同海水系が機能喪失し，最終ヒートシンク喪失に至るシナ

リオ。また，循環水ポンプが機能喪失し，復水器真空度低からプ

ラントスクラムに至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○コントロール建屋 

 コントロール建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋

最上階に設置している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含

 

 

 

原子炉建屋付属棟屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建

屋最上階に設置している原子炉建屋給気隔離弁の機能喪失に

よる「計画外停止」に至るシナリオ 

原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）屋上が積雪荷重により崩

落した場合に，建屋最上階に設置している気体廃棄物処理施設

の機能喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 

原子炉建屋付属棟（廃棄物処理棟）屋上が積雪荷重により崩

落した場合に，建屋最上階に設置している原子炉建屋排気隔離

弁の機能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ 

 

・タービン建屋 

タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最

上階に設置しているタービンや発電機に影響が及び「非隔離事

象」に至るシナリオ 

タービン建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建屋最

上階に設置しているタービン補機冷却系サージタンクに影響

が及び，「タービン・サポート系故障」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 原子炉建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している原子炉建物給排気隔離弁の機能喪失による手動

停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

○タービン建物 

 タービン建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上

階に設置しているタービンや発電機に影響が及び，非隔離事象に

至るシナリオ。 

 タービン建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上

階に設置しているタービン補機冷却系サージタンクが機能喪失

することで，タービン・サポート系故障に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○廃棄物処理建物 

 廃棄物処理建物屋上が積雪荷重により崩壊した場合に，建物最

上階に設置している気体廃棄物処理設備が機能喪失し，手動停止

に至るシナリオ。 

○制御室建物 

 制御室建物屋上が積雪荷重により崩落した場合に，建物最上階

に設置している中央制御室が機能喪失し，計装・制御系機能喪失

ため，評価対象外（以

下，⑥の相違） 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉のタービ

ン補機冷却系サージタ

ンクは建物屋上に設置

されているため，評価

対象（以下，⑥の相違） 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 

 

・設置場所の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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む）の影響により機能喪失し，計測制御系機能喪失に至るシナリ

オ。その後，中央制御室の下階に位置している直流電源設備へ内

部溢水が伝播し機能喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

○廃棄物処理建屋 

 廃棄物処理建屋屋上が積雪荷重により崩落した場合に，冷却材

再循環ポンプ M/G セットや換気空調補機常用冷却水系が積雪

（雪融け水含む）の影響により機能喪失し，プラントスクラムに

至るシナリオ。 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

○軽油タンク等 

 軽油タンク天井が積雪荷重により崩落した場合には，軽油タン

ク機能喪失に至る可能性があり，以下②に示す外部電源喪失が発

生している状況下においては，非常用ディーゼル発電設備（ディ

タンク）の燃料枯渇により，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 

 

 

 

・外部電源系（超高圧開閉所，特別高圧開閉所，変圧器） 

超高圧開閉所屋上，特別高圧開閉所，変圧器が積雪荷重によ

り崩落し，外部電源系に影響が及び，「外部電源喪失」に至る

シナリオ 

 

・復水貯蔵タンク 

復水貯蔵タンク天板が積雪荷重により崩落し，保有水が喪失

した場合，補給水系の喪失により「計画外停止」に至るシナリ

オ 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器 

積雪荷重により非常用ディーゼル発電機等の付属機器が損

傷した場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に②の

外部電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪

失」に至るシナリオ 

・残留熱除去系海水系 

積雪荷重により残留熱除去系海水系ポンプが損傷した場合，

に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜屋外設備＞ 

 

 

 

 

 

○送受電設備のうち変圧器 

 変圧器が積雪荷重により損傷した場合に，外部電源喪失に至る

シナリオ。 

 

 

○復水貯蔵タンク 

 復水貯蔵タンク天板が積雪荷重により崩落し，保有水が喪失し

た場合，復水輸送系の喪失により手動停止に至るシナリオ。 

 

○ディーゼル発電機燃焼用給気口 

 ディーゼル発電機の燃焼用給気口が積雪荷重により損傷しデ

ィーゼル発電機が機能喪失した場合に，上記の外部電源喪失の同

時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

○原子炉補機海水ポンプ 

 原子炉補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，原子

 

・想定事象の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，雪解

け水の影響は想定して

いない 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の再循環

ポンプMGセットは建物

最上階に設置されてい

ないため，評価対象外

（以下，⑥の相違） 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

⑤の相違 

 

 

・事象想定の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は影響を

受ける設備として変圧

器を想定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 
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② 送変電設備の屋外設備への着氷 

 

 送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源が喪失するシナリオ。 

 

③ 空調給気口の閉塞 

 中央制御室換気空調及び D/G 室空調給気口閉塞により各空調

設備が機能喪失に至る。（ただし，中央制御室換気空調について

は，外気遮断による再循環運転が可能な設計となっているため，

考慮すべきシナリオとしては抽出不要とする。） 

 仮に D/G 室空調給気口の閉塞により，非常用ディーゼル発電設

備が機能喪失に至るような場合において，上記②の外部電源喪失

の同時発生を想定した場合，全交流動力電源喪失に至る。 

 

 

 

残留熱除去系海水系の機能喪失による「最終ヒートシンク喪

失」に至るシナリオ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系 

積雪荷重により高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海

水ポンプが損傷した場合，高圧炉心スプレイ系の機能喪失によ

る「計画外停止」に至るシナリオ 

・非常用ディーゼル発電機用海水系 

積雪荷重により非常用ディーゼル発電機用海水ポンプが損

傷した場合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，仮に高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪失及び②の

外部電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪

失」に至るシナリオ 

・補機冷却系海水系 

積雪荷重により補機冷却系海水系ポンプが損傷した場合，タ

ービン補機冷却系喪失による「タービン・サポート系故障」に

至るシナリオ 

・循環水系 

積雪荷重により循環水ポンプが損傷した場合，復水器真空度

喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

 

送電線や碍子へ着雪することによって相間短絡を起こし，

「外部電源喪失」に至るシナリオ 

 

③ 給気口等の閉塞 

・非常用ディーゼル発電機等の付属機器の閉塞 

積雪により非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口が閉

塞した場合，非常用ディーゼル発電機等の機能喪失，仮に②の

外部電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流動力電源喪

失」に至るシナリオ 

・中央制御室換気系給気口の閉塞 

中央制御室換気系の給気口は，地面より約 5.9m，約 19mの 2

箇所に設置されており，堆積物による閉塞は考え難いため，シ

ナリオの選定は不要である。 

 

炉補機冷却系が喪失し，補機冷却系喪失に至るシナリオ。 

 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 

 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した

場合に，高圧炉心スプレイ系が機能喪失することによる手動停止

に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプ 

 タービン補機海水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，タ

ービン補機海水系が機能喪失することでタービン・サポート系故

障に至るシナリオ。 

○循環水ポンプ 

 循環水ポンプが積雪荷重により損傷した場合に，復水器真空度

低により隔離事象に至るシナリオ。 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

◯送受電設備 

 送電線や碍子へ雪が着氷（着氷雪）することによって，相間短

絡を起こし外部電源喪失に至るシナリオ。 

 

③空調給気口等の閉塞 

○中央制御室換気系 

 積雪によって中央制御室換気系の給排気口が閉塞した場合は，

外気遮断による系統隔離運転が可能な設計となっているため，考

慮すべきシナリオとしては抽出不要とする。 

○ディーゼル発電機給気系 

 積雪によるディーゼル発電機の燃焼用給気フィルタの目詰ま

り又は燃焼用給気口の閉塞によって，ディーゼル発電機の機能が

喪失した場合に，上記②の外部電源喪失の同時発生を想定した場

合，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設計方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，系統

隔離運転による対応を

想定 
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④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響

を及ぼす可能性があるものの，設計基準事故対処設備のみで対応

可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく，仮に

アクセス性や屋外の作業性へ影響が及んだ場合であっても構内

の道路又はアクセスルートについては，除雪を行うことから問題

はない。 

 そのため上記①～③の影響評価の結果として，可搬型代替交流

電源設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが確

認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

(4)起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象

に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

・海水ポンプモータ空気冷却器給気口の閉塞 

積雪により残留熱除去系海水系ポンプモータの空気冷却器

給気口が閉塞した場合，残留熱除去系海水系の機能喪失による

「最終ヒートシンク喪失」に至るシナリオ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプモータ

の空気冷却器給気口が閉塞した場合，高圧炉心スプレイ系の機

能喪失による「計画外停止」に至るシナリオ 

 

非常用ディーゼル発電機用海水ポンプモータの空気冷却器

給気口が閉塞した場合，非常用ディーゼル発電機の機能喪失，

仮に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水系の機能喪

失及び②の外部電源喪失の同時発生を想定した場合，「全交流

動力電源喪失」に至るシナリオ 

 

補機冷却系海水系ポンプモータの空気冷却器給気口が閉塞

した場合，タービン補機冷却系喪失による「タービン・サポー

ト系故障」に至るシナリオ 

 

循環水ポンプモータの空気冷却器給気口が閉塞した場合，復

水器真空度喪失による「隔離事象」に至るシナリオ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 起因事象の特定 

(3)で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象に

対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故シ

ーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定を

○原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，原子炉補機海水ポンプのモータ冷却口が閉塞し

た場合，原子炉補機冷却系の機能喪失による補機冷却系喪失に至

るシナリオ。 

○高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモータ冷却

口が閉塞した場合，高圧炉心スプレイ系が機能喪失することによ

る手動停止に至るシナリオ。 

 

 

 

 

 

○タービン補機海水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口が閉塞

した場合，タービン補機海水系が機能喪失することによるタービ

ン・サポート系故障に至るシナリオ。 

○循環水ポンプのモータ冷却口 

 積雪によって，循環水ポンプのモータ冷却口が閉塞した場合，

復水器真空度低により隔離事象に至るシナリオ。 

 

④積雪によるアクセス性や作業性の悪化 

 積雪により屋外現場へのアクセス性や屋外での作業性に影響

を及ぼす可能性があるものの，設計基準事故対処設備のみで対応

可能なシナリオであれば基本的に屋外での現場対応はなく，仮に

アクセス性や屋外での作業性へ影響が及んだ場合であっても構

内の道路又はアクセスルートについては，除雪を行うことから問

題はない。 

 そのため上記①～③の影響評価の結果として，可搬型重大事故

等対処設備の接続といった屋外での作業が必要になるケースが

確認された場合に，別途，詳細検討するものとする。 

 

(4) 起因事象の特定 

 (3)項で選定した各シナリオについて，想定を超える積雪事象

に対しての裕度評価（起因事象発生可能性評価）を実施し，事故

シーケンスグループ抽出に当たって考慮すべき起因事象の特定

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，アク

セス性や作業性への影

響を記載 
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を行った。 

 

①建屋天井や屋外設備に対する荷重により発生可能性のあるシ

ナリオ 

 

 積雪荷重が各建屋天井の許容荷重を上回った場合には，(3)項

で選定した各シナリオが発生する可能性はあるものの，最終ヒー

トシンク喪失，タービントリップ及びプラントスクラムについて

は，運転時の内部事象レベル 1PRA でも考慮していること，計測

制御系機能喪失については，地震，津波のレベル 1PRA でも考慮

していることから追加のシナリオではない。軽油タンクについて

も，天井の許容荷重を上回る積雪荷重によって破損に至る可能性

はあるものの，外部電源喪失との重畳による全交流動力電源喪失

は，運転時の内部事象や地震，津波のレベル 1PRA でも考慮して

いるものであり，追加のシナリオではない。 

 なお，各建屋や軽油タンクの天井が崩落するような積雪事象

は，年超過確率評価上，10-7 より小さい事象であること（第1 表

参照），積雪事象の進展速度の遅さを踏まえると除雪管理が可能

であることから，発生可能性は非常に稀であり，有意な頻度又は

影響のある事故シーケンスの要因とはなりえないと考えられる

ため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

第1表 各建屋・タンクの積雪荷重と年超過確率の比較 

 

 

 

行った。 

 

① 建屋天井や屋外設備に対する積雪荷重 

 

 

積雪事象が各建屋天井や屋外設備の許容荷重を上回った場

合には，(3)にて選定した各シナリオが発生する可能性はある

が，各建屋天井の崩落や屋外設備が損傷するような積雪事象

は，積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能であるこ

とから，発生可能性は非常に稀であり，有意な頻度又は影響の

ある事故シーケンスの要因にはなり得ないと考えられるため，

考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を行った。 

 

①建物天井や屋外設備に対する荷重により発生可能性のあるシ

ナリオ 

◯建物及び屋外設備 

 積雪荷重が各建物天井や屋外設備の許容荷重を上回った場合

には，(3)項で選定した各シナリオが発生する可能性はあるが，

積雪は事前の予測が十分に可能であり，また積雪事象の進展速度

を踏まえると除雪管理が可能であることから，発生可能性は非常

に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因と

はなりえないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては選

定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は内部事

象ＰＲＡ等との比較に

ついては 2.に記載 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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② 送変電設備の屋外設備への着氷 

 

 着氷に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える積雪事象に対して発生を否定できないため，送変電設備の

損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として

選定する。 

 

③ 空調給気口の閉塞 

 

 

 

 

 仮に D/G 室空調給気口閉塞により非常用ディーゼル発電設備

が機能喪失に至り，かつ同時に外部電源喪失に至ることを想定し

た場合，全交流動力電源喪失に至ることとなるが，全交流動力電

源喪失については，運転時の内部事象，地震及び津波レベル 1PRA 

でも考慮しており，追加のシナリオではない。 

 なお，基本的には除雪管理が可能であるが，D/G 室空調給気口

が閉塞に至る積雪深さは，年超過確率評価上，10-7 より小さくな

ること，積雪の給気口への付着・堆積についても除雪管理が可能

であることから，積雪事象による給気口閉塞事象の発生可能性は

非常に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要

因とはなりえないと考えられるため，考慮すべき起因事象として

は選定不要であると判断した。（第 2 表に D/G 室空調給気口高さ

を示す。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 着雪による送電線の相間短絡 

 

着雪に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準

を超える積雪事象に対しては発生を否定できず，送電線の着雪

による短絡を想定した場合，外部電源喪失に至るシナリオは考

えられるため，起因事象として選定する。 

 

③ 給気口等の閉塞 

 

 

 

 

積雪事象により非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口

が閉塞した場合には，(3)にて選定したシナリオが発生する可

能性があるが，非常用ディーゼル発電機等の給気口，吸気口が

閉塞するような積雪事象は，積雪事象の進展速度を踏まえると

除雪管理が可能であることから，発生可能性は非常に稀であ

り，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因にはなり

得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象としては選定不

要であると判断した。 

また，モータ空気冷却器給気口が閉塞した場合には，(3)で

選定したシナリオが発生する可能性があるが，モータ空気冷却

器給気口が閉塞するような積雪事象は，積雪事象の進展速度を

踏まえると除雪管理が可能であることから，発生可能性は非常

に稀であり，有意な頻度又は影響のある事故シーケンスの要因

にはなり得ないと考えられるため，考慮すべき起因事象として

は選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②送受電設備の屋外設備への着氷 

◯送受電設備 

 着雪に対して設計上の配慮はなされているものの，設計基準を

超える積雪事象に対して発生を否定できないため，送受電設備の

損傷に伴う外部電源喪失については考慮すべき起因事象として

選定する。 

 

③空調給気口等の閉塞 

◯中央制御室換気系，ディーゼル発電機給気系，原子炉補機海水

ポンプのモータ冷却口，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモー

タ冷却口，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口及び循環水ポ

ンプのモータ冷却口 

 中央制御室換気系，ディーゼル発電機給気系，原子炉補機海水

ポンプのモータ冷却口，高圧炉心スプレイ補機海水ポンプのモー

タ冷却口，タービン補機海水ポンプのモータ冷却口又は循環水ポ

ンプのモータ冷却口が閉塞した場合には，(3)項で選定した各シ

ナリオが発生する可能性はあるが，積雪は事前の予測が十分に可

能であり，また積雪事象の進展速度を踏まえると除雪管理が可能

であることから，発生可能性は非常に稀であり，有意な頻度又は

影響のある事故シーケンスの要因にはなりえないと考えられる

ため，考慮すべき起因事象としては選定不要であると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設置場所の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，モー

タ冷却口を上記のディ

ーゼル発電機給気系と

まとめて記載 
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第 2 表 各空調給排気口の高さと年超過確率の比較 

 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．(3)項にて起因事象となり得るシナリオを以下のとおり選定

した。 

 

 

○原子炉建屋の天井が崩落した場合に，原子炉補機冷却水系が機

能喪失し，最終ヒートシンク喪失に至るシナリオ。また，非常

用ディーゼル発電設備及び非常用電源盤が機能喪失し，全交流

動力電源喪失に至るシナリオ。 

○タービン建屋の天井が崩落した場合にタービンや発電機に影

響が及びタービントリップに至るシナリオ。また，原子炉補機

冷却水系及び同海水系が機能喪失し，最終ヒートシンク喪失に

至るシナリオ。また，循環水ポンプが機能喪失し，復水器真空

度低からプラントスクラムに至るシナリオ。 

○コントロール建屋の天井が崩落した場合に，建屋最上階に設置

している中央制御室が物理的又は積雪（雪融け水含む）の影響

により機能喪失し，計測制御系機能喪失に至るシナリオ。さら

には中央制御室の下階に位置している直流電源設備が内部溢

水により機能喪失に至るシナリオ。 

○廃棄物処理建屋の天井が崩落した場合に，RIP M/G セットや換

気空調補機常用冷却水系が積雪（雪融け水含む）の影響により

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 事故シーケンスの特定 

1.にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起

因事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象や地

震，津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべき

新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 事故シーケンスの特定 

 1．にて設計基準を超える積雪事象に対し発生可能性のある起

因事象として外部電源喪失を特定したが，運転時の内部事象，地

震及び津波レベル１ＰＲＡにて考慮していることから，追加すべ

き新しい事故シーケンスではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は 1.(4)

で選定しないと整理 
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機能喪失し，プラントスクラムに至るシナリオ。 

○軽油タンクの天井が崩落した場合で，かつ外部電源喪失が発生

している状況下において，非常用ディーゼル発電設備（ディタ

ンク）の燃料枯渇により，全交流動力電源喪失に至るシナリオ。 

○送電線や碍子へ雪が着氷することによって，相間短絡を起こし

外部電源が喪失するシナリオ。 

○D/G 室空調給気口閉塞により非常用ディーゼル発電設備が機能

喪失，かつ外部電源喪失の同時発生により全交流動力電源喪失

に至るシナリオ。 

 

 上記シナリオについては，いずれも運転時の内部事象，地震及

び津波レベル 1PRA にて考慮しているものであり，追加すべき新

たなものはない。 

 また，1.(4)項での起因事象の特定結果のとおり，上記シナリ

オのうち，建屋又は軽油タンクの天井崩落や D/G室空調給気口閉

塞については，事象の発生頻度が第 1 表及び第 2表に示したよう

に非常に小さいこと，除雪管理により発生を防止可能なことか

ら，発生自体が非常に稀な事象であり，事故シーケンス抽出に当

たって考慮すべき起因事象として選定不要であると判断した。 

 よって，事故シーケンス抽出に当たって考慮すべき起因事象

は，外部電源喪失のみとなるが，各建屋及び軽油タンク等の健全

性が確保される限り，非常用交流電源等の必要な影響緩和設備の

機能維持が図られるため，事故シーケンスに至ることはない。 

 したがって，積雪事象を要因として発生しうる有意な頻度又は

影響のある事故シーケンスは生じないと判断した。 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって，積雪を起因とする有意な頻度又は影響のある事故シー

ケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 よって，積雪事象を起因とする有意な頻度又は影響のある事故

シーケンスは新たに生じないと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は 1.(4)

で選定しないと整理 
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